
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【セミナー資料】 

総合事業への早期移行に向けた市町村職員を対象とするセミナー 
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介護予防・日常生活支援総合事業
の推進に向けて

平成27年5月

厚生労働省 老健局振興課



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。
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支え合いによる地域包括ケアシステムの構築について

地域包括ケア研究会「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」（平成25年３月）より

自助：・介護保険・医療保険の自己負担部分
・市場サービスの購入
・自身や家族による対応

互助：・費用負担が制度的に保障されていないボ
ランティアなどの支援、地域住民の取組み

共助：・介護保険・医療保険制度による給付

公助：・介護保険・医療保険の公費（税金）
部分

・自治体等が提供するサービス

○地域包括ケアシステムの構築に当たっては、「介護」「医療」「予防」といった専門的サービスの前提
として、「住まい」と「生活支援・福祉」といった分野が重要である。
○自助・共助・互助・公助をつなぎあわせる（体系化・組織化する）役割が必要。
○とりわけ、都市部では、意識的に「互助」の強化を行わなければ、強い「互助」を期待できない。
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○社会全体で認知症の人びとを支えるため、介護サービスだけでなく、地域の自助・互
助を最大限活用することが必要。

関係団体や民間企業などの協力も得て、社会全体で認知症の人びとを支える取組を展開

地域包括
支援センター

認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ

役所

見守り

認知症になっても
安心して暮らせる地域

認知症ｻﾎﾟｰﾄ医
かかりつけ医

交番

見守り・配食

地域では多様な主体、機関が連携して認知症の人びとを含めた高齢者を支えていくことが必要。

関係府省と連携し、地域の取組を最大限支援

交通手段の確保

交通機関

（小・中・高・大）

生涯学習

見守り、買い物支援

ICTを活用した見守り

（イメージ）

成年後見

金融機関

市町村が中心となって日常生活圏域等で認知症の人びとの
見守り等を含めた自助・互助のネットワークを作る

介護サービス事業者
（デイサービス、
グループホーム等）

宅配、新聞配達スーパー、コンビニ、商店

見守り
認知症サポーター、民生委員、

ボランティアなど

認知症教育

薬局

社会全体で認知症の人びとを支える
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介護保険制度

介護給付（要介護者）
約7兆1000億円（平成23年度）＊

予防給付（要支援者）
約4100億円（平成23年度）＊

地域支援事業
約1570億円（平成23年度）

個別給付

◆法定のサービス類型
（特養・訪問介護・通所介護等）

◆全国一律の人員基準・運営基準

個別給付

◆法定のサービス類型
（訪問介護・通所介護等）

◆全国一律の人員基準・運営基準

財源構成 （国）25% : （都道府県/市町村）12.5%: （１号保険料）21%: （２号保険料）29% 財源構成 （国）39.5% : （都道府県
/市町村）19.75%: （１号保険料）21％

包括的支援事業
・任意事業

◆地域包括支援センター
の運営等

介護予防事業・総合事業

◆内容は市町村の裁量

◆全国一律の人員基準
・運営基準なし

改正前の介護保険制度の仕組み

○ 介護保険制度の中には、①要介護者（１～５）に対する介護給付、②要支援者（１・２）に対する予防給付のほか、

保険者である市町村が、「事業」という形で、要介護・要支援認定者のみならず、地域の高齢者全般を対象に、地域で必要と

されているサービスを提供する「地域支援事業」という仕組みがある（平成１７年改正で導入。平成１８年度から施行）。

※介護保険制度内でのサービスの提供であり、財源構成は変わらない。

○ 要介護者・要支援者以外の高齢者（２次予防事業対象者など）への介護予防事業は、「地域支援事業」で実施。

○ 市町村の選択により、「地域支援事業」において、要支援者・ ２次予防事業対象者向けの介護予防・日常生活支援に資する

サービスを総合的に実施できる事業（「総合事業」）を創設（平成23年改正で導入。平成24年度から施行）。

4



【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
22%

2号保険料
28%

【財源構成】

国 39.0%

都道府県
19.5%

市町村
19.5%

1号保険料
22%

予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業

○ 二次予防事業
○ 一次予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○ 介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○ 一般介護予防事業

包括的支援事業

○ 地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○ 在宅医療・介護連携推進事業

○ 認知症施策推進事業

（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等）

○ 生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

予防給付（要支援1～２）

充
実

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜改正前＞ ＜改正後＞介護保険制度

全市町村で実
施

地域支援事業の全体像

改正前と同様

※厚生労働省資料を一部改変



地域住民の参加地域住民の参加

高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービス

生活支援の担い手
としての社会参加

○現役時代の能力を活かした活動
○興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活動

・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の
ボランティア活動 等

○ニーズに合った多様なサービス種別

○住民主体、NPO、民間企業等多様な
主体によるサービス提供

・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの家事支援
・介護者支援 等

バックアップ

バックアップ

都道府県等による後方支援体制の充実

市町村を核とした支援体制の充実・強化

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同
組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが必要。

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。
○ 多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけの強

化を図る。具体的には、生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の
地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置などについて、介
護保険法の地域支援事業に位置づける。

生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加

6



介護予防事業の概要

○ 介護予防事業は介護保険法第１１５条の４５の規定により、市町村に実施が義務付けられている。

○ 要介護状態等ではない高齢者に対して、心身の機能や生活機能の低下の予防又は悪化の防止のために必
要な事業として、各市町村が実施。

○ 介護予防事業は介護給付見込み額の２％以内の額で実施（介護保険法施行令第３７条の１３）

○ 平成２５年度 国費：１２４億円 総事業費：４９６億円 （介護保険法第１２２条の２）

（国１／４、都道府県１／８、市町村１／８、保険料（１号２／１０、２号３／１０））

二次予防事業（旧：特定高齢者施策）

【対象者】高齢者全般

【事業内容】
○ 介護予防普及啓発事業、
講演会、介護予防教室等の開催、啓発資材等の作成、配布等

○ 地域介護予防支援事業
ボランティア育成、自主グループ活動支援 等

一次予防事業（旧：一般高齢者施策）

【対象者】要介護状態等となるおそれのある高齢者（生活機能の低下等がみられる高齢者）

【事業内容】
○ 通所型介護予防事業
運動器の機能向上プログラム、栄養改善プログラム、口腔機能の向上プログラム、複合プログラム 等

○ 訪問型介護予防事業
閉じこもり、うつ、認知機能低下への対応、通所が困難な高齢者への対応 等7
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二次予防事業の実績の推移

高齢者人口に対する割合

年度 高齢者人口*1

（人）

基本チェックリスト

配布者*2

（配布者数）

基本チェックリスト

回収者*3

（回収者数）

基本チェックリスト
回収率

【回収者数／
配布者数（%）

二次予防事業

対象者*4

（対象者数）

二次予防事業
参加者*5

（参加者数）

H18 26,761,472 － － －
0.6%

（ 157,518人）

0.2%
（50,965人）

H19 27,487,395 － － －
3.3%

（ 898,404人）

0.4%
（109,356人）

H20 28,291,360 52.4%
（14,827,663人）

30.7％
（ 8,694,702人）

58.6% 3.7%
（1,052,195人）

0.5%
（128,253人）

H21 28,933,063 52.2%
（15,098,378人）

30.1％
（ 8,715,167人）

57.7% 3.4％
（ 984,795人）

0.5％
（143,205人）

H22 29,066,130 54.2%
（15,754,629人）

29.7%
（ 8,627,751人）

54.8% 4.2％
（1,227,956人）

0.5％
（155,044人）

H23 29,748,674 55.8%
（16,586,054人）

34.9%
（10,391,259人）

62.6% 9.4%
（2,806,685人）

0.8%
（225,667人）

*1 高齢者人口：各年度末の高齢者人口を計上
*2,3基本チェックリスト配布者、回収者：平成18年度、19年度については調査なし
*4 二次予防事業対象者：当該年度に新たに決定した二次予防事業の対象者と前年度より継続している二次予防事業者の総数
*5 二次予防事業参加者：通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業、および通所型・訪問型介護予防事業以外で介護予防に相当する事業に参加

した者を含む

二次予防事業への参加者数の目標を高齢者人口の5％を目安として取り組んできたが、
平成23年度の実績は0.8%と低調である。
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平成23年度の介護予防事業の実績

内容
実施

保険者数
対象経費実支出額

二
次
予
防
事
業

二次予防事業の対象者把握事業 1,550 15,009,789,382円

通所型介護
予防事業

運動器機能向上 1,137

11,467,101,458円

栄養改善 285
口腔機能向上 595
認知機能低下予防・支援 214
複合 816
その他 119

訪問型介護
予防事業

運動器機能向上 212

894,200,888円

栄養改善 224
口腔機能向上 192
認知機能低下予防・支援 142
閉じこもり予防・支援 202
うつ予防・支援 176
複合 149

二次予防事業評価事業 931 249,221,350円

一
次
予
防
事
業

介護予防普
及啓発事業

パンフレット等の作成・配布 1,270

10,566,271,561円

講演会・相談会 1,187
介護予防教室等 1,467
介護予防事業の記録等管理媒
体の配布

493

その他 254

地域介護予
防活動支援
事業

ボランティア等の人材育成 872
5,573,533,569円地域活動組織への支援・協力等 955

その他 216
一次予防事業評価事業 802 181,152,153円

合計 1,594 43,941,270,361円

「二次予防事業の対象者把握事
業」が全体の3割強を占める

二次予防

事業の対

象者把握

事業34%

通所型介

護予防事

業26%
訪問型介

護予防事

業2%

二次予防

事業評価

事業1%

介護予防

普及啓発

事業24%

地域介護

予防活動

支援事業13%

一次予防

事業評価

事業0%

介護予防事業費の内訳

H23年度介護予防事業実施状況調査
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①大阪府大東市 ～住民主体の介護予防～

○住民が主体となって取り組む介護予防事業を市内全域で展開している。虚弱高齢者が元気高齢者
の支えで元気を取り戻し、小学校の下校時の見守り隊に参加するなど社会活動が広がっている。

○介護予防活動を通して、見守りや助け合い等地域の互助の力が育っている。

基本情報（平成25年4月1日現在）

第1号被保険者における要介護認定率の推移

介護予防の取組の変遷
○平成16年度に地域ケア会議で町ぐるみの介護予防の必要性を提言
○平成17年度に虚弱者も参加できる「大東元気でまっせ体操」を開発し、一
次・二次予防対象者の枠組みにとらわれず、自治会、町内会単位で住民主
体での活動の場の普及に取り組む

○老人会のイベント等で介護予防について普及啓発
○住民主体の活動の場の育成
及び世話役を養成

○体操教室後に民生委員、
校区福祉委員、世話役が集合。
地域の虚弱高齢者情報を共有
し、具体的な対策を検討する

専門職の関与の仕方
○介護予防の啓発は保健師とリハ職のペアで行う
○体操教室の立ち上げの際には体操指導と体操ビデオの提供及び世話役の育

成を保健師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士が行った
○身体障害や関節痛により体操を同じようにできない方に対しては、市のリ

ハ職が訪問し、痛みがでない運動法を指導した
○認知症や高次脳機能障害、精神障害などで集団活動に不具合が生じた時に

は地域包括支援センター職員が出向いて、認知症の方への対応方法等を世
話役に指導した

○世話役から活動の脱落者について地域包括支援センター職員に連絡が入っ
た場合には、職員はその原因を明確にした上で個別に対応する（例：認知
症の方への対応、不仲の場合には教室の変更）

65才以上高齢者のうち毎月参加している者の割合 ９．３ ％

65才以上高齢者のうち二次予防事業対象者である参加者の割合 ２．７ ％

地域包括支援
センター設置数

直営 0 カ所

委託 3 カ所

総人口 123,573 人

65歳以上高齢者人口
26,697

21.6
人
％

75歳以上高齢者人口
10,516

8.5
人
％

第5期1号保険料 4,980 円

※人口は平成２４年３月３１日

12.4%

17.3%

13.4%

19.2%

12.4%

17.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

H13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

全国

大阪府

大東市

大東市
奈
良
県

兵庫県
大阪府

※要支援1～要介護5の高齢者163人が含まれる。

【介護予防の取組】
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②岡山県総社市 ～徒歩圏内に住民運営の体操の集い～

元気な高齢者と要支援・要介護認定を受けている高齢者が一緒に行う住民運営の体操の集いが、
公民館や個人宅で、毎週1回開催されており、平成２５年現在、市内全域に１１０会場が誕生し、徒歩
圏内で参加できるようになっている。

基本情報（平成25年4月1日現在）

第1号被保険者における要介護認定率の推移

介護予防の取組の変遷
○〈平成12年〉要介護認定の非該当者の受け皿として、「健康づく
りの集い」を介護予防教室として実施。（作業療法士・理学療法
士・保健師主導、月1回、17会場）

○〈平成17年〉小学校区単位で小地域ケア会議を開始。住民・社
協・ケアマネ・保険者等の意見交換の場として定着。

○〈平成20年〉地域包括支援センター（当時直営）が、小地域ケア
会議に働きかけ、各地区で週１回の体操の集いが始まる。

○〈平成24年〉ケーブルテレビ等の
各種媒体で市民に広報した結果、100
会場まで増える。

専門職の関与の仕方
○地域包括支援センターの３職種が事務局（H24.4より委託）、行政
の保健師・理学療法士は一委員として、市内21地区で1～2ヶ月に1
回開催される小地域ケア会議に参加し、一緒に地域の課題を話し
合う。

○体操の集いの立ち上げ時には、行政もしくは地域包括支援セン
ターの専門職が体操を具体的に指導。

○集いの全ての会場で年１回体力測定を実施。随時、利用者の変調
について住民から情報が入るので、専門職がアセスメントと助言
指導を行う。

H24年度参加実
人数

高齢者人口に占
める割合

1,535人 9.6%
個人宅での体操の集い※要支援1～要介護4の高齢者８８人が含まれる。

地域包括支援
センター設置数

直営 0 カ所

委託 6 カ所

総人口 66,861 人

65歳以上高齢者人口
16,017

24.0
人
％

75歳以上高齢者人口
8,226

12.3
人
％

第5期1号保険料 4,700 円

※人口は平成２４年３月３１日

12.4%

17.3%

14.9%

20.0%

15.2%

18.1%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

H13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

全国

岡山県

総社市

岡山県

鳥取県

兵
庫
県

広
島
県

総社市
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社会参加と介護予防効果の関係について

スポーツ関係・ボランティア・趣味関係のグループ等への社会参加の割合が高い地域ほど、転倒や
認知症やうつのリスクが低い傾向がみられる。

2010年8月～2012年1月にかけて，北海道，東北，関東，東海，関西，中国，
九州，沖縄地方に分布する31自治体に居住する高齢者のうち，要介護認定
を受けていない高齢者169,201人を対象に，郵送調査（一部の自治体は訪
問調査）を実施。
112,123人から回答。
（回収率66.3%）

【研究デザインと分析方法】
研究デザイン：横断研究
分析方法：地域相関分析

ボランティアグループ等の地域組織への参加割合が高い地域ほど、
認知症リスクを有する後期高齢者の割合が少ない相関が認められた。

図表については、厚生労働科学研究班（研究代表者：近藤克則氏）からの提供

趣味関係のグループへの参加割合が高い地域ほど、
うつ得点（低いほど良い）の平均点が低い相関が認められた。

JAGES（日本老年学的評価研究）プ

ロジェクト

スポーツ組織への参加割合が高い地域ほど、
過去1年間に転倒したことのある前期高齢者が少ない相関が認められた。

調査方法
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○ 定年後の社会参加を支援する等を通じて、シニア世代に担い手になってもらうことにより、社会的役割や自己実
現を果たすことが、介護予防にもつながる。

これからの介護予防の具体的アプローチについて

○ リハ職等が、ケアカンファレンス等に参加することにより、疾病の特徴を踏まえた生活行為の改善の見通しを立
てることが可能となり、要支援者等の有する能力を最大限に引き出すための方法を検討しやすくなる。

○ リハ職等が、通所と訪問の双方に一貫して集中的に関わることで、居宅や地域での生活環境を踏まえた適切な
アセスメントに基づくADL訓練やIADL訓練を提供することにより、「活動」を高めることができる。

○ リハ職等が、住民運営の通いの場において、参加者の状態に応じて、安全な動き方等、適切な助言を行うことに
より、生活機能の低下の程度にかかわらず、様々な状態の高齢者の参加が可能となる。

○ 市町村が住民に対し強い動機付けを行い、住民主体の活動的な通いの場を創出する。

○ 住民主体の体操教室などの通いの場は、高齢者自身が一定の知識を取得した上で指導役を担うことにより役割
や生きがいを認識するとともに、幅広い年齢や状態の高齢者が参加することにより、高齢者同士の助け合いや学び
の場として魅力的な場になる。また、参加している高齢者も指導者として通いの場の運営に参加するという動機づけ
にもつながっていく。

○ 市町村の積極的な広報により、生活機能の改善効果が住民に理解され、更に、実際に生活機能の改善した参
加者の声が口コミ等により拡がることで、住民主体の通いの場が新たに展開されるようになる。
○ このような好循環が生まれると、住民主体の活動的な通いの場が持続的に拡大していく。

高齢者の社会参加を通じた介護予防の推進

住民運営の通いの場の充実

リハ職等を活かした介護予防の機能強化
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・介護予防把握事業
地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり
等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつな
げる。

・ 介護予防普及啓発事業
介護予防活動の普及・啓発を行う。

・ 地域介護予防活動支援事業
地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

・ 一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行
い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

・ （新）地域リハビリテーション活動支援事業
地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、
訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通い
の場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

新しい介護予防事業

現行の介護予防事業

一次予防事業

・ 介護予防普及啓発事業

・ 地域介護予防活動支援事業

・ 一次予防事業評価事業

二次予防事業

・ 二次予防事業対象者の

把握事業

・ 通所型介護予防事業

・ 訪問型介護予防事業

・ 二次予防事業評価事業

一般介護予防事業

一次予防事業と
二次予防事業を
区別せずに、地域
の実情に応じた
効果的・効率的な
介護予防の取組を
推進する観点から
見直す

介護予防を機能
強化する観点か
ら新事業を追加

○機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのと
れたアプローチができるように介護予防事業を見直す。

○年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に
拡大していくような地域づくりを推進する。

○リハ職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、介護予防を機能強化する。

介護予防・生活支援サービス事業

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

※従来、二次予防事業で実施していた運動器の機能向上プログラム、口腔機能の向上プログラムなどに相当する
介護予防については、 介護予防・生活支援サービス事業として介護予防ケアマネジメントに基づき実施 14



予防給付によるサービス

・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
・居宅療養管理指導
・特定施設入所者生活介護
・短期入所者生活介護
・訪問入浴介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・福祉用具貸与
・福祉用具販売
・住宅改修 など

新しい総合事業によるサービス
（介護予防・生活支援サービス事業）

・訪問型サービス

・通所型サービス

・生活支援サービス
（配食・見守り等）

・多様な担い手による生活支援

・ミニデイなどの通いの場
・運動、栄養、口腔ケア等の教室

・訪問介護

・通所介護

従来通り
予防給付で行う

訪問介護、通所介護
について事業へ移行

○ 多様な主体による柔軟な取り組みにより効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、予防給付の訪問
介護、通所介護は、事業にすべて移行（平成２９年度末まで）

○その他のサービスは、予防給付によるサービスを利用

・介護事業所による訪問型・通所
型サービス

※多様な主体による多様なサービスの提供を推進
※総合事業のみ利用の場合は、基本チェックリスト該当で利用可

要支援者の訪問介護、通所介護の総合事業への移行（介護予防・生活支援サービス事業）
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○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移

行（２９年度末まで）。財源構成は給付と同じ（国、都道府県、市町村、1号保険料、２号保険料）。

○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支

援。高齢者は支え手側に回ることも。

予防給付の見直しと生活支援サービスの充実

・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進
・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続
・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組
・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進

・住民主体のサービ
ス利用の拡充

・認定に至らない
高齢者の増加

・重度化予防の推進

・専門的なサービスを必要とする人に
は専門的サービスの提供
（専門サービスにふさわしい単価）

・支援する側とされる側という画一的
な関係性ではなく、サービスを利用
しながら地域とのつながりを維持で
きる

・能力に応じた柔軟な支援により、
介護サービスからの自立意欲が向上

・多様なニーズに対
するサービスの拡
がりにより、在宅生
活の安心確保

予防給付
（全国一律の基準）

地域支援事業

移行

移行

・多様な担い手による多様なサービス
（多様な単価、住民主体による低廉な
単価の設定、単価が低い場合には
利用料も低減）

同時に実現

サービスの充実

費用の効率化

訪問介護
ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等の
生活支援サービス

住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支
援サービス

既存の訪問介護事業所による身体介護・生
活援助の訪問介護

通所介護

既存の通所介護事業所による機能訓練等
の通所介護

ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運動・交流の場

リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与
する教室

介護予防・生活支援の充実

16



○ 対象者は、第１号被保険者の全ての者及び
その支援のための活動に関わる者。

○ 対象者は、制度改正前の要支援者に相当する者。
①要支援認定を受けた者
②基本チェックリスト該当者（事業対象者）

※ 事業対象者は、要支援者に相当する状態等の者を想定。

※ 基本チェックリストは、支援が必要だと市町村や地域包括支援セン
ターに相談に来た者に対して、簡便にサービスにつなぐためのもの。

※ 予防給付に残る介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与等を利
用する場合は、要支援認定を受ける必要がある。

事業 内容

訪問型サービ
ス

要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活
上の支援を提供

通所型サービ
ス

要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など
日常生活上の支援を提供

その他の生活
支援サービス

要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配
食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供

介護予防ケア
マネジメント

要支援者等に対し、総合事業によるサービス
等が適切に提供できるようケアマネジメント

事業 内容

介護予防把握事
業

収集した情報等の活用により、閉じこ
もり等の何らかの支援を要する者を把
握し、介護予防活動へつなげる

介護予防普及啓
発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う

地域介護予防活
動支援事業

住民主体の介護予防活動の育成・支
援を行う

一般介護予防事
業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の
達成状況等を検証し、一般介護予防
事業の評価を行う

地域リハビリテー
ション活動支援事
業

介護予防の取組を機能強化するため、
通所、訪問、地域ケア会議、住民主体
の通いの場等へのリハビリ専門職等
による助言等を実施

（１）介護予防・生活支援サービス事業（サービス事業） （２） 一般介護予防事業

総合事業を構成する各事業の内容及び対象者
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訪問看護、福祉用具等
※全国一律の人員基準、運営基準

介護予防給付

介護予防・生活支援サービス事業対象者要 支 援 者

総 合 事 業

要支援認定

一般介護予防事業（要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等。全ての高齢者が対象。）

一般高齢者等

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施

【参考】総合事業の概要

○ 訪問介護・通所介護以外のサービス（訪問看護、福祉用具等）は、引き続き介護予防給付によるサービス提供を継続。

○ 地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づき、総合事業（介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護

予防事業）のサービスと介護予防給付のサービス（要支援者のみ）を組み合わせる。

○ 介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定等を省略して「介護予防・生活支援サー

ビス事業対象者」とし、迅速なサービス利用を可能に（基本チェックリストで判断）。

※ 第２号被保険者は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請を行う。

介護予防・生活支援サービス事業
①訪問型・通所型サービス
②その他の生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時の対応 等）

※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準

従 来 の 要 支 援 者
基本チェックリスト※で判断

※２次予防事業対象者把
握のための基本チェックリ
ストの配布は行わない
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サービスの類型

①訪問型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。
○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保

健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。

基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス

サービス
種別

①訪問介護
②訪問型サービスＡ

（緩和した基準によるサービス）
③訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

④訪問型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

⑤訪問型サービスＤ
（移動支援）

サービス
内容

訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助等
住民主体の自主活動と
して行う生活援助等

保健師等による居宅
での相談指導等

移送前後の生活支
援

対象者と
サービス
提供の考
え方

○既にサービスを利用しているケースで、
サービスの利用の継続が必要なケース
○以下のような訪問介護員によるサービ
スが必要なケース
（例）
・認知機能の低下により日常生活に支障がある
症状・行動を伴う者
・退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービ
スが特に必要な者 等

※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利
用を促進していくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等
「多様なサービス」の利用を促進

・体力の改善に向けた
支援が必要なケース
・ADL・IADLの改善に向
けた支援が必要な
ケース

※3～6ケ月の短期間で行う 訪問型サービスＢ
に準じる

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の

最低限の基準
内容に応じた
独自の基準

サービス
提供者（例）

訪問介護員（訪問介護事業者） 主に雇用労働者 ボランティア主体
保健・医療の専門職

（市町村）

○ 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、市町村
は、サービスを類型化し、それに併せた基準や単価等を定めることが必要。そこで、地域における好事例を踏
まえ、以下のとおり、多様化するサービスの典型的な例を参考として示す。
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基準 現行の通所介護相当 多様なサービス

サービス
種別

① 通所介護
② 通所型サービスＡ

（緩和した基準によるサービス）
③ 通所型サービスＢ

（住民主体による支援）
④ 通所型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

サービス
内容

通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練

ミニデイサービス
運動・レクリエーション 等

体操、運動等の活動な
ど、自主的な通いの場

生活機能を改善するための
運動器の機能向上や栄養改
善等のプログラム

対象者と
サービス提
供の考え

方

○既にサービスを利用しており、サービスの利用の
継続が必要なケース
○「多様なサービス」の利用が難しいケース
○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うこ
とで改善・維持が見込まれるケース
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進してい
くことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多
様なサービス」の利用を促進

・ADLやIADLの改善に向けた
支援が必要なケース 等

※3～6ケ月の短期間で実施

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の

最低限の基準
内容に応じた独自の基準

サービス
提供者（例）

通所介護事業者の従事者
主に雇用労働者

＋ボランティア
ボランティア主体

保健・医療の専門職
（市町村）

②通所型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。

○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保
健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。

③その他の生活支援サービス

○ その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守り、③訪
問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービスの一
体的提供等）からなる。 20



【参考】「通所型サービスＢ」と「地域介護予防活動支援事業」の比較

事業 介護予防・生活支援サービス事業 一般介護予防事業

サービス種別
通所型サービスＢ

（住民主体による支援）
地域介護予防活動支援事業

（通いの場関係）

サービス内容

住民主体による要支援者を中心とする自主的な通
いの場づくり
・体操、運動等の活動
・趣味活動等を通じた日中の居場所づくり
・定期的な交流会、サロン
・会食等

介護予防に資する住民運営の通いの場づくり
・体操、運動等の活動
・趣味活動等を通じた日中の居場所づくり
・交流会、サロン等

対象者とサービス
提供の考え方

要支援者等
主に日常生活に支障のない者であって、通いの場
に行くことにより介護予防が見込まれるケース

実施方法 運営費補助／その他補助や助成 委託／運営費補助／その他補助や助成

市町村の負担方法
運営のための事業経費を補助
／家賃、光熱水費、年定額 等

人数等に応じて月・年ごとの包括払い
／運営のための間接経費を補助
／家賃、光熱水費、年定額 等

ケアマネジメント あり なし

利用者負担額
サービス提供主体が設定

（補助の条件で、市町村が設定することも可）
市町村が適切に設定（補助の場合は

サービス提供主体が設定することも可）

サービス提供者（例） ボランティア主体 地域住民主体

備考

※食事代などの実費は報酬の対象外（利用者負担）
※一般介護予防事業等で行うサロンと異なり、要支援者等
を中心に定期的な利用が可能な形態を想定
※通いの場には、障害者や子ども、要支援者以外の高齢者
なども加わることができる。（共生型）

※食事代などの実費は報酬の対象外（利用者負担）
※通いの場には、障害者や子どもなども加わることができる。
（共生型）
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○ 地域包括ケア実現に向けた、充実・強化の取組を地域支援事業の枠組みを活用し、市町村が推進。
○ あわせて要支援者に対するサービスの提供の方法を給付から事業へ見直し、サービスの多様化を図る。
○ これらを市町村が中心となって総合的に取り組むことで地域で高齢者を支える社会が実現。
※「医療・介護連携強化」「認知症施策の推進」「生活支援体制整備」に係る事業については、地域包括支援センター以外の実

施主体に事業を委託することも可能

平成30年度までに全市町村が地域支援事業として以下の事業に取り組めるよう、必要な財源を確保し、市
町村の取組を支援する。

地域の医療・介護関係者
による会議の開催、在宅
医療・介護関係者の研修
等を行い、在宅医療と介護
サービスを一体的に提供
する体制の構築を推進

初期集中支援チームの関与
による認知症の早期診断・早
期対応や、地域支援推進員
による相談対応等を行い、認
知症の人本人の意思が尊重
され、できる限り住み慣れた
地域のよい環境で自分らしく
暮らし続けることができる地
域の構築を推進

生活支援コーディネーター
の配置や協議体の設置等
により、担い手やサービス
の開発等を行い、高齢者
の社会参加及び生活支援
の充実を推進

市町村による在宅医療・介護連携、認知症施策など地域支援事業の充実
１１８億円（公費：２３６億円）

在宅医療・介護連携

１３億円（公費：２６億円）
認知症施策

２８億円（公費：５６億円）

地域包括支援センター等
において、多職種協働によ
る個別事例の検討等を行
い、地域のネットワーク構
築、ケアマネジメント支援、
地域課題の把握等を推進

地域ケア会議

２４億円（公費：４７億円）
生活支援の充実・強化

５４億円（公費：１０７億円）

※１ 平成30年度からの完全実施に向けて段階的に予算を拡充。（財源は、消費税の増収分を活用）
※２ 上記の地域支援事業（包括的支援事業）の負担割合は、国39％、都道府県19.5％、市町村19.5％、１号保険料22％
※３ 金額は四捨五入により、億円単位にまとめているため、合計額は一致していない。

参考
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新しい包括的支援事業（新規４事業）の「標準額」について

以下の①～④の算定式の合計額を「標準額」とし、これを基本として、各市町村の実情に応じて算定した額
とする。

※平成２９年度まで（実施の猶予期間）においては、①から④の実施する事業に係る算定式の合計額とする。
※４事業の合計額（「標準額」）の範囲内で柔軟に実施ができる
※市町村の日常生活圏域の設定状況、地域包括支援センターの整備状況及び事業の進捗等を踏まえて、必要に応

じて「標準額」を超えることも可能であり、その場合は厚生労働省に追加額を協議して定めた額まで事業を実施する
ことを可能とする。 （次項に追加協議の参考例）

■第１層 8,000千円
※指定都市の場合は、行政区の数を乗じる

■第２層 4,000千円 × 日常生活圏域の数
※日常生活圏域が一つの市町村は、第１層分のみを算定。

■基礎事業分 1,058千円

■規模連動分 3,761千円 × 地域包括支援センター数

①生活支援体制整備事業

②認知症施策推進事業

③在宅医療・介護連携推進事業

④地域ケア会議推進事業

■1,272千円 × 地域包括支援センター数

■認知症初期集中支援事業 10,266千円
※指定都市の場合は、行政区の数を乗じる

■認知症地域支援・ケア向上推進事業 6,802千円
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＜標準額を超える協議の例＞

生活支援体制整備事業

○日常生活圏域の中にサブセンターやブランチなどを設置した小圏域を設定しており、生活支援コーディネーター
や協議体を当該小圏域単位に配置

○第２層における生活支援コーディネーターに、専門職などを配置
○１つの日常生活圏域に生活支援コーディネーターや協議体を複数配置

○医療機関数・介護事業者数が多いため、資源把握にかかる調査を重点的に実施
○医療ニーズの高い要介護者が多く、在宅医療・介護連携に関する相談窓口を複数設置する必要がある

○多職種研修や普及啓発事業などについて、山間部や離島等、会場へのアクセスが難しいために、通常以上に開
催しなければならない

○通常の地域ケア会議に加え、地域包括支援センターの後方支援等を行う基幹的機能を有するセンター等が、自らの
担当地区以外の支援困難事例を検討する会議や多数の専門職が必要な会議を開催する場合

○認知症初期集中支援チームについて、市町村の規模が大きく、かつ、施策の対象となる者が多く見込まれること
が明らかな場合

○認知症地域支援推進員について、市町村の規模が大きく、かつ、地域での相談件数やサービス事業所等の数も
多い場合

認知症施策推進事業

在宅医療・介護連携推進事業

地域ケア会議推進事業
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民間
企業 ボランティアＮＰＯ

バックアップ
市町村を核とした支援体制の充実・強化（コーディネーターの配置、

協議体の設置等を通じた住民ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約等）

হ



৬

○高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、社会福祉法人、協同組合等の多様
な事業主体による重層的な生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を支援

・介護支援ボランティアポイント等を組み込んだ地域の自助・互助の好取組を全国展開

・「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置や協議体の設置などに対する支援

民間とも協働して支援体制を構築

家事援助
安否確認

食材配達

移動販売

配食＋見守り

自
治
会
単
位
の
圏
域

小
学
校
区
単
位
の
圏
域

市
町
村
単
位
の
圏
域

交流サロン

声かけ

コミュニティ
カフェ

権利擁護

外出支援

生活支援・介護予防サービスの提供イメージ

協同
組合

多様な主体による生活支援・介護予防サービスの重層的な提供

社会福祉
法人

介護者支援

等
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生活支援・介護予防の体制整備におけるコーディネーター・協議体の役割

（２）協議体の設置 ⇒多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進

（１）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置 ⇒多様な主体による多様な取組のコーディネート
機能を担い、一体的な活動を推進。コーディネート機能は、以下のＡ～Ｃの機能があるが、当面ＡとＢの機能を
中心に充実。

エリアとしては、第１層の市町村区域、第２層の日常生活圏域（中学校区域等）があり、平成26年度は第１層、
平成29年度までの間に第２層の充実を目指す。
① 第１層 市町村区域で、主に資源開発（不足するサービスや担い手の創出・養成、活動する場の確保）中心
② 第２層 日常生活圏域（中学校区域等）で、第１層の機能の下で具体的な活動を展開

※ コーディネート機能には、第３層として、個々の生活支援・介護予防サービスの事業主体で、利用者と提供者をマッチング
する機能があるが、これは本事業の対象外

（Ａ）資 源 開 発 （Ｂ）ネットワーク構築

生
活
支
援
・
介
護
予
防
の
基
盤
整
備
に
向
け
た
取
組

○ 地域に不足するサービスの創出
○ サービスの担い手の養成
○ 元気な高齢者などが担い手として活動す
る場の確保 など

○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制づくり
など

民間企業 ボランティアＮＰＯ 協同組合 社会福祉法人

生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例

※１ これらの取組については、平成２６年度予算においても先行的に取り組めるよう５億円を計上。
※２ コーディネーターの職種や配置場所については、一律には限定せず、地域の実情に応じて多様な主体が活用でき

る仕組みとする予定であるが、市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要

等

（Ｃ）ニーズと取組のマッチング

○ 地域の支援ニーズとサービス提供主体の
活動をマッチング
など
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○市町村全域において実施する必要はなく、地域を限定してモデル的に取り組むことも可能。

○当初はコーディネーターや協議体が配置、設置されていなくとも、活用が可能。

○協議体の機能を有するような既存の会議等も積極的に活用しつつ、最低限必要なメンバーで協議体を立ち上
げ、徐々にメンバーを増やしていくなどといった方法も有効。

○協議体の設置に向けた生活支援・介護予防サービスの充実に関する研究会等の立ち上げや開催に係る経費

研究会等出席に係る謝金（報償費）、開催調整に係る旅費、資料印刷費（印刷製本費）、会場借上料（使用料及び賃借料） 等

○研究会や協議体等が中心となって実施する地域資源の実態調査等の情報収集に係る経費

調査様式印刷費（印刷製本費）、調査様式郵送料（通信運搬費）、調査に係る委託料 等

○生活支援・介護予防サービスに係るボランティア等の担い手に対する研修等実施に係る経費

研修の講師謝金（報償費）、研修調整に係る旅費、資料印刷費（印刷製本費）、会場借上料（使用料及び賃借料） 等

○コーディネーターの配置及び活動に係る経費や協議体の開催に係る経費

前提

生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業の活用例（案）

活用例
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生活支援・介護予防サービスの分類と活用例

サービスの分類 サービス事業 一般介護予防 任意事業 市町村実施 民間市場
地域の

助け合い
備 考

①介護者支援

②家事援助

③交流サロン

④外出支援

⑤配食＋見守り
サービス事業
では、民間市
場で提供され
ないサービス
を提供⑥見守り・安否

確認

総合事業の対象外であり、任意事業、市町村の独自事業での実施を想定。
介護者の集い、介護教室等。

要介護者の生活支援は任意事業で実施可能。

一般財源化された軽度生活支援は市町村独自で実施
可能。

訪問型サービス
で実施。NPO・ボ

ランティアを主に
活用

要支援者を中心に定期的な利用が可能な形態は総合事業の通所型サービス、その他の地域住民の通いの場は一般
介護予防事業を主に想定。住民、ボランティア等を中心に実施。

訪問型サービスD
で実施。担い手は
NPO、ボランティア

左記以外は、市町村・民間事業者が独自に実施

その他の生活支
援サービスを活用
可。担い手はNPO、
民間事業者等

左記以外は、地域の地縁組織・民間事業者等による緩やかな見守り

左記以外は、任意事業又は市町村・民間事業者が独自に実施

※ 上表中、地縁組織は地区社会福祉協議会、自治会、町内会、地域協議会等を意味する。

その他の生活支
援サービスを活用。
担い手は住民、ボ
ランティア等
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「コーディネーター」及び「協議体」設置・運営に係るフロー（例）

「コーディネーター」と「協議体」の設置の手法については、地域の状況によって様々であると考えられるが、一例として、市町村
が各地域（日常生活圏域・第２層）において協議体を立ち上げ、協議体のメンバーの中から第２層のコーディネーターを選出する
事例を想定し、大まかな流れを示す。。

市町村 協議体 コーディネーター

○生活支援サービスの充実に関する研究会の立
ち上げ

○ニーズと地域資源の把握

○市町村の方針の決定

※研究会の立ち上げは早期に行う。
事業計画策定委員会等の活用も考えられる。

○各地域（日常生活圏域等）に協議体を設置

※コーディネーターの適任者がいる場合、協議体とコーディ
ネーターを同時に設置・選出することも考えられる。
※以後、適宜、協議体・コーディネーターを支援

○コーディネーターの選出

※コーディネーターが選出されたら、協議体・コーディネーターが中心に実施。
※コーディネーターは、都道府県が実施するコーディネーター向け研修を受講することが望ましい。

○協議体の活動開始（初期は情報収集等から開始）

・ニーズや地域資源の情報共有、連携の強化
・既存のサービス、集いの場等の活用
・開発が必要なサービスの議論

○コーディネーターと協議体の連携による生活支援の担い手の養成やサービスの開発

※ 地域で適切な者がいる場合には、コーディネーターの配置を先に行うこともあり。※ 地域で適切な者がいる場合には、コーディネーターの配置を先に行うこともあり。 29



①地域包括支援センター型
【佐々町地域包括支援センター（長崎県佐々町）の取組事例】

地域包括支援センターの３職種（保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員）が中核となって設置した事例

②住民・行政等協働型
【神奈川県平塚市（町内福祉村事業）の取組事例】

行政が仕組みづくり（制度化）を実施し、住民と協働して設置した事例

③社会福祉協議会型
【伊賀市社会福祉協議会（三重県伊賀市）の取組事例】

社会福祉協議会が中核となり、市町村と協働して設置した事例

④ＮＰＯ型
【ＮＰＯ法人ふらっとステーション・ドリーム（神奈川県横浜市）の取組事例】

【ＮＰＯ法人介護者サポートネットワークセンターアラジン（東京都杉並区）の取組事例】

テーマ型の活動を行うＮＰＯが中核となり、市町村と協働して設置した事例

⑤中間支援組織型
【ＮＰＯ法人コミュニティ・サポートセンター神戸（兵庫県神戸市）の取組事例】

自らが事業を実施せず、事業を行うＮＰＯを側面から支援するＮＰＯのような組織のはたらきかけ等により設置した
事例

コーディネーター及び協議体設置に係る参考事例
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参考資料
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○地域における助け合いや生活支援・介護予防サービスの提供実績がある者、または中間支援を行う団体等であって、地域で
コーディネート機能を適切に担うことができる者。

○特定の資格要件は定めず、市民活動への理解があり、多様な理念をもつ地域のサービス提供主体と連絡調整できる立場の
者であって、国や都道府県が実施する研修を修了した者が望ましい。

○コーディネーターが属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点、公平中立な視点を有することが適
当。

市町村が定める活動区域ごとに、関係者のネットワークや既存の取組・組織等も活用しながら、資源開発、関係者のネットワー
ク化、地域の支援ニーズとサービス提供主体のマッチング等のコーディネート業務を実施することにより、地域における生活支
援・介護予防サービスの提供体制の整備に向けた取組を推進する。

設置目的

常勤・非常勤やボランティアなどの雇用形態については問わず、また、職種、人数、配置場所、勤務形態等は一律には限定せ
ず、地域の実情に応じた多様な配置が可能であるが、市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要。

配置

資格・要件

○生活支援の担い手の養成、サービスの開発等の資源開発・・・・・第１層、第２層
○サービス提供主体等の関係者のネットワーク構築・・・・・・・・・・・・第１層、第２層
○地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング ・・・第２層

役割

コーディネーターの目的・役割等について
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問６ 地域包括支援センターに、コーディネーターを配置する場合は、現在の地域包括支援センターの職員のほかに配置する必
要があるのか。業務に支障が無い場合は兼務しても差し支えないか。

「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A（９月３０日版）・抜粋

39

第３ 生活支援・介護予防サービスの充実

（答）

１ コーディネーターについては、ガイドライン案では

・「職種や配置場所については、一律には限定せず、地域の実情に応じて多様な主体が活用できる仕組みとする予定であるが、
市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要」

・「地域における助け合いや生活支援サービスの提供実績のある者、または中間支援を行う団体等であって、地域でコーディート
機能を適切に担うことができる者」

などとしているところ。

既存の職員が兼務をすることを否定するものではないが、地域包括支援センターの職員の業務量等現状も踏まえれば、基本
的には地域の人材をコーディネーターとして新たに配置することを想定している。

２ なお、新たに配置するコーディネーターの職種や配置場所については、地域の実情に応じて柔軟に設定していただければ良
いと考えているが、生活支援の担い手の養成、サービスの開発等を行うコーディネーターの役割を効果的に果たすことができる
職種や配置場所を、市町村が中心となって、例えば、協議体とも連携しつつ、幅広く検討していただきたいと考えている。

問７ コーディネーターを、市町村の職員が兼務して実施することは可能か。

（答）

１ 全問の回答で記載したとおり、基本的には地域の人材をコーディネーターとして新たに配置することを想定しており、既存の
市町村の職員が兼務をすることは想定していない。

コーディネーターの配置について



問４ 平成26年９月30日版Q&A(P22 問７)では、市町村の職員がコーディネーターになることは想定していない旨の記述があった
が、先進事例として紹介されている平塚市の福祉村では、市職員が第１層（市町村区域）のコーディネーターの役割を担って
いるとある。Q&Aの「想定していない」とはコーディネーターとなることができないということか。

「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A（１月９日版）・抜粋
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第３ 生活支援・介護予防サービスの充実

（答）

１ コーディネーターについては、ガイドライン案では

・ 「職種や配置場所については、一律には限定せず、地域の実情に応じて多様な主体が活用できる仕組みとする予定であるが、
市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要」

・ 「地域における助け合いや生活支援サービスの提供実績のある者、または中間支援を行う団体等であって、地域でコーディ
ネート機能を適切に担うことができる者」

などとしているところ。

２ このように基本的には地域の人材をコーディネーターとして新たに配置することを想定しているところ、新たに人員を配置する
ことに対しての財政支援を想定し、平成26年度から予算を確保してきており、そのような観点から平成26年９月30日付けのQ＆A
では既存の市町村の職員が兼務をすることは想定していないと回答した。コーディネーターとして市町村職員を配置することに
ついて全て否定するものではなく、コーディネーターの役割が十分に果たせる者の任命について、市町村は、協議体とも連携し
つつ、十分に検討していただきたいと考えている。

コーディネーターの配置について



問３ コーディネーターは、生活困窮者対策の相談支援員、主任相談支援員や、社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワー
カー（地域福祉コーディネーター）のような他職種と兼務することは差し支えないか。また、兼務が可能であった場合、それぞれ
の職種について、別々の財源を充当することは可能か。

「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A（９月３０日版）・抜粋
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第３ 生活支援・介護予防サービスの充実

（答）

１ 生活支援の担い手の養成、サービスの開発等を行うコーディネーターについては、生活困窮者対策の相談支援員、主任相

談支援員や、社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカー（地域福祉コーディネーター）等とも連携し、地域のネットワー

クを活かして、取り組んでいただきたいと考えているが、経験や実績のある人材の確保・活用の観点や小規模な自治体など自

治体の状況に応じた取組の推進の観点から、必要に応じて他職種と兼務することも可能である。

２ 両者を兼務した場合に、その人件費にそれぞれの補助金・負担金を財源として充当することは差し支えないが、それぞれの

補助目的にそった支出が求められることとなるため、業務量等により按分し、区分経理を行えるようにすることが必要だと考え

る。

コーディネーターの配置について



○行政機関（市町村、地域包括支援センター等）
○コーディネーター

○地域の関係者（ＮＰＯ、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、民間企業、ボランティア団体、介護サービス事
業者、シルバー人材センター等）
※この他にも地域の実情に応じて適宜参画者を募ることが望ましい。

生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、多様なサービス提供主体の参画が求められることから、市町村が主体と
なって、「定期的な情報の共有・連携強化の場」として設置することにより、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源
開発等を推進する。

設置目的

設置主体は市町村であり、第１層のコーディネーターが協力して地域の関係者のネットワーク化を図り、設置する。

※地域の実情に応じた様々なネットワーク化の手法が考えられるため、既に類似の目的を持ったネットワーク会議等が開催さ
れている場合は、その枠組みを活用することも可能。
※特定の事業者の活動の枠組みを超えた協議が行われることが重要。

設置主体

構成団体等

○コーディネーターの組織的な補完
○地域ニーズの把握、情報の見える化の推進（アンケート調査やマッピング等の実施）
○企画、立案、方針策定を行う場
○地域づくりにおける意識の統一を図る場
○情報交換の場、働きかけの場

役割

協議体の目的・役割等について
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問４ 協議体の設置を推進するとのことだが、どのようなメンバーに声がけをすれば良いか。民間企業にも積極的に参
加してもらうのか。

「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A（１１月１０日版）・抜粋
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第３ 生活支援・介護予防サービスの充実

（答）

１ 協議体については、ガイドライン案・３「（３）協議体の目的・役割等」「④協議体の構成団体等」にもお示ししているとおり、市町
村、地域包括支援センター等の行政機関、生活支援コーディネーターのほか、ＮＰＯ、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組
織、協同組合、民間企業、ボランティア団体、介護サービス事業者、シルバー人材センター等の地域の関係者で構成されること
を想定しており、この他にも地域の実情に応じて適宜参加者を募ることが望ましいと考えている。

２ また、生活支援体制整備事業は、市町村の生活支援・介護予防サービスの体制整備を目的としており、ガイドライン案・２にも
お示ししているとおり、介護保険制度でのサービスのみならず、市町村実施事業や民間市場、あるいは地域の支え合いで行わ
れているサービスを含めて市町村内の資源を把握し、保険外のサービスの活用を促進しつつ、互助を基本とした生活支援・介
護予防サービスが創出されるような取組を積極的に進める必要がある。

したがって、配食事業者、移動販売事業者等、地域の高齢者の生活を支える上で必要不可欠な民間企業にも地域の実情に応じ
て参画いただくことを想定している。

（参考）

総合事業のケアマネジメントでは、ケアマネジメントのプロセスを評価することとしており、ケアマネジメントの結果、保険外の民間企業のサービスのみの利用となり、その後
のモニタリング等を行わない場合についても、アセスメント等のプロセスに対し、ケマネジメント開始月分のみ、事業によるケアマネジメント費が支払われる。

３ いずれにしても、地域の資源開発や多様な主体のネットワーク化等を図るため、協議体の設置を早期に行うことが重要であ
り、例えば、まず、協議体の機能を有するような既存の会議等も積極的に活用しつつ、最低限必要なメンバーで協議体を立ち上
げ、徐々にメンバーを増やしていくなどといった方法も有効であると考えている。

協議体の配置について



問 地域ケア会議と協議体との連携についての記載があるが、どのような関係なのか。構成メンバーは共通するものではないか。

「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A（９月３０日版）・抜粋
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第３ 生活支援・介護予防サービスの充実

１ 地域ケア会議については、多職種による個別事例の検討を通じ、高齢者の自立に資するケアプランにつなげていくとともに、
個別事例の検討を積み重ねることで、地域課題を発見し、新たな資源開発などにつなげていくもの。

このように地域ケア会議については、地域資源の把握・開発という側面で協議体の取組をサポートするものであることから、ガ
イドライン案でお示ししているとおり、「生活支援・介護予防サービスの充実を図っていく上で、コーディネーターや協議体の仕組
みと連携しながら、積極的に活用を図っていくことが望ましい」と考えており、例えば、地域ケア会議にコーディネーターが参加す
るなど地域の実情に応じた連携した取組を進めていただきたいと考えている。（なお、ガイドライン案において地域ケア会議によ
るサービス開発の事例も紹介している。）

２ 地域ケア会議は、個別事例の検討を通じて医療関係職種などを含めた多職種協働によるケアマネジメント支援を行うこと
が基本である一方、協議体は、多様なサービス提供主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することとして
いる。このように性格等は異なるが、協議体の構成メンバーは、地域ケア会議のうち、地域包括支援ネットワークを支える職種・
機関の代表者レベルが集まり、地域づくり・資源開発、政策の形成の観点から議論する市町村レベルの会議と一般的には一部
重複することも想定されるので、例えば、小規模な自治体では両者を連続した時間で開催する等効率的な運営を図っていただき
たい。この場合も、コーディネーターの補完や地域ニーズの把握等の協議体に期待される役割を全うできるメンバーを選定いた
だきたい。

地域ケア会議と協議体の関係



（１）コーディネーターの確保に向けた考え方

○ 市町村におけるコーディネーターの確保にあたっては、全国的な活動水準の確保や計画的な育成の必要性を踏ま
え、国において、研修カリキュラム・テキストの開発や広域的な範囲での養成研修の実施等を通じて、市町村等の
取組を支援する。

○ コーディネーターは、養成研修を受講した者が望ましいが、必ずしも研修受講を要件とするものではなく、コー
ディネーター就任後に養成研修を受講することも可能とする。

（２）コーディネーターの養成イメージ

＜①．各主体の役割＞

○ 国：研修カリキュラム・テキストの開発、中央研修の実施・運営

○ 都道府県：中央研修の受講者の推薦、都道府県単位の研修を実施

○ 市町村：都道府県研修の受講者の推薦、研修受講者を活用したコーディネーターの配置

＜②．研修体系＞

○ 中央研修（平成２６～２７年度）：全国から受講者（都道府県からの推薦）を集め、都道府県研修における講師

を養成するための研修を実施

○ 都道府県研修（平成２７～２９年度）：主に中央研修受講者が講師となり、各都道府県において地域医療介護総

合確保基金を活用してコーディネーター養成のための研修を実施

＜③．研修の受講要件＞

○ 地域のニーズを踏まえたボランティア養成、サロンの立ち上げ等地域資源開発の実績がある者が望ましい。

○ 既に地域でコーディネート業務を担っている者が受講することを想定し、資格要件等は設けない。

コーディネーターの養成について（イメージ）
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介護予防・日常生活支援総合事業への移行のためのポイント解説

地域支援事業の新しい総合事業の市町村による円滑な実施に向けた調査研究事業
（概要版）

平成26年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業）
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１．基本コンセプト：「地域づくり」としての総合事業

2025年に向けた地域包括ケアシステム構築の必要性と総合事業

◎2025年に向けて医療・介護・予防・住まい・生活支援の一体的な提供の仕組みづくりが必要
重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続するための仕組みとしての地域包括ケアシステムの構築に向

けては、医療や介護サービスの強化が必要なのは当然だが、調理、買い物、掃除などの生活支援の確保や、介護予防をいかにして

効果的なものにしていくかも大きな課題。

各自治体では、地域包括ケアシステムの構築に向けて、平成27年度から主に４つの事業が展開される。「介護予防・日常生活支援総

合事業（以下、総合事業）」、「生活支援体制整備事業（以下、整備事業）」、「在宅医療・介護連携推進事業」、「認知症総合支援事業」

である。これら中でも特に、生活支援や介護予防に大きく関係するのは、要支援に相当する比較的軽度の高齢者を対象とした総合事

業と、地域全体の生活支援体制の強化を目指す整備事業である。

Ⅰ なぜ総合事業への移行が必要なのか？

◎総合事業の背景：ニーズの増大と担い手の減少
要介護リスクが高くなってくる後期高齢者（75歳以上）人口は、

今後2025年に向けて増加し続ける一方で、生産年齢（15-64

歳）人口は継続的に減少し、そのギャップは拡大しつづける。

単身世帯・高齢者のみ世帯の増加により生活支援ニーズは、

人口の増加以上に、急速に高まってくることが予想される。

他方、在宅介護のニーズが増加する中で、それを支える専

門職数の増加は、要介護度者の増加に対応できるほどは期

待できない。

増加するニーズへの対応と生産年齢人口の減少という、二

つの困難な条件のもとに進められなければならないことを意

味している。
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新たな担い手が生活支援を提供

要支援者のニーズの大半は専門職でなくても提供可能な生活支
援であり、これらを高齢者や民間事業者を含む多様な主体が提
供することで、地域全体の担い手を拡大し、支援体制を強化する
ことが可能。

高齢者も新たな担い手として期待される

前期高齢者の認定率は1割未満であり、地域活動を希望する高
齢者等をうまくマッチングすることで、増大する生活支援ニーズ
に対応することが可能。

１．基本コンセプト：「地域づくり」としての総合事業 ～総合事業の狙い

Ⅰ なぜ総合事業への移行が必要なのか？

①新たな担い手確保による支援・サービス量の拡大

②総合事業で変わる専門職の役割

③時間をかけた住民主体の「地域づくり」のプロセス

④中重度者を支えるための前提

「サービスづくり」ではなく「地域づくり」

専門職以外の地域の多様な主体で地域の「支える仕組み」をつ
くることが総合事業の本質という点から、総合事業は「サービス
づくり」ではなく、多様な主体による「地域づくり」であり、従来とは
発想の転換が不可欠。

「お互いさま」の気持を具体化

一般住民の自発的な取組を中心に「お互いさま」の気持を地域
の中で具体的な仕組みにしていくという点で「地域づくり」そのも
のといえる。

「一対一」の関係から「一対多」の関係へ

体操教室の立ち上げ支援など、専門職の役割が利用者への直接
的なサービス提供だけでなく、住民主体の取組に対する側面的な
支援に広がることで、専門職の活躍の場は、これまで以上に地域
全体に展開する。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域リハビリテーション活動支援事業は、こうした専門職を施設等
から派遣した際の人件費補てん等を行うこともでき、専門職の技術
や知識を、より地域全体に展開することが可能に。

生活支援の担い手の多様化で介護人材は身体介護へ

生活支援の担い手が拡大することで既存の介護人材はより重度の
利用者へのサービス提供にシフト可能。

在宅医療介護連携と認知症施策の充実に向けた前提

「在宅医療介護連携推進事業」「認知症総合支援事業」をより実効
性の高い取組とする上で、「総合事業」「整備事業」は不可欠な前提
条件といえる。
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資料）「平成24年度介護予防事業及び介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）の実施状況に関する調査」に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社が作成

※二次予防事業対象者：要介護認定更新非該当による対象者（0.1％）、前年度からの継続者（1.2％）を除く

介護予防事業費の約3割をかけて対象者を把握するも、参加率は高齢者人口の0.7％（数値目標5％）

２．介護予防のコンセプトの転換：「地域づくり」の中の介護予防

高齢者人口【100％】 約3,095万人

基本チェックリスト配布者【48.6％】 約1,505万人

基本チェックリスト回答者【31.7％】 約980万人

二次予防事業対象者※【8.3％】 約257万人

二次予防事業参加者 【0.7％】 約23万人

【二次予防事業の対象者把握事業】

介護予防事業費約440億円の約３割
約150億円支出

平成18年度の介護予防に関する考え方・方法の大幅な見直し

◎費用対効果が低い
リスク層の予防を目的とした二次予防事業は、対象者の把握に介護予防事業費の約３割を投入するも、参加率は高齢者人口の0.7％にとどまるな
ど費用対効果の低い事業となった。

◎虚弱高齢者の把握が不十分
基本チェックリストの未回収・未回答者の状況把握にまで手が回らなかった。

◎事業参加率の低迷
サービスが筋力トレーニングなどに偏り、取組に関心を持てない高齢者の参加を促すことができなかった。

◎高齢者の主体性を尊重する通いの場の創出が不十分
年齢や心身の状況等によらず、地域の住民が一緒に参加することのできる通いの場を創出する取組が不十分であった。

Ⅰ なぜ総合事業への移行が必要なのか？
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介護予防アプローチの転換

新しい総合事業では、「高齢者本人の参加意欲を基本に、
地域生活の中で活動性を継続的に高める取組」を進める
方向に転換。
基本チェックリストで選ばれた対象者に専門職がサービス
提供する「個別アプローチ」から、地域住民の自発的な健
康づくりを側面的に支援するアプローチへ転換。

生活の活発化で心身機能の維持

支援の内容に合わせて、一次予防、二次予防、予防給付
と高齢者が動く仕組みから、高齢者の状態にあわせて支
援の内容を柔軟に変化させる仕組みへの転換。

地域の人のつながりの中で推進することがポイント

住民が自ら参加したいと思えるような動機づけにより、地
域の仲間と一緒に取り組むような仕掛けづくりがポイント。
住民主体の取組は結果的に地域の見守りネットワークとし
て機能することも期待できる。

「地域づくり」の中に介護予防を位置付ける方向へ

新しい総合事業における介護予防は、「高齢者本人の参加意欲を基本に、地域生活の中で活動性を継続的に高める取組」を進める方向に

舵が切られ、地域における住民主体の自発的な健康づくりを側面的に支援するアプローチへと大きく転換。

地域に介護予防を位置付け継続性を重視 介護予防・生活支援・社会参加の融合

２．介護予防のコンセプトの転換：「地域づくり」の中の介護予防

Ⅰ なぜ総合事業への移行が必要なのか？

結果的に介護予防になるという考え方

介護予防、生活支援、社会参加をこれまで以上に融合させることが重要。
たとえば、一人暮らし高齢者のごみ出しを、近所の高齢者が手伝う（生活
支援）ことによって、地域社会への参加（社会参加）を通じて、手伝っている
本人の生活意欲を高め、結果的に「介護予防」になるといった考え方。
「支える側・支えられる側」という垣根を可能な限り取り払い、「担い手とな
ること＝結果的に予防になる」という考え方が中心となる。
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高齢者の状態の変化に支援を合わせる体制づくり

２．介護予防のコンセプトの転換：「地域づくり」の中の介護予防

Ⅰ なぜ総合事業への移行が必要なのか？
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３．住民主体の「地域づくり」の方法

「地域介護予防活動支援事業」が中核

従来の一次予防事業は、意識啓発等の「介護予防普及啓

発事業」が中心であったが、総合事業では、地域における

住民の主体的な取組の育成・支援を行う「地域介護予防活

動支援事業」が中心的な事業となる。

また、「通いの場」など現行の一次予防事業の類似の事業

については、週に１回の活動を複数回に増やす、予防的な

要素を組み込むなど、助成の交付も含め、目的にあった取

組に強化・改善することが求められる。

要支援者中心のサービスに発展させ通所型Bを整備

一般介護予防事業の利用者は全ての高齢者を対象として

いるが、初期の段階では元気高齢者の利用が多いと考えら

れる。要支援者相当の利用者が増えていく過程で、通所型

Ｂ（住民主体の支援）への発展的な移行も考えられる。

通所型Ｂから訪問型Ｂへの発展の可能性も

訪問型Bは、生活支援を住民主体で行うものであり、信頼関
係やなじみの関係が重要な前提となる。通所型B（住民主
体）の継続的な運営により住民間のなじみの関係が構築さ

れると、簡単なゴミ出しや買い物支援などを提供する訪問型

Bに発展することが期待される。

【一次予防事業 → 一般介護予防事業 → 通所型B（住民主体） → 訪問型B（住民主体）】

※留意点

例示は、あくまで典型的な支援やサービスのイメージを示すもので、各地域における

生活支援体制は、地域の状況を踏まえて創意工夫のもとに開発されるものであり、そ

の姿は、地域毎に異なるものとなることが予想される。

また、示しているもの以外の発展パターンをとることも充分に考えられる。

Ⅱ 総合事業における「地域づくり」とは何か？
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現行の介護予防訪問介護は、みなしサービスへ

現行の介護予防訪問介護は、経過期間において、その大半が、

スライドする形で「みなしサービス」に移行し、従来どおりのサー

ビスを提供することが想定される。

訪問型Ａの整備により、新しい担い手を確保できる可能性

「訪問型A」のポイントは、ホームヘルパーに加えて、新たに高齢
者等が担い手となる点である。提供するサービスについては、典型

的には、身体介護を含まず、生活援助だけを担うことが想定され、

その中では、高齢者等の新たな担い手が活躍することが可能とな

り、地域の中でより多くの人材を確保することができると考えられる。

利用者・事業者・市町村のメリット

【利用者】

高齢者等の新たな担い手による提供に見合った単価の設定により、

利用者はサービス内容に見合った費用負担となる。

【事業者】

ホームヘルパーが身体介護に重点化することで、より単価の高い

サービス提供が可能となる。また、指定基準が緩和された訪問型A
により、ニーズの増加が見込まれる生活支援の提供を拡大できる。

【市町村】

利用者の状況に応じた多様なサービスを提供できることで、費用

の効率化が図られる。

４．新たなサービスの担い手を確保するための方策

【訪問介護員によるサービス提供 → 訪問介護員＋新たな担い手による提供】

Ⅱ 総合事業における「地域づくり」とは何か？
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現行の二次予防事業の効果検証の上、取組強化

専門職が短期集中で利用者に関与し、状態改善を図

る「サービス」。最長半年程度を目途に「卒業」が前提

であり、現行の二次予防事業を移行の場合は、効果

検証の上、事業内容を強化。

アセスメントに基づき、通所と訪問をセットで提供

単なる機能回復訓練ではなく、具体的な生活の困りご

とを解消することを目指すもの。利用者宅を訪問し、

生活をアセスメントした上で、個別性のある通所プロ

グラムを提供することが期待されており、訪問型C・通
所型Cを組み合わせた上での活用が強く勧められる。

卒業後の受け皿づくりも並行して進める

C類型を検討する際は、卒業後の受け皿として、住民
主体の通いの場や各種サービス・支援の整備・開発も

並行して進めることが重要。また、専門職の参画を得

て行う事業であることから、単に量的な拡大を図るの

ではなく、その後のフォローもあわせて効果を検証な

がら、量的なコントロールを行うことが必要。

５．短期集中型サービスは訪問・通所をセットで考える

【二次予防事業 → 内容強化＋通所・訪問をセットで提供＋受け皿づくり →訪問型・通所型C】

Ⅱ 総合事業における「地域づくり」とは何か？
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６．総合事業・整備事業への移行 ①総合事業における移行とその後のプロセス

「移行」に必要なことは？

◎支援の提供：既存体制からの最小限の移行

一般介護予防事業の通いの場の充実を図りつつ、

既存の介護予防訪問介護・通所介護をみなし指定の

事業所として、総合事業の中で活用することで移行

が可能。

厚労省がガイドライン案で示す現行相当、サービスA
～D等のサービス類型は例示であり、移行当初に当
該サービスが全てそろっている必要はない。

◎資源の開発：協議体の設置が最優先

総合事業の中核は「自立支援に資する新しい住民の

支え合いの仕組みづくり」である。この仕組みづくりに

は移行後に一定の時間を要することから、まずは移

行に向けて協議体を早期に設置することが最優先と

なる。

この時点で新しいサービスが創設されている必要は

ない。

＜移行のおおよそのプロセスイメージ＞

Ⅲ 総合事業に向けて準備すべきことは何か？
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「生活支援体制整備事業 （地域資源の開発）」と
「総合事業 （支援の提供）」は、分けて考える

「総合事業に資するサービスを開発するのが生活支援体制整備

事業」ではなく、「（既存サービスに加え）生活支援体制整備事業

で開発された支援・サービスの中で、総合事業に適合する支援を

組み込む」と考えるべき。

【地域資源の開発】

◎既存の地域資源の整理・確認
他部署等の住民主体の取組（健康づくり・生涯学習等）、市町

村以外の活動（民間企業やNPO・ボランティア団体等）も含め
た幅広い既存事業を把握・整理することが重要。例えば、地

域包括支援センターが作成した資源マップなど既存で整理さ

れたものを活用する視点も求められる。

◎地域に不足している資源の特定と開発
既存の地域資源では対応できていない生活支援ニーズを特

定し、協議体を活用し、時間をかけて資源開発していくことが

重要。

【支援の提供】

◎総合事業に移行する事業を選定
①事業費を充てる必要性、②総合事業のコンセプトとの整合

性、の観点から優先順位を付けて選定。

＜「地域資源の開発」と「支援の提供」＞

※地域資源のすべてを総合事業に取り込む必要はない

※総合事業に組み込む支援・サービスの選定は、【資源の開発】と同時並行で

進める。【資源の開発】は多大な時間がかかるため、創設された支援・サー

ビスから総合事業に組み込むかどうかの検討を行って行くのが妥当

６．総合事業・整備事業への移行 ②「資源の開発」と「支援・サービスの提供」に分けて考える

Ⅲ 総合事業に向けて準備すべきことは何か？
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６．総合事業・整備事業への移行 ～資源の開発に向けて自治体が取り組むべき方向性

地域資源の整理、既存事業の現状把握

総合事業実施に向けた検討体制を早期に構築するため、

まず、協議体の設置に向けて取り組むことが必要。

地域包括支援センターの職員の理解を得つつ、これま

でセンターが作成した資源マップ等の情報の蓄積を活

用し、できる限り既存の地域資源を整理。

庁内の健康づくり、生涯学習、市民協働、まちづくりと

いった担当課にも説明し、民間企業やNPO・ボランティ
ア団体等の事業も徐々に整理していく。その中で、地域

とのつながりがあり人材の発掘や育成に適任の人材が

いれば、生活支援コーディネーター候補として検討する

ことも考えられる。

従前の予防給付や介護予防事業の費用・サービス提供

内容等の状況を把握。その際には、事業費の上限は原

則の上限のほかに、選択可能な計算式、移行期間中の

１０％の特例等が設けられていること等を踏まえ、費用

見込みを大まかにたて、移行時期や移行後の事業内容

の検討も行う

ケアプランの分析等を通じ現在のサービス提供内容の

分析を行い、協議体での今後の総合事業の事業展開の

検討の材料としていくことも有効。

地域資源の整理、既存事業の現状把握

総合事業実施に向けた検討体制を早期に構築するため、

まず、協議体の設置に向けて取り組むことが必要。

地域包括支援センターの職員の理解を得つつ、これま

でセンターが作成した資源マップ等の情報の蓄積を活

用し、できる限り既存の地域資源を整理。

庁内の健康づくり、生涯学習、市民協働、まちづくりと

いった担当課にも説明し、民間企業やNPO・ボランティ
ア団体等の事業も徐々に整理していく。その中で、地域

とのつながりがあり人材の発掘や育成に適任の人材が

いれば、生活支援コーディネーター候補として検討する

ことも考えられる。

従前の予防給付や介護予防事業の費用・サービス提供

内容等の状況を把握。その際には、事業費の上限は原

則の上限のほかに、選択可能な計算式、移行期間中の

１０％の特例等が設けられていること等を踏まえ、費用

見込みを大まかにたて、移行時期や移行後の事業内容

の検討も行う

ケアプランの分析等を通じ現在のサービス提供内容の

分析を行い、協議体での今後の総合事業の事業展開の

検討の材料としていくことも有効。

ー 情報の収集・整理 ー ー 関係機関・団体への働きかけ ー

中学校区域での住民主体の支援体制づくり

地域で活動する住民等とコミュニケーションをとりながら、

より具体的な地域ニーズの把握や、担い手候補の発

掘・育成、担い手同士の交流などを図る場をつくる

【メンバー】地域住民の顔を知り、実際に地域で住民主

体の活動をしている人など
⇒この支援体制を、第２層協議体に発展させていく。

関係機関との市町村の方針共有

生活支援サービスに関係する機関・団体等が参画する

研究会を立ち上げ、左記の現状把握で得られた情報を

伝達し、市町村から地域資源開発に向けた基本的な方

針を提示し共有する。

既存会議等も活用し、最低限必要なメンバーで協議体

を早期に立ち上げ、徐々にメンバーを増やす形式も可

【メンバー】市町村、地域包括支援センター、社会福祉協

議会、自治体の代表者などに加え、市内全体を営業範

囲とする民間企業など
⇒研究会から市町村区域での協議体（第１層）に発展させること

も考えられる

第２層協議体は早期の立ち上げが重要
早期に各地域の特性を把握し、地域に積極的に足を
運んで住民等との関係づくりを進める必要があるた
め、第２層協議体の早期立ち上げが重要。
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Ⅲ 総合事業に向けて準備すべきことは何か？
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６．総合事業・整備事業への移行 【参考】寒河江市の資源マップづくりの例

Ⅲ 総合事業に向けて準備すべきことは何か？

市福祉サービス
（地域支援事業含む）

介護保険
サービス

社会福祉
協議会

介護事業所 ＮＰＯ法人
シルバー
人材
センター

農業
協同
組合

生活
協同
組合

地縁
団体
等

日
常
的
な
家
事

買物、掃
除、調
理、布団
干しなど

事業名：生活支援ホームヘルパー派遣
　内容：日常の家事支援

　料金：1時間200円1回2時間迄、週2回迄

　要件等：一人暮らし、高齢夫婦世帯

訪問介護事業所

（８事業所）

訪問介護事業所 Ａ事業所介護保険外自費

サービス
　1時間2000円

Ｂ介護事業所家事代行

サービス
　1時間2625円～（スポット

サービス）

Ｃ介護事業所支援

　1時間1500円

Ａ事業所有償ボランティ
アサービス

　1時間950円

家事支援
  掃除1時間791円

～

　調理1時間904円

～

訪問介護事

業所

食材宅配

サービス

①生協くらし

のたすけあ

い（家事支

援　1時間

650円）

②食材宅配

サービス

③弁当宅配

○Ａ社（家事支援　1時間2100円～　）

○Ｂ社(弁当・食品配達）

○Ｃ社（弁当・食材宅配）

○Ｄ社（弁当宅配）（山形市）

○Ｅ社（弁当宅配）　（山形市）

○Ｆ社（冷凍弁当宅配）　（河北町）

○Ｇ社（冷凍弁当配達）

○食材宅配Ｈ店内で買い物をしたものを送

料324円～発送

安
心

自分の存
在を気に
かけてく
れている
人がいる

①事業名：安心訪問サービス

　内容：ヤクルト届け安否確認

　料金：無料

　要件：一人暮らし

②事業名：配食サービス
内容：月・水・金の昼食を届け安否確認を行う。

　料金：400円又は300円

　要件：一人暮らし・高齢夫婦世帯

③事業名：緊急通報装置貸し出し

　内容：3件までの緊急時連絡先を予め登　　録

した緊急通報装置を貸し出す。

　料金：無料

　要件：一人暮らし

訪問介護事業所

（８事業所）

①一人暮らしサロン

②民生委員の訪問

安否確認　話し相手など

Ａ事業所介護保険外自費

サービス
　1時間2000円

Ｂ事業所家事代行サービ

ス
　1時間2625円～（スポット

サービス）

Ｃ介護事業所支援
　1時間1500円

Ａ事業所

　安否確認　話し相手

など

安否確認　話し相

手など

家事支援
  掃除1時間791円

～

　調理1時間904円

～

安否確認　話

し相手など

生協くらしの

たすけあい
（家事支援　1

時間650円）

①老人クラ

ブ活動

②地域サロ

ンや公民館

活動

○Ｊ社（緊急時ブザーを押すことで24時間

セコムにつながり現場駆けつけや相談可

能。　基本料金　1890円／月）

○Ｊ社（通報ボタンを押すとＪ社へつなが

る。見守りシステム、安心入浴システム他あ

り。）

○Ｋ社（モバイル版緊急通報システム）

外
出

通院や買
物

①事業名：福祉タクシー利用助成
　内容：福祉タクシー利用券600円年間18枚迄

助成

②事業名：移送サービス
　内容：ストレッチャーでの移送が必要な方に利

用券12枚迄助成。所得制限あり。

③デマンドタクシー
　内容：市内交通空白地帯から公共施設、病院

等へのタクシー車両による移動支援。

　料金：地区により300円又は500円

訪問介護事業所

（８事業所）

介護サービス（訪問介

護・乗降介助）

通院買い物付き添いなど

Ａ事業所介護保険外自費

サービス
　1時間2000円

Ｂ事業所家事代行サービス
　1時間2625円～（スポット

サービス）

Ｃ事業所支援
　1時間1500円

Ａ事業所
　通院買い物付き添いな

ど

Ｂ事業所福祉有償運

送サービス
　内容：介助なしでは公

共交通機関の利用が困

難な方の自家用車を使

用しての移動支援。

　料金：2キロ以内400円

　要件：介護度、自立度

基準あり。

通院買い物付き

添い
　1時間904円

福祉有償運

送サービス

○Ｌタクシー（福祉車両）

○Ｍタクシー（福祉車両）

○Ｎ社（福祉タクシー）　朝日町

交
流

友人、知
人等

事業名：介護予防生きがい活動事業(ミニ

デイ）
　内容：各地区公民館等での交流活動

　料金：1800円（食費含む）

　○ふれあい元気サロン

通所介護(デイ

サービス）１６事業

所

①一人暮らしサロン

②一人暮らしの集い

Ａ事業所
　OCサロン

通所介護事

業所

自費通所介

護（デイサー

ビス）料金：

2600円

①老人クラ

ブ活動

②地域サロ

ンや公民館

活動

非
日
常
的
な
家
事

大掃除や
家電製品
の買物、
雪片付け
など

除雪ボランティア
　内容：単身か高齢世帯

低所得、近くに親族居ない

世帯の除雪

　料金：無料

大掃除、保険対象外の支

援など

Ａ介護事業所介護保険外

自費サービス
　1時間2000円

Ｂ事業所家事代行サービ

ス

　1時間2625円～（スポット

サービス）

Ｃ介護事業所支援
　1時間1500円

Ａ事業所
　大掃除、保険対象外の

支援など

庭木の手入れ、

大掃除

雪片付け1時間

1244円～

蛍光灯の
交換や硬
いふたの
開け閉め
など

よろずやボランティア
　内容：高齢単身世帯へ

の30分程度の支援

　料金：無料

区　分

公的サービス 保険外サービス　　　（非営利・福祉組織など）

市場分野
（民間企業）

５
つ
の
こ
と

ちょこっと
したこと
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６．総合事業・整備事業への移行 【参考】大和高田市のケアプラン分析の例

Ⅲ 総合事業に向けて準備すべきことは何か？

資料）大和高田市提供資料に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティングがグラフ化
※集計項目のうち、上位30項目をグラフ化した。

介護予防訪問介護の利用者に占める各サービス内容の提供割合

【要支援者全体】 n=273

13



14/●

７．介護予防ケアマネジメントに向けた準備 ～介護予防ケアマネジメントの三類型

◎自立支援に向けてセルフマネジメントを推進

本人とともに生活の目標を設定、セルフマネジメントでの「社会参加による
介護予防」につなげる

その際、①本人のやりたいことやできることを最大化すること、②社会参加
の場として住民主体の活動につなげるため、これまで蓄積してきた地域資
源の情報を活用することが重要
セルフマネジメント支援ツールとして介護予防手帳（案）が活用可能

◎状況に応じて、マネジメントの主体が本人⇔包括と変化

ケアマネジメント結果の共有後は本人主体でマネジメントを行うが、状況が

悪化したり、本人から相談があった場合は、適宜マネジメント主体を地域

包括支援センターに変更

◎従来の介護予防ケアマネジメントを続行するパターン

「生活の活発化による介護予防」を重視し、サービスが自立を阻害していな
いか確認。また、特に短期集中サービスの場合は、計画的に利用し、終了
後の状況に応じて支援・サービスを切り替える

◎モニタリングの実施方法等が異なるAとBを状況に応じ活用

利用者の状況が安定し、サービス担当者会議、モニタリングを一部省略可
能であればB。変化があった場合はAと、状況に応じ活用される。

※支援・サービスの拡充に伴う介護予防ケアマネジメントの変化
総合事業への移行直後は、現行相当サービス利用者も多く、大半のケアマネジメントがA
に相当。住民主体の支援が拡充してくれば、介護予防ケアマネジメントCに移行するケー
スや開始時点から介護予防ケアマネジメントCを採用するケースが増えると考えられる。

【アセスメント】 利用者と自立支援に向けた目標を共有。介護予防への意欲を引き出せるよう、信頼関係を構築。

より本人にあった目標設定に向けて「興味・関心シート」等を利用し、本人の趣味、社会的活動、生活歴等も聞き取り、「~できない」という課題から「~し
たい」「~できるようになりたい」という目標に変換させる作業が重要。
この段階から、生活機能の低下等についての自覚を促し、介護予防に取り組む意欲を引き出せるよう、利用者本人及び家族とのコミュニケーションを
深め、信頼関係の構築に努める。

【ケアプラン原案の作成開始】 利用サービス内容とその後の関わりを検討した上で、介護予防ケアマネジメント類型を選択

利用者の状況に応じて切り替える支援・サービスと、その後の利用者への関わりの必要度合いによって、介護予防ケアマネジメントの類型が決まる。
ケアマネジメントＡは、現行の介護予防支援と同様。ケアマネジメントＢは、専門職によるモニタリングは必要だが、本人の状況は安定しており、ケアプ
ランの大きな変更もなく、間隔をあけたモニタリングでよい者を想定。ケアマネジメントＣは、セルフマネジメント前提の者で、モニタリングは行わない。

住民主体の支援（一般・B）が中心になる場合

介護予防ケアマネジメントC

指定事業者・短期集中サービス（従来型・A・C）が中心になる場合

介護予防ケアマネジメントA・B

Ⅲ 総合事業に向けて準備すべきことは何か？
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※参考 介護予防手帳イメージ

Ⅲ 総合事業に向けて準備すべきことは何か？
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８．予算・費用管理に向けた準備 ①平成27年度中の実施における特例上限額

Ⅲ 総合事業に向けて準備すべきことは何か？

※本シミュレーションは、本事業において独自に前提を置き、試行したもの。

*1：いずれの推計も75歳以上人口の増加率を3％、過去3年間の予防給付の増加率を6％と仮定した。また、平成27年度報酬改定の影響率としては、介護予防訪問介

護については、▲5％、介護予防通所介護については、▲22％、介護予防支援については▲4％増（ただし給付に対するケアマネジメントも存在するため、総額は

折半して計算）を想定した。また、総合事業の導入による費用抑制効果は、見込んでいない。

単位：千円
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８．予算・費用管理に向けた準備 ②平成28年度以降の実施における特例上限額

※本シミュレーションは、本事業において独自に前提を置き、試行したもの。

*1：いずれの推計も75歳以上人口の増加率を3％、過去3年間の予防給付の増加率を6％と仮定した。また、平成27年度報酬改定の影響率としては、介護予防訪問介

護については、▲5％、介護予防通所介護については、▲22％、介護予防支援については▲4％増（ただし給付に対するケアマネジメントも存在するため、総額は

折半して計算）を想定した。また、総合事業の導入による費用抑制効果は、見込んでいない。

Ⅲ 総合事業に向けて準備すべきことは何か？

単位：千円



４．パネルディスカッション 資料 
                                         
 
 

『介護予防・日常生活支援総合事業への移行の実際』 

 

 

【パネリスト】 

 ・千葉県流山市 健康福祉部 介護支援課 課長 早川 仁 氏 

・千葉県松戸市 健康福祉部 介護制度改革課 専門監 中沢 豊 氏 

・奈良県生駒市 福祉部 高齢施策課 課長補佐 田中 明美 氏 

・新潟県上越市 健康福祉部 高齢者支援課 係長 細谷 早苗 氏 

・秋田県小坂町 町民課町民福祉班 三政 貴秀 氏 

 
５／１５ 
松山会場 

千葉県流山市 
健康福祉部 介護支援課 
課長 早川 仁 氏 

千葉県松戸市 
健康福祉部 介護制度改革課 
専門監 中沢 豊 氏 

奈良県生駒市 
福祉部 高齢施策課 
課長補佐 田中 明美 氏 

５／２０ 
金沢会場 

千葉県流山市 
健康福祉部 介護支援課 
課長 早川 仁 氏 

千葉県松戸市 
健康福祉部 介護制度改革課 
専門監 中沢 豊 氏 

新潟県上越市 
健康福祉部 高齢者支援課 
係長 細谷 早苗 氏 

５／２２ 
盛岡会場 

千葉県流山市 
健康福祉部 介護支援課 
課長 早川 仁 氏 

奈良県生駒市 
福祉部 高齢施策課 
課長補佐 田中 明美 氏 

秋田県小坂町 
町民課町民福祉班 
三政 貴秀 氏 

 
 【コーディネーター】 
 ・岩名 礼介 氏（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 主任研究員） 
・服部 真治（厚生労働省老健局振興課 課長補佐） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



パネルリスト資料１ 
                                         
 
 

千葉県流山市 

健康福祉部 介護支援課 

課長 早川 仁 氏 

 



★ 千葉県北西部に位置する
流山市は、 東京都心から３０㎞圏内にある
首都近郊の住宅都市として昭和４２年に市制
施行となり、平成２７年４月１日現在、総人口
１７０，４９３人の都市となっている。市域の面
積は、３５．２８㎢。
特に、昭和３０年代後半からの高度経済成
長に伴う東京圏の外延化とともに発展し、
各鉄道沿線に市街地が形成されてきた。
最近では、平成１７年にはつくばエクスプ
レスが開通し、利便性が飛躍的に向上する
とともに沿線整備が進められている。
＊Ｈ２７．４現在データ（住基データに基づく）

○総人口 １７３．５５６人 （＋３，０６３）

○高齢者数： ４１，０５９人 （＋１，６０５）

○高齢化率： ２３．７％ （＋０．６）

○要介護（要支援）認定者： ６，５３６人
○うち要支援認定者数： １，４１６人

千葉県流山市健康福祉部介護支援課
課長 早川 仁

総合事業を活用した２０２５年対応型の地域社会づくり

1



流山市の高齢者人口等の状況

★ 高齢化が年々進んでおり、平成１７年から平成２６年までの９年間で、１４，５３２人増え
高齢化率は６．８ポイント伸びている。
近年では、７５歳以上の高齢者数が急増しており、Ｈ１８年からの６年間で約４，３００人
増加、１．４４倍と、同じ期間の６５歳～７４歳人口の伸び（１．２８倍）を上回っている。今後
団塊の世代が後期高齢者となっていくことから、より急激な伸びが懸念されている。

年 ７５歳以上
高齢者人
口に占め
る割合

Ｈ１７年 ９，５７８人 ３８．４％

Ｈ１８年 １０，１９６人 ３８．５％

Ｈ１９年 １０，７２５人 ３８．０％

Ｈ２０年 １１，４３６人 ３８．４％

Ｈ２１年 １２，１１９人 ３８．３％

Ｈ２２年 １２，８９０人 ３９．０％

Ｈ２３年 １３，８１２人 ４０．６％

Ｈ２４年 １４，６７５人 ４１．２％

＊７５歳以上人口の実績値
（登録人口に基づく）

高齢化率（％）
人口（人）

（年）

※いずれもＨ２６までは実績値、Ｈ２７以降は推計値

2



（第１号被保険者及び第２号被保険者の合計）

＊各年の３月末日時点の実数

4,498
4,805

3,722
3,873

4,224

2,384
1,969

1,464

2,753
3,127

3,471

5,116

単位（人）

5,447

5,899

（年）

制度当初比
約４．４倍

流山市の要支援・要介護認定者数の推移

3

6,536



△ ２６年度実績～３７年度推計
８５歳～ → ＋３，５７１人（１．８１倍）
７５歳～８４歳 → ＋８，６３４人（１．６７倍）
６５歳～７４歳 → ▲３，８６９人（０．８３倍））

4

【Ⅰ】 総合事業の導入の必要性を再確認する

第６期介護保険事業計画をもう一度眺めて
考えてみる。

△ 前期高齢者数と後期高齢者数の比率
２６年度実績 → 【 １：１．３５ 】
３２年度推計 → 【 １:：１・００ 】
３７年度推計 → 【 ▲１．５１：１ 】

２０２５年に向け７５歳以上、特に、
ハイリスク層の８５歳以上が増えていく。
今から１０年後にリスクを抱える人へ
の働きかけが重要

高齢者人口の推移と将来推計



人口ピラミッド（流山市。Ｈ２５年版）

これから１０年先にリスク～ハイリスク層に移
行する人たちのボリュームに危機感を感じる。
一方で、これらの人たちは現時点でおおよそ

健康寿命の範囲内にいる層でもあることに着
目しなければならない。

一方で、１０年後に生産年齢人口

（１５～６４歳）がやせ細る傾向にあ
る地域では、介護・医療サービス基
盤（ハード）を整えても、担い手にな
る専門職となる人が不足する懸念
がある。
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出典：社会保障人口問題研究所将来人口推計及び介護給付費実態調査（平成24年11月審査分）

（参考）年齢階層別の要介護認定率（全国推計）

○ 要介護（支援）認定率は、年齢とともに上昇し、８５歳～８９歳では約半数が認定を受けているが、一号被保険者全体で
認定を受けている率は、約１８％程度である。

○ 後期高齢者医療での受診率は９６．９％であるのに対し、７５歳以上の要介護（支援）認定率は３１％となっている。

協会（一般） 84.8%

組合健保 85.0%

国民健康保険 84.0%
後期高齢者医療 96.9%

（資料）平成２２年度 医療給付実態調査

【参考】平成22年度１年度間において、入院、入院外又は歯科のいずれか１医療機関以上で診療を受けた者
（合計）の割合

65歳以上の認定率:１８％

75歳以上の認定率：３１％

6

言うまでもなく、
７５歳は要介護リスク
が高まっていく年齢。



高齢者実態調査（日常生活圏域調査）
・・・ 基本チェックリスト項目から抽出した一般高齢者の状態像

１８１人 （１０．７％）

★運動器の機能低下がみられた人

★低栄養状態 ★口腔機能の低下

低栄養状態は １２人 （０．７％）だが、
口腔機能低下は ２７２人 （１６．１％）

★閉じこもり ★うつ傾向

閉じこもりは ６４人（３．８％） だが、
うつ傾向は ２８５人 （１６．９％）
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○お茶や汁物でむせることがあるか。
要支援１＝１３５人（要支援１の３７％）、要支援２＝１２４人（要支援２の４３％）

○ＢＭＩ：１８．５未満 → 計７３人（要支援者の１１％）
要支援１＝４０人（要支援１の１１％）、要支援２＝３３人（要支援２の１１％）

○介護・介助が必要になった主な病気
高血圧→計１１６人（要支援者の３０％）、糖尿病→計５６人（要支援者の１５％）

○日常生活を送るうえで困ったり不安なこと
買い物→計１９１人（要支援者の２９％）、掃除・洗濯→１６７人（要支援者の２６％）

○健康について知りたい内容
・バランスの良い食生活→要支援１＝１２１人（３２％）、要支援２＝８４人（２９％）
・転倒予防 →要支援１＝ ９４人（２６％）、要支援２＝８５人（２９％）

○現在治療中の病気
高血圧→６３３人（回答者の３８％）、糖尿病→１８９人（回答者の１１％）

○心身の不安について
体力がおちること → １，０５０人（６２％）

○健康について知りたいこと
・生活習慣病にならないための工夫→６１８人（３７％）

○元気で暮らすためにあったら良いと思う講座など
・ストレッチや体操の講座→６９２人（４１％）
・身近な場所で集える場→５２７人（３１％）
・社会参加ができる仕組み→４９５人（２９％）

○介護が必要になっても自宅で暮らしたい→９５５（５７％）

高齢者実態調査（日常生活圏域調査）からの声

口腔・栄養について
（対象：要支援者）

○お茶や汁物でむせることがあるか。 （はい） → ３４８人（回答者の２１％）
○ＢＭＩ：１８．５未満 → １０４人（回答者の６％）

口腔・栄養について
（対象：一般高齢者）

・生活状況について
・日常生活について
・健康について
（対象：要支援者）

・生活状況について
・健康について
（対象：一般高齢者）

8



9

ボリューム感のある１０年後にハイリスク層に移行

する６５歳～７４歳の高齢者層への働きかけはこのま

まで良いのか。

介護予防・社会参加の機会を持たせ、そして継続し

やすい仕組みを構築する必要があるのではないか。

一般高齢者、要支援者ともに、一定の不安を抱いて

いる一方で、自分の健康維持に関して「知りたい」

「取り組んでみたい」意欲がうかがえる。 第６期計画の一端から
考えても
今から何か手を打つべ
き状況であることが見
えてくる！



10

２０２５年には、高齢者人口が４８，８００人

（＋９，３００人）となり、高齢化率は２６．７％、４人に１人
が高齢者のまちとなる見込み。また、市内の北部地域の
高齢化率は、３０％を超える見込みです。
こうした‘高齢者が中心のまち’となっても、まちの活力
を維持し、成熟さが感じられるようなまちとするためには、
また、高齢者がいきいきと、人生でもう一度輝くことができ
るまちとするためには、どうあるべきかを市民とともに追及
し、実践していくことが必要と考えました。

【Ⅱ】 流山市の総合事業を早期導入の考え方と準備の過程

しかし、はじめは、総合事業の新しいルールのもとで

予防訪問介護と予防通所介護の受け皿をどう確保して

いくかに執着してしまいました。

また、既存の有償ボランティア活動を行うＮＰＯ法人

の活用についてもどのように新制度と整合させるか悩

み、新しい仕組みの設計をなかなか進めることができ

ませんでした。



そこで、現場に出て、自分たちのまちがどうなっているの

か、実際に見て、活用できるものがないか考える事にしま

した。 地域に出て行ってみると、キラキラ光る様々な資源、

「何とかしよう」という気概を抱いている人たちがいました。

これならば、総合事業を推進することで、地域コミュニティの再生を

図りつつ、高齢者が互いに支え 合う仕組みを中心とし、さらには

子育てが一段落した 主婦の方々も可能な

限り巻き込んで、 高齢者が目標と生き

がいをもって、 明日も生きる

ことを希望と自信を 持って約束できる

‘わがまちづくり’ に 積極的に取り組める

という確信に至ったのです。

高齢化のピークまで、あと１１年しかない。まちづくりには大変時間

がかかるものだ。 一刻も早く、こうした‘わがまちづくり’に着手するこ

とが市に求められていると判断しました。

総合事業のルールに合わせてモノをつくるのではなく、総合事業を

手段として活用して、まちづくりを進めようと、発想を転換したのです。

11

総合事業に対する
発想の転換

地域に
飛び出せ！



まず最初に行った作業・・・

地域包括支援センターから地域の現状を取材すること。

12

★ この結果、福祉会館、自治会館などを拠点に様々な活動が展開されていること（＝資源）
を把握できました。地域包括支援センターの情報量は予想以上のものがあります。
同時に、予防プランに基づく要支援者のサービス利用量集計も行いましたが、生活

支援ニーズと実際の利用量・種類に剥離が感じられたため、参考程度にとどめました。

各地域包括支援センターさま 

担当する圏域内の社会資源の状況等に関するアンケート 
 
★ 現在国会で審議中の介護保険改正法案の改正事項のひとつである「要支援１・２の保険給付サービスの地域支援事業への移行」、「高齢者の生活支援サ

ービスの充実」に関し、流山市における今後の仕組みを検討していく上での重要な資料とするために、以下の事項にご回答をお願いします。 
★ 回答期限は、５月１６日（金）とします。 
★ 提出は、直接持参（１６日の包括連絡会の席上でも可）、メール送信のいずれでも構いません。 
 
  平成２７年度以降、要支援１・２、虚弱高齢者、元気高齢者を含めた幅広い地域の高齢者の生活や生きがいを支援する社会資源（介護保険指定

事業所を除く。）として期待できるものを把握したいと考えています。 
したがって、各地域包括支援センターの担当圏域内にどういった社会資源（人的・物的の両方）があるかを教えてください。 

  現在把握できている範囲内でお答えください。 
   ※注： 「高齢者ふれあいの家」については、対象から除きます。ただし、地区社協については、名称を記入した上で、高齢者の生活支援に 

関わるような活動としてどのようなものを行っているか判る範囲内で記入してください。 
社会資源の名称（法

人、団体、グループ、

自治会等の名称） 
構成員の状況 活動（支援）の内容を詳しく記入してください。 

備考（その他特記す

べき事項を記入して

ください。） 
【記入例】 

Ａ地区支え合いの会 

Ａ地区内の高齢者有

志約２０人 

・高齢者サロン活動を行っている。 

・月に１度Ａ地区の自治会館を利用して高齢者を招待し、お茶出しと演芸を披露

している。参加費は無料（自治会が活動を補助しているとのこと。）。約１年前か

ら始まったが毎回好評で３０人程度が参加している。 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

内容の問い合わせは、 
介護支援課長 早川 

までお願いします。  



★ 高齢者を対象とした活動を行っている組織、団体等とは、方向性を共有化しやすい。
・ ２０２５年型のまちづくりの必要性が迫られていること。
・ 「何をめざしているのか」とスケジュールを判りやすく（見える化して）示す。
・ まちづくりの主役は「みなさん」であること。

以上を、繰り返し伝えに行くことが必要。

★ その結果、市の考え方に共鳴し、「いっしょにやろう」と意思表明していただける
ところがあらわれました。

流山市シルバー人材センター

生活協同組合

高齢者ふれあいの家のみなさん

同時に進めたこと。

地域を活動フィールドとする組織・団体・グループに直接、想いを伝えること。

有償ボランティア活動を行うＮＰＯ法人
培われた実践能力・活用できる人材を有する

地域のニーズに対応できる人を会員として有する。

生協としての地域貢献意欲を有する。

地域の高齢者の拠点として機能を発揮したい
という活動意欲を有する。
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集めた情報に基づいて

基本目標を設定し、次のような流れで進めていった。

庁内レベルでの情報収集/情報の共有化

サービスの受け皿や一般介護予防事業とし
て期待できる場所・事業の基本的な考え方
をまとめる

サービスの受け皿として期待できるＮＰＯ法
人等との情報交換・働きかかけ

「住民参加型で、多様化された介護予防の仕組みをつくる」という目標を掲げ、それに向けたスケジュールを設定

通所型サービスとしての受け皿づくりが行き詰って

いましたが、高齢者ふれあいの家に集う皆さんの

生き生きとした活動の様子に感激。流山市の「地域

特性を活かした」総合事業はコレであると発見。ふ

れあいの場、介護予防の拠点を身近な場所に創っ

ていくために、総合事業を活用していこうと発想を

転換しました。

既存の資源を活用することを優先し、ＮＰＯ、生協、シル

バー人材センター等を訪問。総合事業の意義と概要と、

総合事業に賭ける想いを説明しました。いくつかのＮＰＯ

等から生活援助を提供する事業主体について前向きに

検討するとの声をいただくことができました。

フローその①

14

モチベーションを上げるため学識者
を招いての研修会も実施しました。

高齢者ふれあいの家や地区社協のサロン活
動といった高齢者の溜まり場、交流の場の
現状視察と活用を検討

こ
の
間
は
、
要
支
援
者
の
受
け
皿

づ
く
り
に
執
着
し
す
ぎ
て
い
た
。 地域へ飛び出せ！第１弾

地域へ飛び出せ！第２弾

２５年８月～２６年４月

２６年５月

２６年５月～６月

２６年６月～８月

視察結果を基に、事業サービス化（ＡｏｒＢ）で
きるもの、一般介護予防で対応すべきものに振り
分けて次年度に向けての準備作業を検討

ＮＰＯ、生協、シルバー人材センター
は訪問型Ａとしての立ち上げ、高齢者
の拠点づくりは、全ての高齢者が参
加できるよう、一般介護予防事業で
取り組むことに方針を定めました。

ふ
れ
あ
い
の
家
で
の
「
気
づ
き
」
以
降
は
、

総
合
事
業
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
に

発
想
を
転
換

２６年８月～９月



事業サービス（訪問型Ａ）として参入を想
定する主体との打ち合わせ

実施要綱、事業者基準要綱、コーディネーター設置要綱等を策
定。ケアマネジメントの方向性を地域包括支援センターと協議

報酬支払システム、事業支援システムの構築に向け
たＩＴベンダーとの打ち合わせ

ふれあいの家を対象としたモデル的事業を開始

市民向け説明会、事業者向け説明会の実施

市の職員が自治会等に出向き、事業や

施策を説明する「出前講座」（広報担当課

所管事業）で、支え合いの仕組みづくり、

地域の互助の強化の必要性をアピール

介護予防の運動指導ができる「重度化防止推進員」

（１８名）を高齢者ふれあいの家に派遣し、定期的に

介護予防に取り組む機会を提供する試行的事業を

開始。
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主に、事業者基準を想定した組織づくり、
地域住民にどのように参加を働きかけるか
といったことを共に検討

フローその②

第１層の生活支援コーディネーターの候補者の
選出（１名）と国の養成研修への派遣

２６年９月

２６年９月頃～ （以降継続）

年間を通して実施

地域へ飛び出せ！第３弾

自治会・老人会・地区社協等を対象とした「出前講座」
で、総合事業の意義と流山市での方向性をＰＲ

２６年９月頃～ （以降継続）

地域へ飛び出せ！番外編

隣り合う制度：医療と介護の連携推進（在宅医
療拠点事業）を県モデル事業として開始

地域へ飛び出せ！第４弾 ２６年１０月～ （以降継続） ２６年度当初から県モデル事業に参画

することを決定していた。予想を超える

反響と協力。この事業を通じて地域の

リハ職の活用（地域リハビリテーション

活動支援事業）に目途がつきました。千葉県国保連の協力
（来庁～打ち合わせ）を

得てシステムを構築。総合事象
支援システムの構築は現在も
ベンダーと協議継続中

２６年１２月～ （以降継続）

２７年１月～３月

２７年１月～ （以降継続）

総合事業に関する事業者向け説明会
は１月と３月、市民向けは３月に実施。
未だ十分とは言えない状況。今後も継
続して地域での説明会を開催予定。

予算編成作業



基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス

典型
的例

サービス
種別

①介護予防訪問介護と同様の
サービス

② 訪問型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

③ 訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

④ 訪問型
サービスＣ

流
山
市
に
お
け
る
対
応

サービス等提
供主体

現行の指定介護予防訪問事業者
（現在の事業所数：３３事業所）

・生活協同組合（４月～）
・シルバー人材センター（準備出来次第）
・民間法人（有限会社）・流山市社会福祉
協議会・ＮＰＯ法人（協議継続中）

・ＮＰＯ法人×２法人
・生活協同組合

市
（保健師又は看護師）

総合事業にお
けるサービス
提供のあり方

○現行の介護予防訪問介護と同
様のサービス
○生活機能の向上を図る目標を
明確に定め、目標達成に資する
サービスの提供を図る。

○ＮＰＯ法人、生活協同組合に雇用契約
で所属する高齢者、主婦、有資格者（３級
ヘルパー等）が生活援助を提供する。
○シルバー人材センターは現行の会員シ
ステムを維持したまま実施。

○既存のＮＰＯ法人はチ
ケット方式による有償ボラ
ンティアサービスを既に展
開している。
○生活協同組合も同様に
４月以降実施していく。

○市職看護師が１～
３か月程度を目安に
居宅を訪問し、通所
サービスにつなぐこと
を目的とて予防指導・
情報提供を行う

対象者と
サービス提供
の考え方

○総合事業導入時に既に介護予
防訪問介護を利用している者で、
適切なケアマネジメントの結果、
利用の継続が必要と判断されるも
のが中心に利用する。
○（仮）介護予防訪問型サービス
計画に定める目標の達成状況に
基づき、多様なサービス主体への
移行を推進する。

○総合事業導入後（当該サービスの提供開始
後）、新たに要支援認定又は事業対象者となっ
た者について、適切なケアマネジメントを通じ利
用する。
●訪問型サービスＡの利用基準は、要支援１
及び事業対象者は、原則１か月当たり４回まで、
要支援２は、原則８回まで。例外利用について
は、地域包括支援センターを通じ、保険者に協
議を申し出て利用。

―

○事業対象者のうち、うつ・
閉じこもりの傾向が認めら
れた者の利用を想定。地域
包括支援センターのアセス
メントにより、通所サービス
の利用が望ましいが、利用
拒否が見られるような場合
を想定している。

実施方法 事業者指定（みなし指定）
・事業者指定（生活協同組合・法人）
・委託（シルバー人材センター）

― 市が直接実施
する

事業者基準
予防給付の基準に準じた市の基

準による。
市独自の基準による。 ― ―

報酬額
予防給付の報酬額と同額
（地域区分採用）

１回３０分以上１時間未満 ２００単位
（１単位＝１０円）

― ―

備考

●実施時期：平成２７
年４月１日～
●支払方法：国保連
経由

●実施時期：平成２７年４月１日～
●支払方法：
生協・法人＝国保連経由
シルバー人材＝市から直接支払
●マナー、技能向上等の人材教育は市が講座等を開
催し実施する。

●既存の仕組みとして成り立っ
ているため補助等を行う予定は
ない（従来どおりの制度外として
の仕組みとして利用）。
●市が実施する人材教育の受
講の機会を提供する。

●利用料は無
料。

流山市における総合事業のサービス類型への対応・（４月ver）・・【訪問型サービス】
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「担い手養成研修」の内容と計画（４月ver）

第１回
５月２２日及び２５日

第２回（予定）
７月２２日及び２３日

第３回（予定）
１０月２０日及び２１日

第４回（予定）
１月１５日及び１８日

第５回（予定）
３月２４日及び２５日

時間 講座 内容 講師等

１
日

目

10:30
～10:45 開講式～オリエンテーション 研修日程・内容、目的等の説明 介護支援課

10:45
～12:00

総合事業の意義と高齢者の生
活支援・介護予防について

総合事業の概要と住民参加サービスにつ
いて市の考え方と目指す方向性を理解する。

介護支援課

13:00
～14:00

利用者への接し方について①
（講義）

対人援助に関し、マナーとコミュニケーショ
ン技能、守秘義務について学ぶ。

江戸川大学総
合福祉専門学
校

14:10
～15:10

利用者への接し方について②
（演習：グループワーク）

６～１０人程度のグループでの課題に対す
る検討～発表

15:20
～16:20

利用者への接し方について③
（講義・まとめ）

課題発表への講評とまとめの講義

２
日

目

9:30
～10:45

高齢者の心身の特性と暮らしに
ついて

高齢者の心身の特性、特有の疾病とその
意味。緊急時の対応。

介護支援課

11:00
～12:00

認知症の理解と対応について
認知症の意味と適切な対応方法を学ぶ。

地域包括支
援センター

13:00
～14:00 生活援助の実際について

掃除、買い物、洗濯、調理などの生活援助
の提供方法と自立支援について

ＮＰＯ法人流山
ユー・アイネット

14:00
～14:30 修了式 研修のまとめ～修了証の交付 介護支援課

17



いろいろな人に支えても
らえる安心感があるね。
自分に合ったものを選べ
ばいいんだね。

ホームヘルパー
が入浴の介助を

します
（身体介護）

ＮＰＯ法人やシルバー人材センター
が提供する訪問型サービスを利用し
て、ちょっと手伝ってもらいましょう。
ボランティアの有償サービスなら、も
っと、いろいろ支援してくれます。

定期的に介護支援サポータ
ーに来てもらって話し相手に
なってもらいましょう。

普段は、自治会のパトロール
活動で見守ってもらいましょう

従来の制度では、多様な担い手づくりは地域任せであったため予防プランは限定的にならざるを得なかった。

その人のニーズ
（必要性）に柔
軟に対応できる
ようになります。

お風呂に入る
のが不安。

一緒に買い
物に行って
ほしい。

ひとり暮らしは
不安。時々お
しゃべりがした
いね。

総合事業で担い手の多様化を進めることにより本人のニーズに見合ったサービス・支援に結びつけ易くなります。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
専
門
職
が
適

切
な
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
支
援
し
ま
す
。

要
支
援
１
の
認
定
を
受
け
た

独
居
の
利
用
者

訪問型サービスの展開イメージ

高 低

掃除や調理が
辛くなって
きてねぇ。

18



訪問型サービスＡとして参画した生協の
事業実施展開イメージ

花いちりん流山
（千葉県高齢者生活協同組合）

現行の訪問介護相当
★介護予防訪問介護事業所

からのみなし指定

訪問型サービスＡ
★４月１日付け事業者指定

地域サポートセンター
（有償ボランティア：独自サービス）

主に、身体介護のほか、
現在介護予防給付により
介護予防訪問介護を利用
している要支援者向けた
当面のサービス

要支援者、事業対象者
の生活支援サービスを
担う
＊買い物、掃除、調理
ゴミ出し等

元気高齢者、
主婦、３級ヘル
バー、社会貢
献意欲のある
ヘルパー

新規創設部門

多様な生活支援ニーズ
を 抱える高齢者を
支援
＊多様な生活支援サー
ビスに柔軟に対応

草刈り、
樹木剪定

見守り、
話し相手等

生活支援コーディ
ネーターのバック
アップ（人材のマ

ッチング）

国保連経由で審査・支払

19

雇用労働者（資格を持たな
い地域住民）による提供

市の担い手養成
研修の受講



シルバー人材センターを訪問型サービスＡの
事業主体として活用するイメージ

公益社団法人
流山市シルバー人材センター

個別の注文に応じ会員が生
活支援等のサービスを提供

市民からの要請に個別に対応。サ
ービス内容及び時間に基づいて料
金を個別に決定。庭木の剪定、草
刈り、大掃除等幅広く対応
（生活援助の注文は月２、３件）

地域包括支援センターのケアマネジメントに
応じ、あらかじめ設定されたサービス内容、
単価により、要支援者・事業対象者の生活支
援サービスを担う。

＊買い物、掃除、調理、ゴミ出し等

新たな対応部門

提供人数等に応じた一定期
間ごとの包括払いを予定（実
績報告～精算有り）。センタ
ーに直接支払い。大掃除

会員による提供形態は今までと同様

買い物

調理

掃除

20

センターは既に住民参加
型サービスとして体制が整
っています。いかにして『そ
の気』にさせるかがカギ。

草刈り、
樹木剪定

訪問型サービスＡ実施部門
（委託による実施）



訪問型サービス（Ａ）の単価設定

現行（第５期）の介護予防訪問介護の報酬単価は、１，２２６単位/月（週１回程
度の場合）。これを１単位１０円で計算し、サービス１回当たりの単価に換算す
ると１回当たり、３，０６５円となります。

＊第６期の単価で同様に計算すると１，１６８単位→２，９２０円

一方、流山市におけるＮＰＯが実施する有償ボランティアに係る１回当たり
（約１時間）の費用は、最大１，０００円（利用料６００円、交通費２００円、
協力費２００円）

訪問型サービス（Ａ）として支援する者は、雇用契約に基づき従事することと
なるため、千葉県の最低賃金、７９８円を保障しなければならない。

Ａ

Ｂ

Ａ Ｂ

∧∧ 必ずしも資格を有しない者が従事する訪問型サ
ービスＡ（生活援助）の単価は、有償ボランテ
ィアよりは高く、有資格者の単価よりは低いも
のとしつつ、事業主体がサービスＡとして成り
立つ単価設定として定めました。

３０分以上１時間未満 ２００単位
（１単位を１０円とする。）

21
みなし指定に係る現行相当サービスに係る報酬単価は、訪問型サービス及び通所型サービスとも、第６期
の介護報酬に定める単価どおりに設定し、１単位の単価について地域区分を適用して算定



流山市高齢者ふれあいの家の位置

訪問型サービスの
真の戦略

【２０２５年に向けた支え合いの地域社会づくり】
生活支援ニーズには、住民参加型のサービス・
仕組みでサポートできるよう移行を進める。

有償ボランティアによる支援
（サービスＢ）

訪問型サービス（Ａ）

介護支援サポーターに
よる支援

ボランティア、ご近所の助け合い
（互助の強化）

超
高
齢
化
へ
の
対
応
を
き
っ
か
け

と
し
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
の

再
生
へ
の
発
展
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基準 現行の通所介護相当 多様なサービス

典型
的例

サービス
種別

①介護予防通所介護と同様のサービス ② 通所型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

③ 通所型サービスＢ
（住民主体による支援）

④ 通所型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

流
山
市
に
お
け
る
対
応

サービス等提
供主体

現行の指定介護予防通所事業者
（現在の事業所数：３４事業所）

― ― 運営等基準を満たす事業者
（新たに指定）

総合事業にお
けるサービス
提供のあり方

○現行の介護予防通所介護と同様の
サービス
○生活機能の向上を図る目標を明確に
定め、目標達成に資する機能訓練を実
施する。
○基本的に介護支援サポーターを受け
入れ、ふれあい感のあるサービスとして
充実化を図る。

― ―

生活機能を改善するための運動器
の機能向上や栄養改善等のプロ
グラムを、３か月～６か月の短期間
で集中して実施する。

対象者と
サービス提供
の考え方

○総合事業導入時に既に介護予防通
所介護を利用している者で、適切なケア
マネジメントの結果、利用の継続が必要
と判断されるものが中心に利用する。
○（仮）介護予防通所型サービス計画に
定める目標の達成状況に基づき、一般
介護予防事業への移行を推進する。

―

○総合事業導入後（当該サービス
の提供開始後）、新たに要支援認
定又は事業対象者となった者につ
いて、適切なケアマネジメントを通
じ利用する。特に、ADLやIADLの改
善に向けた支援が必要なケースの
積極的な利用を推進する。

実施方法 事業者指定（みなし指定） ― ― 事業者指定

事業者基準 予防給付の基準に準じた市の基準による。 ― ― 市独自の基準を定める。

備考
●実施時期：平成２７年４月１日～
●支払方法：国保連経由

●第６期中に協議体で検討する。

●現行の指定介護予防事業者の
中から適合するものを想定
●実施時期：平成２７年９月頃まで
のスタートを目標
●支払方法：国保連経由

●介護予防拠点づくりを
一般介護予防事業で支援。
●現行の地区社会福祉
協議会のサロン活動の回
数を増やす働きかけを継
続

23

流山市における総合事業のサービス類型への対応・（４月ver）・・【通所型サービス】



通所型サービスの短期集中Ｃの構想について

【課題】
・一定期間経過後の評価手法の確立
（原則終了ｏｒ目標達成確認で終了）

・地域での受け皿をどうするか。
・一定期間での‘卒業’を定着化させるには
ケアマネへの教育・啓蒙も必要（意識改革）

・ サービス内容は、機械を使用した筋力向上、ストレッチ運動など、運動機能や生活機能の
向上を図る（できる限りエビデンスのある）メニューを取り入れること。また、利用者の特
性に応じ、栄養改善、口腔機能改善、嚥下機能改善といった取り組みを含めることも可能と
するよう検討

＊ 講座メニュー（例）

・転倒予防教室

・心身の自己管理方法の指導

・認知症の正しい理解

・家族へのケア

・介護者負担軽減のための指導教室

・誤嚥性肺炎予防対策

【発想】
・第６期以降、総合事業の伸びは過去３年間の後期高齢者数の伸び率への抑制が必要
・一方で、高齢者数の増加に伴う虚弱高齢者等の出現は避けられない可能性もあります。
・要支援者の状態像はそもそも改善可能性が比較的高い状態にある。それが複数年以上通所サービス
を利用していることが本当に適切であるのか。

・目標達成に基づく要支援者の‘卒業’を現在の仕組みに期待することがどこまで可能か。

○地域リハビリテーション活動支援事業を活
用し、地域に‘卒業生’の教育・啓蒙の場
を設けてはどうか。・・・月●回程度目標は

２７年９月頃
までに

３～６か月程度を提供単位とした通所サービスＣを創設に向けて取り組む。

▲利用者・家族の相談機能を併設して
はどうか。

ふ
れ
あ
い
の
家
な
ど
身

近
な
場
所
を
活
用

＊ 講座メニュー（例）・・・事例検討を通じて実施

・対象者の全体像の捉え方とリハビリテーションの正しい理解

・対象者の自己管理を指導していくための方法論

○地域リハビリテーション活動支援事業を活用し、ケア
マネの教育・啓蒙の機会を設けてはどうか

・・・地域包括支援センターで実施
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目標を明確化し、生活

機能の維持・向上を積

極的に図る通所型サー

ビスとして構築

元気な高齢者などの地
域のマンパワーを活用
し、ふれあいの感じら
れる通所型サービスを
構築する。

要支援者等は残存能力が高い傾向にある。積極的
に生活機能向上に取り組むことが大切。座りきりの
時間が長いと効果的ではありません。

通所型サービスの展開イメージ

短
期
集
中
型
（
Ｃ
型
）

の
導
入
を
図
っ
て
い
く
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流山市

介護支援
サポーター管理機関

介護保険施設 ・
デイサービス等の

事業所

・サポーター養成講座開催
・サポーター登録
・サポーター手帳の交付、更新
・評価ポイントの手続き

介護支援サポー
ター管理業務委託

契約

介護支援サポーター

活動確認
スタンプ押
印（１時間
１スタンプ）

ポイント転換交付金（最大５千円）
の交付又は商業振興ポイント
（最大６千円分のポイント）への転換

・サポーター登録申請
・活動確認スタンプの評価ポイ
ントへの転換申請、ポイント
の繰越申請

見守り、話し
相手等の介
護支援サ
ポーター活動

受入機関登録許可

サポーター受入
機関登録申請

流山市における介護支援サポーター事業
（地域介護予防活動支援事業に位置付け）

※庁内産業振興部の財源協力

１２月１日登録者４３０人
26



地域の身近な場所に介護予防・にぎわいの場を
つくっていく…一般介護予防事業で促進

高齢者ふれあいの家

福祉会館・自治会館・町内会館

特養等の地域交流スペース

地区社協のサロン
活動とのコラボ
が期待できる

イメージとしては
要支援１の方が歩
いて行ける距離が
望ましい

通所型サービスの
真の戦略

介護予防。生活支援サービス事業
終了者の受け皿にも・・・ 27



★地域へ介護予防教室のデリバリー★

高齢者ふれあいの家等への「ながいき応援団」の派遣事業（Ｈ２６年度～）
※４月から一般介護予防事業（地域介護予防活動支援事業）に位置付けて実施中

流山市高齢者ふれあいの家の位置流山市には、空き家等を住民・ＮＰＯが運営し、
高齢者の集いの場となっている『高齢者ふれあい
の家』が、1５箇所あります。
こうした流山市の特性を活かし、高齢者ふれあ

いの家に介護予防メニューを取り入れていただく
ために、以下の介護予防教室が開催できる人材を
デリバリ－する事業（「ながいき応援団」の派遣
事業）を２６年度から実施しています。

★元気づくり体操を指導できる指導者
（重度化防止推進員）

★音楽を利用した介護予防指導者
（音楽療法士）

第６期では、重度化防止推進員の派遣先を、自
治会館（市内に１００箇所以上）のほか、特養等
の地域交流スペースを対象に拡大していく作戦。
また、デリバリーメニューに、口腔機能、栄養

改善などを追加していく（地域リハビリテーショ
ン活動支援事業の活用を検討）。
こうした取り組みにより、認定に至らない高齢

者を増やすことと共に、介護予防・生活支援サー
ビス事業から‘一般介護予防事業’に移行した方
の受け皿づくりを進めていきます。 28



ながいき応援団派遣の概要（２６年度）

派遣先
高齢者ふれあいの家等で主に
高齢者が参加する団体等

派遣費用 無料

報償費

（推進員への
支払）

１回 ２，５００円

派遣時間 １時間から１時間半程度

実施内容
介護予防に資する体操や
脳トレ、レクリエーション

派遣日数 月２回～４回

保険対応
「全国市長会」

市民総合賠償補償保険

29



現在ＹＯＵ ＴＵＢＥで閲覧
できるよう準備中です 30



【ながいき応援団（重度化防止推進員）によるながいき体操の指導の様子】

31



ながいき応援団 派遣実績（２６年度）
Ｈ２７．２までの集計

☆参加者の声

＊活発に運動やストレッチができ、楽しく取り組めている。

＊一人ではできないがふれあいの家で皆と集まって体も心も優しくほぐれてよい。

＊脳トレやじゃんけんなど色々取り入れているので楽しい。

＊ながいき体操は年齢を問わずゆっくりした体操で誰にでもできる体操だと思う。

市民の歌とともに広がるといいと思う。
32



【高齢者ふれあいの家】
…地域住民が運営する「花みずき」（流山市平和台５丁目）

33



【認知症サポーター養成講座・・・地域包括支援センターを招いて開催】

34



【みんなで介護予防体操】

35



【高齢者ふれあいの家】
…ＮＰＯ法人が運営する「えがお」（若葉台）

36



【ホール：バンド演奏会の様子】

37



【高齢者ふれあいの家】
…自治会館を利用した「豊台ふれあいの家」

38



同じ地域の方が講師役になって、パッチワーク教室

39



【高齢者ふれあいの家】
… 元個人診療所を利用

した「野馬土手」

40



この地域には元教授などが多く
文学講座が開催されている。

41



【高齢者ふれあいの家】
…自宅２階をふれあい
の家として開放

42



健康麻雀は毎週火曜日。
毎週待ち遠しい！

43



高齢者ふれあいの家支援事業の概要
（一般会計で実施中）

ふれあいの家が賃貸借契約に基づき賃貸料を支払う場合
月額２０，０００円（限度額）を支給

支援費の支給

１回の開催において
最高１０人以上

１回の開催において
最高５人以上１０人未満

週５回～７回 年額１５０，０００円 年額１００，０００円

週３回～４回 〃 １００，０００円 〃 ７５，０００円

週２回 〃 ７５，０００円 〃 ７５，０００円

実施回数

利用人数

＊いずれも支給限度額

賃借料の支援

ふれあいの家の開設に当たっての家屋の改修、備品等の調達等を要する場合

２００，０００円（限度額）を支給

開設に当たっての支援

44



地域リハビリテーション
活動支援事業を活用して
専門職による教室を開催

自治会や老人会
など地縁を絆と
する団体や組織
に働きかける。

45

地縁による組織を巻き込んで溜まり場や介護予防拠点づくり
→ サービスＢへの発展ができないか。

それには、庁内で介護
保険部門と地縁組織担
当部門との連携が必要

介護保険担当課

地縁組織担当課

協
議
体
や
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
協
力

さ
ら
に
・・・・

【提案】

楽しく集い交流
する溜まり場

生きがいの場、
介護予防に取り
組む拠点

互
い
に
支
え
合
う
拠
点
へ
と
発
展

はじめは、、、 徐々に
さ
ら
に
・・・・

地域介護予防活動支援事
業を活用して主体的な介
護予防の取り組みを支援

地縁による組織は、
都市部よりも地方部
の方が活動的あるい
は結びつきが強いの
では。それは強みにな
らないか。



介護予防・生活支援サービス事業
【その他の生活支援サービス】

訪問型サービス又は通所型サービスを利用する被保険者で、栄養
改善が必要な方を対象とし、食の自立支援配食サービスを実施
（現行、二次予防事業で実施する事業を移行して行うもの）。
民間事業者への委託により実施。

訪問型サービス又は通所型サービスを利用する被保険者で、栄養
改善が必要な方を対象とし、食の自立支援配食サービスを実施
（現行、二次予防事業で実施する事業を移行して行うもの）。
民間事業者への委託により実施。

栄養改善のための配食。 直接手渡しによる安否確認

46



介護予防把握事業の展開
～薬局薬剤師を活用した生活機能が低下した高齢者の抽出～

従来の悉皆調査方式の二次予防事業対象者の把握事業はＨ２６年
度をもって終了。

生活機能低下リスクを有する方を埋もれさせないために、その対応を
どうするか。

＊民生委員による地域活動
＊自治会を中心とする見守り活動

薬局薬剤師の協力により、窓口の対応のなかで高齢者にアプローチし
基本チェックリスト等を用いて生活機能低下リスクの可能性がある方
を抽出し、地域包括支援センターにつなぐ、早期発見・早期対応事業
を実施することを検討中。実施する場合は、薬剤師会に委託により行
う方向。

２７年度予算計上額は、
４０万円 47



担い手の発掘・養
成支援

（個人）

（グループ）

活動の機会、
団体にコーデ
ィネートしてい
く。

↓
・サポーター
・ボランティア
・サービスＡ
事業者

・団体、グル
ープ など

高
齢
者
の
生
活
支
援
の

マ
ン
パ
ワ
ー
と
し
て
発
展

わが地域のために何かし
たい、と思っているんだけ
れど、どうしたら良いか
わからないなあ、、、

在宅生活の限界点を引き上げることが「地域のミッション」
… 生活支援コーディネーターが地域づくりの、よろず相談・指南役になっていく。

●地域包括支援
センター

●協議体

●生活支援コーディネーター

▼ＮＰＯ、シルバー、
社協、生協、民生委
員など

地域包括支援センターと連携。協議体が
支援する仕組みとする。地域課題の把握
、人材の発掘・養成、社会資源の創生・活
性化支援等支え合いの地域社会づくりを
推進する。

地域の社会資
源となるようサ
ポート

↓
・ボランティア
グループ
・サロン活動
・ＮＰＯ立上げ

など

流山市では、４圏
域に１名ずつ、全
体の指導的立場
の者１名の５名を
委嘱予定
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協議体の立ち上げ、運営の方向性

第２層の協議体の場合は、地元密着型になることから、
開催日を周知し、一般市民のオブザーバ参加を検討する
価値があるのではないか。

第１段階

第２段階

平成２７年７月までに、市内全体を対象エリア
（第１層）とした協議体を立ち上げる。

日常生活圏域を対象エリア（第２層）とした協議体
については、 Ｈ２７年度末までに立ち上げを推進
する。

参加組織、団体等（予定）
●ＮＰＯ法人
●社会福祉協議会
●シルバー人材センター
●民生委員
●生活協同組合（生活支援事業を行うもの）
●社会福祉法人（生活支援事業を行うもの）
●農業協同組合
●高齢者ふれあいの家を運営するグループ等
●その他地域の高齢者を対象とした生活支援事業を行う団体等

▼機能、担当事項
・地域の高齢者生活支援の現状
と生活支援ニーズの抽出
・ニーズに対応した社会資源の充足
について
・今後の地域づくりの方向性
・住民参加による生活支援の仕組み、
拠点づくりについて
・社会資源マップの作成
・生活支援コーディネーターとの
連携

等

市町村担当者、
地域包括支援センター、
生活支援コーディネーターは、
事務局側として参画

49



流山市における総合事業導入に係る上限管理の試算（２７年度導入）

（予）訪問介護給付見込額 （予）通所介護給付見込額 予防支援給付見込額 介護予防事業見込額 平成２６年度の総額見込み

46,054,000 130,615,000 34,873,000 49,185,000 260,727,000

直近3年の後期高齢者数の伸び率 ５．７２％

平成２７年度の総合事業上限額（原則割合）＝ ２７５，６４０，５８４円（Ａ）
＊当該年度の訪問・通所・予防支援の給付費見込額控除後

（Ａ）－ ＊１４６，５７４，７４５円 ＝ １２９，０６５，８３９

＊総合事業開始前年度（平成２６年度）の給付等の見込み

原

★ １０％特例割合を活用する場合 ・・・・・ ２８６，７９９，７００円（Ｂ）
（当該年度の訪問・通所・予防支援の給付費見込額控除後）

（Ｂ）－１４６，５７４，７４５円 ＝ １４０，２２４，９５５円

50

【選択可能な計算式による】平成２７年度の総合事業上限額
３８６，４９１，４６４円×５．７２％ ー （１４６，２２４，９５５円＋１１４，２１１，２３７円）

＝ １４８，１６２，５８３円

（参考）流山市のＨ２７年度総合事業の予算額 ＝ 122,360,000円

特

選

★ 選択可能な計算式に１０％特例割合を活用する場合
３８６，４９１，４６４円×１０％－ （１４６，２２４，９５５円＋１１４，２１１，２３７円）

＝ １６５，０５５，２７２円選特

＊２７年度既見込額について報酬改定を考慮して見直した額



流山市における総合事業導入に係る上限管理の試算（仮に２８年度導入の場合）

（予）訪問介護給付見込額 （予）通所介護給付見込額 予防支援給付見込額 介護予防事業見込額 平成２７年度の総額見込み

49,709,719 113,256,556 39,769,838 34,085,000 236,821,113

直近3年の後期高齢者数の伸び率 ５．７２％

平成２７年度の総合事業上限額（原則割合）＝ ２５０，３６７，２８０円（Ａ）
＊当該年度の訪問・通所・予防支援の給付費見込額控除後

（Ａ）－ ＊１４６，５７４，７４５円 ＝ １０３，７９２，５３５円 原

★ １０％特例割合を活用する場合 ・・・・・ ２６０，５０３，２２４円（Ｂ）
（当該年度の訪問・通所・予防支援の給付費見込額控除後）

（Ｂ）－１４６，５７４，７４５円 ＝ １１３，９３３，４７９円
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【選択可能な計算式による】平成２７年度の総合事業上限額
３５１，０３２，３５０円×５．７２％ ー （１４６，５７４，７４５円＋１１４，２１１，２３７円）

＝ １１０，３２５，４１８円

（参考）流山市のＨ２７年度総合事業の予算額 ＝ 122,360,000円

特

選

★ 選択可能な計算式に１０％特例割合を活用する場合
３５１，０３２，３５０円×１０％－ （１５３，９６７，７２５円＋１１４，２１１，２３７円）

＝ １２５，３４９，６０３円

選 特

＊総合事業開始前年度（平成２７年度）の給付等の見込み



総合事業の導入時期が２７年度→２８年度となることによる
上限額の比較（粗い推計）

（円）

52

＊原則上限額で約４，１００万円、
１０％特例上限額で約４，３００万
円の開きが生ずる。



上限額の比較に総合事業の費用推計を
重ね合わせた比較表（粗い計算）

（円）

53

介護報酬改定前の費用額で計算する２７年度
スタートでないとメリットが生じないのは明らか！

＊２８年度スタートでは、１０％特例を活用しても２９年度には
総合事業の費用が上限額を超えてしまう。

３０年度以降は２９年度
実績額を後期高齢者の
伸び率で管理



多職種協働による個別事例
のケアマネジメントの充実
と地域課題の共有化と解決
により地域包括ケアシステ
ムの構築に資する。

早期診断・早期対応等に
より、認知症になっても
住み慣れた地域で暮らし
続けられる支援体制づく
りを推進。認知症初期集
中支援チームの構築。

医師会等の協力を得て連携を
強化し、在宅医療・介護の一
体的な提供体制を構築

在宅医療・介護連携

認知症対策の推進

新総合事業による介護
予防の推進

地域ケア会議の開催

センター業務の評価・
運営内容の公表

地域包括支援センターの
機能強化

生活支援コーディネーターと連携
し、高齢者のニーズとボランティ
ア等の地域資源とのマッチングに
より、多様な主体による生活支援
を充実。地域のマンパワーの発掘
と活用を図る。

利用者の状態を適切に評価
し、生活機能の維持・改善
につながる介護予防ケアマ
ネジメントを実施

生活支援サービスの体制整備

地域包括支援センター
を信頼し、総合事業の
展開を共に進めていく。

ＰＤＣＡサイクルによる業務の評
価・改善により、効率的・効果的
なセンター運営を実現。運営内容
の公表により市民の信頼性を確立

△市と緊密な連携を図った運営
△人員体制の充実
△ＰＤＣＡによる運営状況の改善と公表
△新総合事業など制度改正への対応

総合事業の展開は、地域包括支援センターの力が発揮
できるときが来たと捉えるべき。

市
町
村

市
町
村

地域包括支援センターは、市町
村に対し、「こうやっていこ
う」と自信をもって提案すべき。 54



在宅医療連携拠点事業（医療と介護の連携）では、ＩＣＴを活用した情報共有化を推進する（Ｈ２６年度～）。
個別ケースの対応を通じて発見した地域課題は、協議体での社会資源の開発の議論に投げかけることができる。

・・・総合事業は様々な事業とリンクする。

訪問看護ステーション
（看護師）

医療機関
（かかりつけ医）

地域包括支援センター

訪問介護事業所
（ホームヘルパー）

居宅介護支援事業所
（ケアマネジャー） 通所リハビリ事業所

（理学療法士等）

連携

連携

連携 連携 連携

連携

在宅高齢者の情報の提供

情報の共有化

医学的管理の指示

＜主な役割＞
①医療と介護の連携の推進

②在宅療養者と医療とのコ
ーディネート

③患者情報共有ツールによ
る在宅医療・介護の職種間
の連携の促進

情報をサービスに活かす

・アクセス権審査
・パスワード付与
・関係者間の連絡調整

医療・介護を必要とする状態
になっても住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最後
まで続けることができるように
地域包括ケアシステムの確立
を目指す

★在宅医療連携拠点で管理する患者ごとのパスワードを
付与された者のみが会話可能

クラウドコンピューティング
システムを利用した患者情
報の共有化

認知症の早期
における医療
と介護が連携
した対応システ
ムの構築を併
せて目指す。

＜流山市の独自性＞

【医療と介護の協働】
連続的・総合的なサービスの提供在宅医療連携拠点

（介護支援課（市訪看ＳＴ）に置く）

★ケアマネジャー資格を有す
る看護師等＆医療相談員地域のマンパワー 55



【基本チェックリストの実施について】
当面は、地域包括支援センターへの来所者の相談内容を丁寧に聴きだし、２号被保険者である場合や
予防給付の併用（希望）がある場合は、要支援・要介護認定を案内するほか、本人の強い希望がある場
合も要支援・要介護認定の手続きを案内する方針。
基本チェックリストのメリット（すみやかな総合事業の利用）を説明し、理解を得た上で、チェックリストを実
施し、該当したときは、その後のアセスメントにより適切な総合事業の利用につなげていく。
制度実施が進むとともに基本チェックリストのメリットが周知されるのを見計らい、徐々に、その活用を積
極的に進めていく考えです。

マクロ的観点
○ 第６期計画で位置付けた目指すべき介護予防のあり方や地域包括ケアシステムの
推進の必要性を、地域包括支援センター、ケアマネジャー（事業所）と共有化する。
○ 総合事業導入後におけるケアマネジメントとは従来の介護予防ケアマネジメントの延
長であるという先入観であってはならない。新しいケアマネジメントの方針をまとめ、地域
包括支援センター等に示していく。

ミクロ的観点
○ 要支援者等を対象とした適切なアセスメントに基づき、生活機能の改善等の目標とそ
の達成時期を明確化し、利用者、家族と共有化する。目標の達成後は、一般介護予
防事業等の社会参加の仕組みの中で生活機能が維持できるようにマネジメントを行っ
ていく。
○ 目標達成に資するサービス、支援について、多様な選択肢の中から組み合わせて介
護予防ケアプランに位置付ける。
○ ＰＤＣＡの徹底によるケアプランの柔軟な見直し、目標達成のための取り組みに努力
し、漫然なマネジメントとしない。必要に応じ、個別検討方式の地域ケア会議を活用す
る。

新しいケアマネジメントの方針について
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平成２７年度中に総合事業をスタートする方向で再検討・取り組む場合のフロー案

協議体（第１層）の立ち上げ
・総合事業に向けた課題抽出と解決の方向性
・住民主体、住民参加の拠点探し、拠点づくり
・社会資源、人材資源の充足状況

・地域包括支援センター等から地域の社会資源、人材資源の状況を取材する。
・モデルとなる先行事例を研究
・事業台帳システム、支払システムの構築に向けた準備

・新たな介護予防ケア
マネジメントの実施
方針

・事業者基準、利用料
基準、事務処理要綱等

＊ 一般介護予防事業又は介護予

防・生活支援サービス事業として

活用が期待できるところには直接出

向き情報収集する。

７月頃までに

・第６期における総合事業の導入・推進方針を再検討
・第６期計画の趣旨・内容を、地域包括支援センター
及び事業者と共有（説明の機会）

予算補正
条例改正

１２月補正予算＋条例改正
＊以下の費用に係る補正が考えられる。
・ 協議体立ち上げ、運営のための費用（報償費等）
・ 切り替え以後の介護予防事業費から地域支援事業費への付け替え
（歳入・歳出とも）

・ システム改修費用 等
＊条例で既定した総合事業開始時期の変更改正を行う。

９月頃までに

総合事業のスタート（２８年１月又は２月）・・・上限設定のメリットが使える！

多様化されたサービス、事業が徐々に展開していく

＊ 総合事業スタートの際

に準備できた事業主体

の種類により策定の範

囲、時期は異なる。

Ｈ２８年度からの本格実施に向けた事業設計～スケジュール

＊ 一般会計や無報償

で召集できれば、総合

事業スタート前に協議

体を立ち上げて話し合

いを先行させることも考

えられる。

５7



○ ２０２５年型のまちづくりに向けて、猶予はあと１１年しかありません。総合事業を活
用したまちづくりを、いち早くスタートさせる必要があります。

○ 総合事業への切り替え直後は、事業化に伴う費用が多くかかる可能性があります。
よって、１０％特例のメリットを最大限に活用できる平成２７年度中の移行が得策です。

○ 総合事業は、サービスの受け皿づくりを行うだけの仕事ではありません。総合事業を
積極的に活用して高齢者が生きがいと目標をもって住み慣れた地域で暮らせるように、
わがまちづくりを進めるプロジェクトです。

○ 居場所づくり、拠点づくりを進め、そこで地域の人たちが自分たちで「やってみたい」
という意欲が生まれ、自発的な介護予防が根付いていく。こうした、まちづくりによる介
護予防の推進が第６期の介護予防のテーマです。

○ 各自治体で先行して取り組んでいる事例を積極的に参考としてみましょう。その後
の運用で必要なところをカスタマイズしていけば、最適な‘わがまち仕様’にできます。

○ 庁内に横断的組織を立ち上げることが求められます。特に、都市計画や地域振興
部門との連携が必要です。

○ 今回の総合事業を上手く進めていくための推進エンジンは、どれだけ‘熱く’なれる
か。その熱意を地域の方々に伝え、信頼関係を築き上げられれば、地域に介護予防
の新しい‘波’が生まれるはず。全ての市町村で総合事業を活用したまちづくりの‘熱
波’を津々浦々まで伝えていきましょう。

総合事業の導入に向けたメッセージ
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流 山 市 介 護予 防 ・ 日 常 生 活 支援 総 合 事 業 の 実 施に 関 す る 要 綱  
 
 （ 趣 旨 ）  
第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 ２ ３ 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。） 第 １ １ ５  条 の ４ ５ 第 １ 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活

支 援 総 合 事 業 （ 以 下 「 総 合 事 業 」 と い う 。） の 実 施 に 関 し 、 法 及 び 介

護 保 険 法 施 行 規 則 （ 平 成 １ １ 年 厚 生 省 令 第 ３ ６ 号 。 以 下 「 施 行 規 則 」

と い う 。）に 定 め る も の の ほか 、 必 要 な 事 項 を定 め る も の と す る。  
 （ 定 義 ）  
第 ２ 条  この 要 綱 に お け る 用 語 の 意 義 は 、法 及 び 施 行 規 則 に お い て 使 用

す る 用 語 の 例 に よ る 。  
 （ 事 業 の内 容 ）  
第 ３ 条  市長 は 、総 合 事 業 とし て 、次 の 各 号 に掲 げ る 事 業 を 実 施 す る も

の と す る 。  
（ １ ） サ ービ ス 事 業  
  ア  第１ 号 訪 問 事 業  
  イ  第１ 号 通 所 事 業  
  ウ  第１ 号 生 活 支 援 事 業  
  エ  第１ 号 介 護 予 防 支 援 事 業  
（ ２ ） 一 般介 護 予 防 事 業  
  ア  介護 予 防 把 握 事 業  
  イ  介護 予 防 普 及 啓 発 事 業  
  ウ  地域 介 護 予 防 活 動 支 援 事 業  
  エ  地域 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 活 動 支 援 事 業  
  オ  一般 介 護 予 防 事 業 評 価 事 業  
 （ 総 合 事業 の 実 施 方 法 ）  
第 ４ 条  市長 は 、総 合 事 業 につ い て 、市 が 直 接 実 施 す る も の の ほ か 、次

の 各 号 に 掲 げ る 方 法 に よ り 実 施 で き る も の と す る 。  
（ １ ） 法 第１ １ ５ 条 の ４ ５ の３ 第 １ 項 に 基 づ く 指 定 事 業 者 に よ る 実 施  
（ ２ ）法 第 １ １ ５ 条 の ４ ７ 第４ 項 の 規 定 に 基 づく 施 行 規 則 第 １ ４ ０ 条 の

６ ９ の 規 定 に 適 合 す る 者 に 対 す る 委 託 に よ る 実 施  
（ ３ ）法 施 行 規 則 第 １ ４ ０ 条の ６ ２ の ３ 第 １ 項第 ２ 号 の 規 定 に 基 づ く 補

  助  
 （ 一 般 介護 予 防 事 業 の 実 施方 法 ）  
第 ５ 条  市長 は 、一 般 介 護 予防 事 業 に つ い て 、市 が 直 接 実 施 す る も の の

ほ か 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 方 法 に よ り 実 施 で き る も の と す る 。  
（ １ ）法 第 １ １ ５ 条 の ４ ７ 第４ 項 の 規 定 に 基 づく 施 行 規 則 第 １ ４ ０ 条 の

６ ９ の 規 定 に 適 合 す る 者 に 対 す る 委 託 に よ る 実 施  
（ ２ ）法 施 行 規 則 第 １ ４ ０ 条の ６ ２ の ３ 第 １ 項第 ２ 号 の 規 定 に 基 づ く 補

  助  
 （ 第 １ 号事 業 支 給 費 ）  
第 ６ 条  総合 事 業 に 係 る 第 １ 号 事 業 支 給 費 の 額 は 、当 該 各 号 に 掲 げ る 事

業 ご と に 、 当 該 各 号 に 定 め る と お り と す る 。  
（ １ ）施 行 規 則 第 １ ４ ０ 条 の６ ３ 第 １ 号 イ に 規定 す る 基 準 に 従 う 第 １ 号

訪 問 事 業  地 域 に お け る 医 療 及 び 介 護 の 総 合 的 な 確 保 を 推 進 す る

た め の 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２ ６ 年 法 律 第 ８ ３ 号 ）

第 ５ 条 の 規定 に よ る 改 正 前 の 法（ 以 下「 平 成 ２ ６ 年 改 正 前 法 」と い

う 。） 第 ８ 条 の ２ 第 ２ 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 訪 問 介 護 （ 以 下 「 旧 介

護 予 防 訪 問 介 護 」 と い う 。） に 係 る 平 成 ２ ６ 年 改 正 前 法 第 ５ ３ 条 第

２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 の 例 に よ り 算 定

し た 費 用 の額（ 当 該 額 が 現 に 当 該 事 業 の サ ー ビス に 要 し た 費 用 の 額

を 超 え る と き は 、 当 該 事 業 の サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 の 額 と す る 。）

の １ ０ ０ 分の ９ ０ に 相 当 す る 額  
（ ２ ）施 行 規 則第 １ ４ ０ 条 の６ ３ 第 １ 号 イ に 規 定 す る 基 準 に 従 う第 １ 号

通 所 事 業  平 成 ２ ６ 年 改 正 前 法 第 ８ 条 の ２ 第 ７ 項 に 規 定 す る 介 護

予 防 通 所 介 護 （ 以 下 「 旧 介 護 予 防 通 所 介 護 」 と い う 。） に 係 る 平 成

２ ６ 年 改 正 前 法 第 ５ ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が

定 め る 基 準の 例 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額（ 当 該 額 が 現 に 当 該 事 業 の

サ ー ビ ス に要 し た 費 用 の 額 を 超 え る と き は 、当 該 事 業 の サ ー ビ ス に

要 し た 費 用の 額 と す る 。） の １ ０ ０ 分 の ９ ０ に相 当 す る 額  
（ ３ ）施 行 規 則第 １ ４ ０ 条 の６ ３ の ６ 第 １ 号 イ に 規 定 す る 基 準 に従 う 第

１ 号 介 護 予 防 支 援 事 業  法 第 ５ ８ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大

臣 が 定 め る基 準 の 例 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額（ 当 該 額 が 現 に 当 該 事

業 の サ ー ビス に 要 し た 費 用 の 額 を 超 え る と き は 、当 該 事 業 の サ ー ビ

ス に 要 し た費 用 の 額 と す る 。以 下「 第 １ 号 介 護予 防 支 援 事 業 基 準 額 」

と い う 。）の １ ０ ０ 分 の １ ０ ０ に 相 当 す る 額  
（ ４ ）施 行 規 則第 １ ４ ０ 条 の６ ３ の ６ 第 ２ 号 に 規 定 す る 基 準 に 従う 第 １

号 訪 問 事 業の う ち 、主 に 雇 用 さ れ て い る 労 働 者に よ り 提 供 さ れ る 旧

介 護 予 防 訪 問 介 護 に 係 る 基 準 よ り も 緩 和 し た 基 準 に よ る サ ー ビ ス

１ 回 の 利 用 に つ き ２ ０ ０ 単 位 に １ 単 位 に つ き １ ０ 円 を 乗 じ て 得 た

額（ 当 該 額 が 現 に 当 該 事 業 の サ ー ビ ス に 要 し た費 用 の 額 を 超 え る と

き は 、 当 該 事 業 の サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 の 額 と す る 。） の １ ０ ０ 分

の ９ ０ に 相当 す る 額  
（ ５ ）施 行 規 則第 １ ４ ０ 条 の６ ３ の ６ 第 ２ 号 に 規 定 す る 基 準 に 従う 第 １

号 介 護 予 防支 援 事 業 の う ち 、主 に サ ー ビ ス 利 用開 始 時 の み に 行 う 介

護 予 防 ケ アマ ネ ジ メ ン ト  原 則 と し て 、サ ー ビ ス 提 供 開 始 月 に つ い

て の み 、法 第 ５ ８ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働大 臣 が 定 め る 基 準 の

例 に よ り 算定 し た 費 用 の 額（ 当 該 額 が 現 に 当 該事 業 の サ ー ビ ス に 要

し た 費 用 の額 を 超 え る と き は 、当 該 事 業 の サ ービ ス に 要 し た 費 用 の

額 と す る 。） の １ ０ ０ 分 の １ ０ ０ に 相 当 す る 額  
２  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、第 １ 号 事 業 支 給 費 に 関 し て 必 要 な事 項 は 、

市 長 が 別 に 定 め る 。  
 （ 給 付 管 理 ）  
第 ７ 条  居 宅 要 支 援 被 保 険 者が 総 合 事 業 を 利 用 す る 場 合 の 支 給 限度 額  

は 、要 支 援 状 態 区 分 に 応 じ 、法 第 ５ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ い て 介 護

予 防 サ ー ビ ス 費 等 区 分 支 給 限 度 基 準 額 と し て 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る

額 （ 以 下 「 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 等 区 分 支 給 限 度 基 準 額 」 と い う 。） に

つ い て 同 条 第 １ 項 の 規 定 に より 算 定 し た 額 と す る 。  

参考資料編① 総合事業の実施に関する要綱
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２  厚 生 労 働 省 告 示 で 定 め る基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト の 記 入 内 容 が 事 業 対  
象 基 準 に 該 当 し た 者 （ 以 下 「 事 業 対 象 者 」 と い う 。） が 総 合 事 業 を 利

用 す る 場 合（ 指 定 事 業 者 の サー ビ ス を 利 用 す る場 合 の み ）の 支 給 限 度

額 は 、要 支 援 １ に 係 る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 等 区分 支 給 限 度 基 準 額に つ

い て 同 条 第１ 項 の 規 定 に よ り算 定 し た 額（ 以 下「 事業 対 象 者 支 給限 度

額 」 と い う。） と す る 。  
３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、利 用 者 の 自 立 支 援 を 推 進 す る も の と し て

市 長 が 必 要と 認 め た 場 合 に は 、前 項 の 事 業 対 象者 支 給 限 度 額 を 超え る

額 を 事 業 対象 者 支 給 限 度 額 とす る こ と が で き る 。  
 （ 指 定 の 有 効 期 間 ）  
第 ８ 条  施 行 規 則 第 １ ４ ０ 条の ６ ３ の ７ の 規 定 に よ り 、市 が 定 め る 期 間

は 、 ６ 年 と す る 。  
 （ 指 定 事 業 者 の 基 準 等 ）  
第 ９ 条  法 第 １ ４ ０ 条 の ６ ３の ６ 第 １ 号 イ の 基 準 に よ り 市 が 定 め る 基  

準 及 び 同 条 第 ２ 号 の 基 準 に よ り 市 が 定 め る 基 準 並 び に 法 第 １ １ ５ 条

の ４ ５ の ３第 １ 項 の 指 定 に 関す る 手 続 き は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。   
 （ 利 用 料 ）  
第 １ ０ 条  法 第 １ １ ５ 条 の ４５ 第 ５ 項 の 規 定 よ り 、居 宅 要 支 援 被 保 険 者

及 び 事 業 対 象 者 が 総 合 事 業 を 利 用 し た と き の 利 用 料 に つ い て は 、当 該

事 業 ご と に 次 の 各 号 に 定 め る と お り と す る 。  
（ １ ）施 行 規 則第 １ ４ ０ 条 の ６ ３ 第 １ 号 イ に 規 定 す る 基 準 に 従 う 第 １ 号

訪 問 事 業  旧 介 護 予 防 訪 問 介 護 に 係 る 平 成 ２ ６ 年 改 正 前 法 第 ５ ３

条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 の 例 に よ り

算 定 し た 費用 の 額（ 当 該 額 が 現 に 当 該 事 業 の サ ー ビ ス に 要 し た 費 用

の 額 を 超 え る と き は 、 当 該 事 業 の サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 の 額 と す

る 。） の １ ０ ０ 分 の １ ０ に 相 当 す る 額 （ ２ ） 施 行 規 則 第 １ ４ ０ 条 の

６ ３ 第 １ 号 イ に 規 定 す る 基 準 に 従 う 第 １ 号 通 所 事 業  旧 介 護 予 防

通 所 介 護 に 係 る 平 成 ２ ６ 年 改 正 前 法 第 ５ ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定

す る 厚 生 労働 大 臣 が 定 め る 基 準 の 例 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額（ 当 該

額 が 現 に 当該 事 業 の サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 の 額 を 超 え る と き は 、当

該 事 業 の サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 の 額 と す る 。） の １ ０ ０ 分 の １ ０ に

相 当 す る 額  
（ ３ ）施 行 規 則第 １ ４ ０ 条 の ６ ３ の ６ 第 ２ 号 に 規 定 す る 基 準 に 従 う 第 １

号 訪 問 事 業の う ち 、主 に 雇 用 さ れ て い る 労 働 者 に よ り 提 供 さ れ る 旧

介 護 予 防 訪 問 介 護 に 係 る 基 準 よ り も 緩 和 し た 基 準 に よ る サ ー ビ ス

１ 回 の 利 用 に つ き ２ ０ ０ 単 位 に １ 単 位 に つ き １ ０ 円 を 乗 じ て 得 た

額（ 当 該 額 が 現 に 当 該 事 業 の サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 の 額 を 超 え る と

き は 、 当 該 事 業 の サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 の 額 と す る 。） の １ ０ ０ 分

の １ ０ に 相当 す る 額  
 （ 委 任 ）  
第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め るも の の ほ か 、総 合 事 業 の 実 施 に 関 し 必 要 な

事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  
附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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流 山 市 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 指 定 事 業 者 の 指 定 に  
関 す る 要 綱  

 
 （ 趣 旨 ）  
第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 ２ ３ 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。）第 １ １ ５  条 の ４５ 第 １ 項 に 規 定 する 第 １ 号 事 業 を 行 う 事  
業 者 の 指 定 に 関 し 必 要 な 事 項を 定 め る も の と する 。  

 （ 定 義 ）  
第 ２ 条  この 要 綱 に お け る 用語 の 意 義 は 、法 及 び 施行 規 則 に お い て 使 用

す る 用 語 の 例 に よ る 。  
（ 事 業 者 指 定 ）  

第 ３ 条  法第 １ １ ５ 条 の ４ ５の ５ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 指 定 事 業 者 の  
指 定 を 受 けよ う と す る 者 は 、流 山 市 介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 総 合事 業

指 定 事 業 者指 定 申 請 書（ 別 記 第 １号 様 式 ）に 、関 係 書 類 を 添 え て 市 長

に 申 請 し なけ れ ば な ら な い 。  
２  市 長 は、前 項 の 規 定 に よる 申 請 を 受 け た とき は 、そ の 内 容 を審 査 し 、

指 定 の 可 否を 決 定 し 、流 山 市 介 護 予 防・日 常 生 活支 援 総 合 事 業 指 定 事

業 者 指 定 通知 書（ 別 記 第 ２ 号様 式 ）又 は 流 山 市介 護 予 防・日 常 生 活 支

援 総 合 事 業指 定 事 業 者 指 定 申請 却 下 通 知 書（ 別 記 第 ３ 号 様 式）に よ り 、

同 項 の 申 請を し た 者 に 通 知 する も の と す る 。  
３  前 項 の規 定 に よ り 指 定 する 旨 の 通 知 を 受 け た 者 は 、そ の 旨 を 当 該 指

定 に 係 る 事 業 所 の 見 や す い 場所 に 掲 示 し な け れば な ら な い 。  
（ 指 定 の 更 新 ）  

第 ４ 条  法第 １ １ ５ 条 の ４ ５の ６ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 指 定 事 業 者 の  
更 新 を 受 けよ う と す る 者 は 、流 山 市 介 護 予 防・日常 生 活 支 援 総 合 事 業

指 定 事 業 者指 定 更 新 申 請 書（ 別 記 第 ４ 号 様 式）に 、関 係 書 類 を 添え て

市 長 に 申 請し な け れ ば な ら ない 。  
２  市 長 は、前 項 の 規 定 に よる 申 請 を 受 け た とき は 、そ の 内 容 を審 査 し 、

指 定 更 新 の可 否 を 決 定 し 、流 山 市 介 護 予 防・日 常生 活 支 援 総 合 事 業 指

定 事 業 者 指定 更 新 通 知 書（ 別 記 第 ５ 号 様 式 ）又 は 流 山 市 介 護 予 防・日

常 生 活 支 援総 合 事 業 指 定 事 業者 指 定 更 新 申 請 却 下 通 知 書（ 別 記 第 ６ 号

様 式 ） に より 、 同 項 の 申 請 をし た 者 に 通 知 す るも の と す る 。  
３  前 項 の規 定 に よ り 指 定 する 旨 の 通 知 を 受 け た 者 は 、そ の 旨 を 当 該 指

定 に 係 る 事 業 所 の 見 や す い 場所 に 掲 示 し な け れば な ら な い 。  
（ 変 更 の 届 出 等 ）  

第 ５ 条  第５ 条 第 ２ 項 の 規 定に よ る 指 定 事 業 者 の 指 定（ 第 １ ０ 条 第 ２ 項

の 規 定 に よ る 指 定 の 更 新 に 係 る 指 定 を 含 む 。） を 受 け て い る 者 （ 以 下

「 指 定 事 業 者 」 と い う 。） は 、 施 行 規 則 第 １ ４ ０ 条 の ６ ３ の ５ 第 １ 項

で 定 め る 事項 に 変 更 が あ っ たと き は 、１ ０ 日 以 内 に 、流 山 市 介 護 予 防・

日 常 生 活 支援 総 合 事 業 指 定 事業 者 変 更 届 出 書（ 別 記 第 ７ 号 様 式 ）に よ

り 、 市 長 に 届 け 出 な け れ ば なら な い 。  
２  指 定 事業 者 は 、当 該 指 定 に係 る 事 業 を 廃 止 し 、又 は 休 止 し よ う と す

る と き は 、流 山 市 介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 指 定 事 業 者 廃止・休

止 届 出 書 （別 記 第 ８ 号 様 式 ）に よ り 、 当 該 廃 止 又 は 休 止 の 日 の １ 月  

参考資料編② 総合事業指定事業者の指定に関する要綱

前 ま で に 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  
３  指 定 事 業 者 は 、 休 止 し た当 該 指 定 に 係 る 事 業 を 再 開 し た と きは 、  

１ ０ 日 以 内 に 、流 山 市 介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 指 定 事 業 再 開

届 出 書 （ 別 記 第 ９ 号 様 式 ） に よ り 、 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

 （ 指 定 の 取 消 し 等 ）  
第 ６ 条  市 長 は 、法 第 １ １ ５ 条 の ４ ５ の ９ の 規 定 に よ り 、指 定 事 業 者 の

指 定 を 取 り 消 し 、又 は 期 間 を 定 め て そ の 指 定 事 業 者 の 指 定 の 全 部 若 し

く は 一 部 の 効 力 を 停 止 し た と き は 、流 山 市 介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 総

合 事 業 指 定 事 業 者 指 定 取 消 し・停 止 通 知 書（ 別 記 第 １ ０ 号 様 式 ）に よ

り 、 当 該 指 定 の 取 消 し 又 は 停 止 に 係 る 者 に 通 知 す る も の と す る 。  
（ 委 任 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る もの の ほ か 、第 １ 号 事 業 を 行 う 事 業 者 の 指 定

に 関 し 必 要な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  
附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 
 
【  別 記 様 式  － 略 －  】  
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流 山 市 指 定訪 問 型 サ ー ビ ス Ａの 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に  
関 す る 基 準を 定 め る 要 綱  

 
 （ 趣 旨 ）  
第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 ２ ３ 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。） 第 １ １ ５  条 の ４ ５ 第 １ 項 第 １ 号 イ に 規 定 す る 第 １ 号 訪 問

事 業 （ 以 下 「 訪 問 型 サ ー ビ ス 」 と い う 。） の う ち 介 護 保 険 法 施 行 規 則

（ 平 成 １ １ 年 厚 生 省 令 第 ３ ６ 号 。 以 下 「 施 行 規 則 」 と い う 。） 第

１ ４ ０ 条 の ６ ３ の ６ 第 ２ 号 の規 定 に 基 づ き、主 に 雇 用 さ れ て い る 労 働

者 に よ り 提 供 さ れ る 旧 介 護 予 防 訪 問 介 護 に 係 る 基 準 よ り も 緩 和 し た

基 準 に よ る サ ー ビ ス （ 以 下 「 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ 」 と い う 。） の 事 業 の

人 員 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 につ い て 定 め る も のと す る 。  
 （ 定 義 ）  
第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、次の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、そ れぞ れ

当 該 各 号 に定 め る と こ ろ に よる 。  
（ １ ）旧 介 護 予防 訪 問 介 護  地 域 に お け る 医 療 及 び 介 護 の 総 合 的 な 確 保

を 推 進 す るた め の 関 係 法 律 の整 備 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 ２ ６ 年 法 律

第 ８ ３ 号 ）第 ５ 条 の 規 定 に よる 改 正 前 の 法 第 ８条 の ２ 第 ２ 項 に 規 定

す る 介 護 予防 訪 問 介 護 を い う。  
（ ２ ）地 域 包 括支 援 セ ン タ ー等  地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 及 び 地 域 包 括 支

援 セ ン タ ーか ら の 委 託 に 基 づい て 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト を 実 施 す  
る 居 宅 介 護支 援 事 業 者 を い う。  

（ ３ ）要 支 援 者等  要 支 援 認定 者 及 び 厚 生 労 働 省 告 示 で 定 め る 基 本 チ ェ

ッ ク リ ス ト（ 以 下 「 基 本 チ ェッ ク リ ス ト 」 と い う 。） の 記 入 内 容が  
事 業 対 象 基準 に 該 当 し た 者 （以 下 「 事 業 対 象 者 」 と い う 。）  

（ ４ ）常 勤 換 算方 法  当 該 事業 所 の 従 業 者 の 勤 務 延 時 間 数 を 当 該 事 業 所

に お い て 常勤 の 従 業 者 が 勤 務す べ き 時 間 数 で 除 す る こ と に よ り 、当

該 事 業 所 の従 業 者 の 員 数 に 換算 す る 方 法 を い う 。  
 （ 事 業 の 一 般 原 則 ）  
第 ３ 条  法 第 １ １ ５ 条 の ４ ５の ５ 第 １ 項 の 規 定に よ り 訪 問 型 サ ー ビ ス  

Ａ の 事 業 に係 る 指 定 事 業 者 の指 定 を 受 け た 者（ 以 下「 指 定 訪 問 型Ａ 事

業 者 」 と いう 。） は 、 利 用 者 の 意 思 及 び 人 格 を 尊 重 し て 、 常 に 利用 者  
の 立 場 に 立っ た サ ー ビ ス の 提供 に 努 め な け れ ばな ら な い 。  

２  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、事業 を 運 営 す る に当 た っ て は 、地 域 と の 結

び つ き を 重視 し 、市 、他 の サ ー ビ ス 事 業 者 そ の 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス

及 び 福 祉 サー ビ ス を 提 供 す る者 と の 連 携 に 努 めな け れ ば な ら な い 。  
 （ 基 本 方 針 ）  
第 ４ 条  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者か ら 当 該 指 定 に 係る 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ を  

行 う 事 業 所に よ り 行 わ れ る 訪問 型 サ ー ビ ス Ａ （以 下 「 指 定 訪 問 型 サ  
ー ビ ス Ａ 」と い う 。） の 事 業 は 、 そ の 利 用 者 が 可 能 な 限 り そ の 居宅 に  
お い て 、 要支 援 状 態 の 維 持 若し く は 改 善 又 は 生活 機 能 の 維 持 又 は 向  
上 を 図 り 、自 立 し た 日 常 生 活を 営 む こ と が で きる よ う 、 掃 除 、 買 い  
物 、 調 理 など の 生 活 支 援 を 行う こ と に よ り 、 利用 者 の 心 身 機 能 の 維  

持 回 復 を 図り 、 も っ て 利 用 者の 生 活 機 能 の 維 持又 は 向 上 を 目 指 す も

の で な け れば な ら な い 。  
２  指 定 訪問 型 サ ー ビ ス Ａ の事 業 は 、 当 該 サ ー ビ ス の 利 用 に より 生 活  

機 能 の 維 持 、向 上 等 を 図 る こと が 適 切 で あ る こと を 地 域 包 括 支 援セ ン

タ ー 等 の ケア マ ネ ジ メ ン ト によ り 認 め ら れ た 要 支 援 者 等 が 利 用 する  
も の と す る。  

３  指 定 訪問 型 Ａ 事 業 者 は 、要 支 援 者 等 の ニ ー ズ に 応 じ て 明 確な 目 標  
を 定 め て 、自立 支 援 に 資 す る サ ー ビ ス を 提 供 する こ と に よ り 、一 般介

護 予 防 事 業等 へ の 移 行 を 図 るよ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  
 （ 従 業 者等 の 員 数 ）  
第 ５ 条  指定 訪 問 Ａ 事 業 者 は 、当 該 事 業 を 行 う事 業 所（ 以 下「 指 定訪 問

型 Ａ 事 業 所 」 と い う 。）ご と に 、 従 業 者 （ 指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ の 提

供 に 当 た る介 護 福 祉 士 、法 第 ８ 条 の ２ 第 ２ 項 に規 定 す る 政 令 で 定め る

者 、 別 に 市 長 が 定 め る 研 修 を 受 講 し た 者 を い う 。 以 下 同 じ 。） に つ い

て 、当 該 指 定 訪 問 型 サ ービ ス Ａ の 提 供 を 適 切 に実 施 す る た め に 必要 な

員 数 を 置 かな け れ ば な ら な い。  
２  指 定 訪問 型 Ａ 事 業 者 が 指定 訪 問 介 護 事 業 者 （ 指 定 居 宅 サ ー ビス 等  

の 事 業 の 人員 、 設 備 及 び 運 営に 関 す る 基 準 （ 平 成 １ １ 年 厚生 省 令 第  
３ ７ 号 。 以 下 「 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 」 と い う 。） 第 ５ 条 第 １ 項 に

規 定 す る 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。） 又 は 指 定 介 護 予 防

訪 問 介 護 事業 者（ 介 護 保 険 法施 行 規 則 等 の 一 部を 改 正 す る 省 令（ 平成

２ ７ 年 省 令第 ４ 号 ）第 ５条 の 規 定 に よ る 改 正 前の 指 定 介 護 予 防 サー ビ

ス 等 の 事 業の 人 員 、設 備及 び 運 営 並 び に 指 定 介護 予 防 サ ー ビ ス 等に 係

る 介 護 予 防の た め の 効 果 的 な支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準（ 平 成 １ ８ 年 厚

生 労 働 省 令第 ３ ５ 号 。以下「 旧 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準」と い う 。）

第 ５ 条 第 １項 に 規 定 す る 指 定介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 者 を いう 。以 下 同

じ 。） の 指 定 を 併 せ て 受け 、 か つ 、 指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ の 事 業 と 指

定 訪 問 介 護（ 指 定 居 宅 サー ビ ス 等 基 準 第 ３ 条 に規 定 す る 指 定 訪 問介 護

を い う 。 以 下 同 じ 。） 又は 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 （ 旧 指 定 介 護 予 防 サ

ー ビ ス 等 基準 第 ４ 条 に 規 定 する 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 を いう 。以 下 同

じ 。） の 事 業 が 同 一 の 事業 所 に お い て 一 体 的 に 運 営 さ れ て い る 場 合 に

あ っ て は 、当 該 事 業 所 にお け る 指 定 訪 問 型 サ ービ ス Ａ 及 び 指 定 訪問 介

護 又 は 指 定介 護 予 防 訪 問 介 護に 係 る 訪 問 介 護 員 等（ 指 定 居 宅 サ ービ ス

等 基 準 第 ５ 条 第 １ 項 又 は 旧 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準 第 ５ 条 第 １

項 の 訪 問 介 護 員 等 を い う 。） の 員 数 を 、 常 勤 換 算 方 法 で 、 ２ ． ５ 人 以

上 と す る 。  
３  指 定 訪問 型 Ａ 事 業 者 は、指 定 訪 問 型 Ａ 事 業所 ご と に 、従 業 者 の う ち 、

当 該 事 業 所 に お け る 指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ に 係 る 利 用者 の 数 に 応 じ 、

必 要 な 数 の者 を 訪 問 事 業 責 任者 と し な け れ ば な ら な い 。  
４  指 定 訪問 型 Ａ 事 業 者 が 指定 訪 問 介 護 事 業 者 又 は 指 定 介 護 予防 訪 問  

介 護 事 業 者の 指 定 を 併 せ て 受け 、か つ 、指 定 訪 問型 サ ー ビ ス Ａ の事 業

と 指 定 訪 問 介 護 の 事 業 又 は 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 の 事 業 が 同 一 の 事

業 所 に お いて 一 体 的 に 運 営 され て い る 場 合 に つい て は 、指定 居 宅 サ ー

参考資料編③ 訪問型サービスＡの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
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ビ ス 等 基 準 第 ５ 条 第 ２ 項 又 は 旧 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準 第 ５ 条

第 ２ 項 の 規 定 に よ り 置 く べ き サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 の 員 数 は 、当 該 事 業

所 に お け る 指 定 訪 問 介 護 又 は 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 に 係 る 利 用 者（ 以

下 「 指 定 訪 問 介 護 等 利 用 者 」 と い う 。） の 数 が ４ ０ 又 は そ の 端 数 を 増

す ご と に １ 人 以 上 の 者 を 置 か な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、

当 該 サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 の 員 数 に つ い て は 、指 定 訪 問 介 護 等 利 用 者 の

数 に 応 じ て 常 勤 換 算 方 法 に よ る こ と が で き る 。  
５  前 項 の 利 用 者 の 数 は 、前 ３ 月 の 平 均 値 と す る 。た だ し 、新 規 に 指 定

を 受 け る 場 合 は 、 推 定 数 に よ る 。  
６  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 が 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 又 は 指 定 介 護 予 防 訪 問  

介 護 事 業 者 の 指 定 を 併 せ て 受 け 、か つ 、指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ の 事 業

と 指 定 訪 問 介 護 の 事 業 又 は 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 の 事 業 が 同 一 の 事

業 所 に お い て 一 体 的 に 運 営 さ れ て い る 場 合 に つ い て は 、指 定 居 宅 サ ー

ビ ス 等 基 準 第 ５ 条 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 又 は 旧 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等

基 準 第 ５ 条 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で に 規 定 す る 人 員 に 関 す る 基 準 を 満

た す こ と を も っ て 、第 ２ 項 及 び 第 ４ 項 に 規 定 す る 基 準 を 満 た し て い る

も の と み な す こ と が で き る 。  
 （ 管 理 者 ）  
第 ６ 条  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、 指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 所 ご と に 専 ら そ の  

職 務 に 従 事 す る 常 勤 の 管 理 者 を 置 か な け れ ば な ら な い 。た だ し 、指 定

訪 問 型 Ａ 事 業 所 の 管 理 上 支 障 が な い 場 合 は 、当 該 指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 所

の 他 の 職 務 に 従 事 し 、又 は 同 一 敷 地 内 に あ る 他 の 事 業 所 、施 設 等 の 職

務 に 従 事 す る こ と が で き る も の と す る 。  
 （ 設 備 に 関 す る 基 準 ）  
第 ７ 条  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 所 に は 、事 業 の 運 営 を 行 う た め に 必 要 な 広 さ

を 有 す る 専 用 の 区 画 を 設 け る ほ か 、指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ の 提 供 に 必

要 な 設 備 及 び 備 品 等 を 備 え な け れ ば な ら な い 。  
２  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 が 、 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 又 は 指 定 介 護 予 防 訪  

問 介 護 事 業 者 の 指 定 を 併 せ て 受 け 、か つ 、指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ の 事

業 と 指 定 訪 問 介 護 の 事 業 又 は 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 の 事 業 が 同 一 の

事 業 所 に お い て 一 体 的 に 運 営 さ れ て い る 場 合 に つ い て は 、指 定 居 宅 サ

ー ビ ス 等 基 準 第 ７ 条 第 １ 項 又 は 旧 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準 第 ７

条 第 １ 項 に 規 定 す る 設 備 に 関 す る 基 準 を 満 た す こ と を も っ て 、前 項 に

規 定 す る 基 準 を 満 た し て い る も の と み な す こ と が で き る 。  
（ 内 容 及 び 手 続 き の 説 明 及 び 同 意 ）  

第 ８ 条  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、 指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ の 提 供 の 開 始  
に 際 し 、あ ら か じ め 、利 用 申 込 者 又 は そ の 家 族 に 対 し 、第 １ ２ 条 に 規

定 す る 重 要 事 項 に 関 す る 規 程 の 概 要 そ の 他 の 利 用 申 込 者 の サ ー ビ ス

の 選 択 に 資 す る と 認 め ら れ る 重 要 事 項 を 記 し た 文 書 を 交 付 し て 説 明

を 行 い 、当 該 提 供 の 開 始 に つ い て 利 用 申 込 者 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら

な い 。  
（ 提 供 拒 否 の 禁 止 ）  

第 ９ 条  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、正 当 な 理 由 な く 、指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス

 

Ａ の 提 供 を 拒 ん で は な ら な い 。  
 （ サ ー ビ ス の 提 供 の 記 録 ）  
第 １ ０ 条  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、 指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ を 提 供 し た  

際 に は 、当 該 指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ の 提 供 日 及 び 内 容 、法 定 代 理 受 領

（ 法 第 １ １ ５ 条 の ４ ５ の ３ 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 第 １ 号 事 業 支 給 費 が

利 用 者 に 代 わ り 当 該 訪 問 Ａ 事 業 者 に 支 払 わ れ る こ と を い う 。 以 下 同

じ 。） に 係 る 第 １ 号 事 業 支 給 費 （ 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 第 １ 号 事 業 支

給 費 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 額 そ の 他 必 要 な 事 項 を 、 当 該 利 用 者 の 指

定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ の 提 供 に 係 る 計 画 を 記 載 し た 書 面 又 は こ れ に 準

ず る 書 面 に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
２  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、 指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ を 提 供 し た 際 に は 、

提 供 し た 具 体 的 な サ ー ビ ス の 内 容 等 を 記 録 す る と と も に 、利 用 者 か ら

の 申 出 が あ っ た 場 合 に は 、文 書 の 交 付 そ の 他 適 切 な 方 法 に よ り 、そ の

情 報 を 利 用 者 に 対 し て 提 供 し な け れ ば な ら な い 。  
 （ 利 用 料 等 の 受 領 ）  
第 １ １ 条  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、 法 定 代 理 受 領 に 係 る 指 定 訪 問 型 サ  

ー ビ ス Ａ を 提 供 し た 際 に は 、そ の 利 用 者 か ら 利 用 料 の 一 部 と し て 、当

該 指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ に 係 る 第 １ 号 事 業 支 給 費 基 準 額（ 法 第 １ １ ５

条 の ４ ５ の ３ 第 ２ 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り

市 が 算 定 し た 費 用 の 額（ そ の 額 が 現 に 当 該 指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ に 要

し た 費 用 の 額 を 超 え る と き は 、当 該 現 に 指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ に 要 し

た 費 用 の 額 と す る 。）を い う 。以 下 同 じ 。）か ら 当 該 指 定 訪 問 型 Ａ 事 業

者 に 支 払 わ れ る 第 １ 号 事 業 支 給 費 の 額 を 控 除 し て 得 た 額 の 支 払 を 受

け る も の と す る 。  
２  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、 法 定 代 理 受 領 に 該 当 し な い 指 定 訪 問 型 サ  

ー ビ ス Ａ を 提 供 し た 際 に そ の 利 用 者 か ら 支 払 を 受 け る 利 用 料 の 額 と 、

指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ に 係 る 第 １ 号 事 業 支 給 費 基 準 額 と の 間 に 不 合

理 な 差 額 が 生 じ な い よ う に し な け れ ば な ら な い 。  
３  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、前 ２ 項 の 支 払 を 受 け る 額 の ほ か 、利 用 者 の

選 定 に よ り 通 常 の 事 業 の 実 施 地 域 以 外 の 地 域 の 居 宅 に お い て 指 定 訪

問 型 サ ー ビ ス Ａ を 行 う 場 合 は 、そ れ に 要 し た 交 通 費 の 額 の 支 払 を 利 用

者 か ら 受 け る こ と が で き る 。  
４  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、前 項 の 費 用 の 額 に 係 る サ ー ビ ス の 提 供 に 当

た っ て は 、あ ら か じ め 、利 用 者 又 は そ の 家 族 に 対 し 、当 該 サ ー ビ ス の

内 容 及 び 費 用 に つ い て 説 明 を 行 い 、利 用 者 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な

い 。  
 （ 運 営 規 程 ）  
第 １ ２ 条  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 所 ご と に 、事 業 の

目 的 及 び 運 営 の 方 針 、営 業 日 及 び 営 業 時 間 、従 業 者 の 員 数 及 び 職 務 内

容 、指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ の 内 容 及 び 利 用 料 そ の 他 の 費 用 の 額 、通 常

の 事 業 の 実 施 地 域 、緊 急 時 等 に お け る 対 応 方 法 そ の 他 の 運 営 に 関 す る

重 要 事 項 に 関 す る 規 程 を 定 め て お か な け れ ば な ら な い 。  
（ 衛 生 管 理 等 ）  
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第 １ ３ 条  指 定 訪 問 型 Ａ 業 者 は 、従 業 者 の 清 潔 の 保 持 及 び 健 康 状 態 の 管

理 の た め の 対 策 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  
（ 秘 密 保 持 等 ）  

第 １ ４ 条  指 定 訪 問 A 事 業 者 は 、 従 業 者 又 は 従 業 者 で あ っ た 者 が 、 正  
当 な 理 由 が な く 、そ の 業 務 上 知 り 得 た 利 用 者 又 は そ の 家 族 の 秘 密 を 漏

ら す こ と が な い よ う 、 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  
 （ 苦 情 処 理 ）  
第 １ ５ 条  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、 提 供 し た 指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ に  

係 る 利 用 者 及 び そ の 家 族 か ら の 苦 情 に 迅 速 か つ 適 切 に 対 応 す る た め

の 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  
２  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、前 項 の 苦 情 を 受 け 付 け た 場 合 に は 、当 該 苦

情 の 内 容 等 を 記 録 し な け れ ば な ら な い 。  
３  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、提 供 し た 指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ に 関 し 、法

第 １ １ ５ 条 の ４ ５ の ７ の 規 定 に よ り 市 が 行 う 報 告 等 の 求 め 、市 の 職 員

か ら の 質 問 、帳 簿 書 類 そ の 他 の 物 件 の 検 査 等 に 応 じ る と と も に 、市 か

ら 指 導 又 は 助 言 を 受 け た 場 合 に お い て は 、当 該 指 導 又 は 助 言 に 従 っ て

必 要 な 改 善 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
４  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、市 か ら の 求 め が あ っ た 場 合 に は 、前 項 の 改

善 の 内 容 を 市 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  
（ 事 故 発 生 時 の 対 応 ）  

第 １ ６ 条  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、 利 用 者 に 対 す る 指 定 訪 問 型 サ ー ビ  
ス Ａ の 実 施 に よ り 事 故 が 発 生 し た 場 合 に 、次 の 各 号 に 掲 げ る 措 置 を 講

ず る 旨 及 び そ の 実 施 方 法 を 定 め な け れ ば な ら な い 。  
（ １ ）当 該 利 用 者 の 家 族 、当 該 利 用 者 に 係 る 指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ の 事

業 に よ る 援 助 を 行 う 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 等 に 連 絡 を 行 う と と も

に 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。  
（ ２ ） 事 故 の 状 況 及 び 事 故 に 際 し て 採 っ た 処 置 に つ い て 記 録 す る こ と 。

（ ３ ）賠 償 す べ き 事 故 が 発 生 し た 場 合 は 、損 害 賠 償 を 速 や か に 行 う こ と 。

 （ 個 別 サ ー ビ ス 計 画 ）  
第 １ ７ 条  訪 問 事 業 責 任 者 は 、利 用 者 の 日 常 生 活 全 般 の 状 況 及 び 希 望 を

踏 ま え て 、必 要 に 応 じ 、指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ の 目 標 、当 該 目 標 を 達

成 す る た め の サ ー ビ ス の 提 供 内 容 等 を 記 載 し た 個 別 サ ー ビ ス 計 画（ 以

下 「 個 別 サ ー ビ ス 計 画 」 と い う 。） を 作 成 す る も の と す る 。  
２  個 別 サ ー ビ ス 計 画 は 、既 に 法 第 ８ 条 の ２ 第 １ ６ 項 に 規 定 す る 介 護 予

防 サ ー ビ ス 計 画（ 施 行 規 則 第 ８ ３ 条 の ９ 第 １ 号 ハ 及 び ニ に 規 定 す る 計

画 を 含 む 。） 又 は 施 行 規 則 第 １ ４ ０ 条 の ６ ２ の ５ 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定

す る 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 等 ご と に 作 成 さ れ る 計 画（ 以 下「 介 護 予 防 サ

ー ビ ス 計 画 等 」 と い う 。） が 作 成 さ れ て い る 場 合 は 、 当 該 計 画 の 内 容

に 沿 っ て 作 成 す る も の と す る 。  
３  訪 問 事 業 責 任 者 は 、個 別 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 に 当 た っ て は 、そ の 内

容 に つ い て 利 用 者 又 は そ の 家 族 に 対 し て 説 明 し 、利 用 者 の 同 意 を 得 な

け れ ば な ら な い 。  
４  訪 問 事 業 責 任 者 は 、個 別 サ ー ビ ス 計 画 を 作 成 し た 際 に は 、当 該 個 別

サ ー ビ ス 計画 を 利 用 者 に 交 付 し な け れ ば な ら ない 。   
５  訪 問 事業 責 任 者 は 、個 別 サ ー ビ ス 計 画 に 係る 利 用 者 の 状 態 、当 該 利

用 者 に 対 する 指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ の 提 供 状 況等 に つ い て 、適 時 、当

該 サ ー ビ ス の 提 供 に 係 る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 等 を 作 成 し た 指 定 介

護 予 防 支 援事 業 者 に 報 告 す る も の と す る 。  
６  訪 問 事業 責 任 者 は 、必 要 に 応 じ 、当 該 個 別 サー ビ ス 計 画 の 実 施 状 況

の 把 握 を 行い 、そ の 結 果 を 記 録 し 、当 該 記 録 を当 該 サ ー ビ ス の 提 供 に

係 る 介 護 予防 サ ー ビ ス 計 画 等 を 作 成 し た 指 定 介護 予 防 支 援 事 業 者に  
報 告 す る もの と す る 。  

 （ 記 録 の整 備 ）  
第 １ ８ 条  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、 利 用 者 に 対す る 指 定 訪 問 型 サ ー ビ  

ス Ａ の 提 供に 関 し 、前 条 の 個 別 サ ー ビ ス 計 画（ 作 成 し た 場 合 に 限る 。）、

提 供 し た 具体 的 な サ ー ビ ス の 内 容 等 の 記 録 、利 用 者 及 び そ の 家 族 か ら

の 苦 情 の 内 容 等 の 記 録 並 び に 発 生 し た 事 故 の 状 況 及 び 事 故 に 際 し て

採 っ た 処 置に つ い て の 記 録 を 整 備 し 、そ の 完 結 の 日 か ら ２ 年 間 保 存 し

な け れ ば なら な い 。  
 （ 廃 止 ・休 止 の 届 出 と 便 宜 の 提 供 ）  
第 １ ９ 条  指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 は 、 当 該 指 定 訪問 型 サ ー ビ ス Ａ の 事 業  

を 廃 止 し 、又は 休 止 し よ う と す る と き は 、そ の 廃止 又 は 休 止 の 日 の １

月 前 ま で に 、次の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 市 長 に 届け 出 な け れ ば な ら な い 。

（ １ ） 廃 止し 、 又 は 休 止 し よ う と す る 年 月 日  
（ ２ ） 廃 止し 、 又 は 休 止 し よ う と す る 理 由  
（ ３ ） 現 に指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ を 受 け て い る者 に 対 す る 措 置  
（ ４ ） 休 止し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、 休 止の 予 定 期 間  
２  指 定 訪問 型 Ａ 事 業 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る事 業 の 廃 止 又 は 休 止 の  

届 出 を し たと き は 、当 該 届 出 の 日前 １ 月 以 内 に当 該 指 定 訪 問 型 サ ー ビ

ス Ａ を 受 けて い た 者 で あ っ て 、当該 事 業 の 廃 止又 は 休 止 の 日 以 後 に お

い て も 引 き 続 き 当 該 指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ に 相 当 す る サ ー ビ ス の 提

供 を 希 望 する 者 に 対 し 、必 要 な 指定 訪 問 型 サ ービ ス Ａ 等 が 継 続 的 に 提

供 さ れ る よう 、指 定 訪 問 型 Ａ 事 業 者 そ の 他 関 係者 と の 連 絡 調 整 そ の 他

の 便 宜 の 提供 を 行 う こ と 。  
（ 準 用 ）  

第 ２ ０ 条  介 護 保 険 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正す る 省 令（ 平 成 ２ ７ 年厚

生 労 働 省 令第 ４ 号 ）附 則 第 ２ 条 第３ 号 若 し く は第 ４ 条 第 ３ 号 の 規 定 に

よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ た 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の

事 業 の 人 員 、設備 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護

予 防 の た めの 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準（ 平 成 １ ８ 年 厚 生 労 働

省 令 第 ３ ５号 ）第 １ １ 条、第 １ ３ 条 、第 １ ４ 条（ 第 ２ 項 を 除 く 。）、第

１ ６ 条 、 第１ ８ 条 、 第 ２ １ 条 、 第 ２ ２ 条 、 第 ２４ 条 、 第 ２ ５ 条 、 第  
３ ０ 条 、第 ３ ２ 条 、第 ３ ３ 条 、第 ３ ６ 条 の 規 定 は 、指 定 訪 問 型 サ ー ビ

ス Ａ の 事 業の 基 準 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、こ れ ら の規

定 中「 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 者 」とあ る の は「 指 定 訪 問 型 Ａ 事 業

者 」 と 、「指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 」 と あ る の は「 指 定 訪 問 型 サ ー ビ ス  
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Ａ」 と 、「 介 護 予 防 訪 問 介 護 」と あ る の は 「訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ 」 と 、

「訪 問 介 護員 」及 び と あ る のは「 従 業者 」と 、「 サ ー ビ ス 提 供 責 任者 」

とあ る の は「訪 問 事 業 責 任 者」と 、第 １ １ 条 第１ 項 中「 要支 援 認定 の

有無 」と あ るの は「 要 支 援 認 定又 は 事 業 対象 者 であ る こ と の 有 無」と 、

第２ ５ 条 第３ 項 中「 第 ５条 第 ２ 項 」を「流 山 市 指 定訪 問 型 サ ー ビス Ａ

の事 業 の 人員 、設 備 及 び 運営 に 関す る 基 準 を 定め る 要 綱 第５ 条 第３ 項 」

と読 み 替 える も の と す る 。  
 （ 委 任 ）  
第 ２ １ 条  第 ３ 条か ら 前 条 に定 め る も の のほ か 、指 定 訪 問 型 サ ービ ス  

Ａ の 事 業の 人 員、設 備 及 び 運営 に 関す る 基 準 につ い て は 、市 長 が 別に

定 め る 。  
   附 則  
 こ の 要 綱は 、 平成 ２ ７ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  
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流山市生活支援コーディネーターの設置に関する要領  
 

（趣旨）  
第１条 この要領は、生活支援コーディネーターの設置に関し、必要な事項を  

定めるものとする。  
（設置）  

第２条 地域における多様な主体による多様な取り組みのコーディネート機能

を果たし、高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進すること

を目的として、生活支援コーディネーターを設置する。  
２ 生活支援コーディネーターは、流山市域（以下「市域」という。）で活動

するコーディネーター（以下「市域コーディネーター」という。）及び日常生

活圏域（以下「圏域」という。）で活動する生活支援コーディネーター（以下

「圏域コーディネーター」という。）で構成する。  
（委嘱）  

第３条 生活支援コーディネーターは、次に掲げる要件を満たす者から市長が

委嘱する。  
（１）市民活動への理解があり、地域における助け合いや高齢者の生活支援に  

関する活動等に従事した実績がある者  
（２）地域の公益的活動の視点を持ち、多様な理念をもつ地域のサービス提供  

主体と連絡調整ができる者  
（３）公平・公正な視点をもって活動に従事できる者  

（市域コーディネーターの活動内容）  
第４条 市域コーディネーターは、市域において、次の各号に掲げる活動を行

う。  
（１）市域における協議体の設置及び運営の検討に関すること。  
（２）地域包括支援センター等の関係機関と連携した市域のニーズの把握及び  

社会資源の創出に関すること。  
（３）市域における関係機関のネットワークの構築に関すること。  
（４）圏域コーディネーターの活動の支援に関すること。  

（圏域コーディネーターの活動内容）  
第５条 圏域コーディネーターは、圏域において、次の各号に掲げる活動を行

う。  
（１）地域包括支援センター等の関係機関と連携した圏域のニーズの把握及び

社会資源の創出に関すること。  
（２）圏域における関係機関のネットワークの構築に関すること。  

（３）高齢者の生活支援に関する提供体制の構築のためのサービスの担い手の  
発掘及び養成に関すること。  

（４）地域の支援ニーズに応じたサービス提供主体の活動の結びつけに関する  
こと。  

（設置人数）  
第６条 生活支援コーディネーターの設置人数は、以下のとおりとする。  
（１）市域コーディネーター  １名  
（２）圏域コーディネーター  圏域ごとに１名  

（報告）  
第７条 生活支援コーディネーターは、その活動の状況について、活動を実施

した月の翌月１０日までに、生活支援コーディネーター活動報告書（別記様

式）により報告するものとする。  
（報償）  

第８条 市長は、前条の規定による報告に基づき、生活支援コーディネーター

に対し、１日につき７，２００円を報償費として支払うものとする。  
（服務）  

第９条 生活支援コーディネーターは、次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。  
（１）活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。  
（２）生活支援コーディネーターとしての信頼を失墜させ、又は失墜させるお

それのある行為をしてはならない。  
 （任期）  
第１０条 生活支援コーディネーターの任期は、委嘱の日から介護保険法（平

成９年法律第１２３号）第１１７条第１項の規定により市が定める市町村介

護保険事業計画の１期の終期までとする。  
２ 前項の任期の満了までの間に生活支援コーディネーターが欠けたときは、

速やかに公認の生活支援コーディネーターを補充するものとする。この場合

において、当該後任の生活支援コーディネーターの任期は、前任者の残任期

間とする。  
（補則）  

第９条 この要領に定めるもののほか、生活支援コーディネーターの設置に必

要な事項は、市長が別に定める。  
   附 則  
 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。  

参考資料編④ 生活支援コーディネーターの設置に関する要綱
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流山市生活支援コーディネーターの
設置・活動に関する手引き
（協議体の設置運営に関する指針を含む）

＜平成２７年４月制度スタート編＞

流山市健康福祉部介護支援課
1

参考資料編⑤ 生活支援コーディネーターの設置・活動に関する手引き
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４ 生活支援・介護予防サービスの充実化のための地域の社会資源・人材の開発・発掘のた
めの取り組み

２及び３に記載したとおり、総合事業の実施や軽度の支援を要する高齢者への生活支援
サービスの充実を推進していくためには、地域住民が担い手に加わることや、高齢者の社
会参加による支え合いの地域社会の構築を図ることが必要となる。さらに高齢者の生きが
い、役割づくりのための居場所や出番づくりを進め、高齢者が活動的な状態を維持できる
ような仕組みを地域社会に構築する必要がある。
具体的には、総合事業においては、サービスの提供主体が、従来の指定サービス事業者
に加え、訪問介護員と雇用労働者（資格を有しない者）が従事者となり人員等の基準を緩
和したサービス提供主体や、ボランティアが主体となった住民主体によるサービス提供主
体が、要支援者等に対し、訪問又は通所のサービスを提供する仕組みが展開されていくよ
うになっていく。

このように、今後の生活支援・介護予防サービスの体制整備においては、地域住民が担
い手として参加していく仕組みを講じていくこととなるが、そのためには、地域の中から
元気高齢者をはじめとした住民が、積極的にＮＰＯや、社会福祉法人、地縁組織などに加
入し、又は参加し、若しくは（有償）ボランティア活動に従事するようになっていく必要
がある。
また、高齢者の居場所や出番づくりが地域で展開されていくためには、身近なところに
拠点や場所、仕組みが整備されていく必要がある。

こうした必要性から、今回の制度改正では、介護保険法の規定に基づく生活支援体制整
備事業として、『生活支援コーディネーター』及び『協議体』の設置・活用を通じて、軽
度の支援が必要な方々の支援の担い手として地域の人材発掘のほか、住民主体の生活支援
サービスの創設など、地域の互助力を高める取り組みを積極的に進めていくことになった
ものである。

５ 生活支援コーディネーターの配置について
（１）生活支援コーディネーターの定義

高齢者の生活支援・介護予防サービスに関し住民が参加した多様な提供体制整備
を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援等の提供体制の構築に向
けたコーディネート機能（主に人材発掘・育成、地域のニーズの把握と社会資源の
開発、ネットワーク構築の機能）を果たす者とする。

○ コーディネート機能は、概ね以下の３層で展開する。
なお、介護保険法第１４０条の４５第２項第５号の生活支援体制整備事業は、第１

層及び第２層の機能を充実し、体制整備を推進していくものである。

7

・ 第１層 流山市全域を対象としコーディネート機能を展開するもの
・ 第２層 日常生活圏域（地域包括支援センターの担当地域）を対象としコーディ

ネート機能を展開するもの
・ 第３層 個々の生活支援等サービスの事業主体で、利用者と提供者をマッチン

グする機能を展開するもの
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したがって、地域の支え合いや高齢者に関するＮＰＯ活動等に従事した経験があ
る者であるほか、今回の介護保険制度改正の理念と流山市における地域包括ケアシ
ステムの構築を理解し、公平・公正な視点をもって活動することが期待できる者を
コーディネーターに委嘱する。
また、委嘱の際には、国又は県の実施するコーディネーター養成研修を修了する

ことを要件とする。なお、特定の資格を必要とするものではない。

エ 第１層のコーディネーターについて
現時点（＝平成２７年３月１５日）で、上記イの資質を備えた者（ＮＰＯ法人

に所属する者）で、国の実施するコーディネーター養成研修を修了したものがお
り、この者を平成２７年４月１日付けで第１層のコーディネーターに委嘱する。

オ 第２層のコーディネーターの委嘱候補者選出の進め方について
上記ウの要件を備えた者を日常生活圏域ごとに１名ずつ委嘱するが、今後、適任

者の選出に向けて準備を進めるが、必要に応じて、以下に記述する『協議体』の意
見を反映しつつ選出していくものとする。
第２層のコーディネーターは、平成２７年度中に委嘱することを目標とする。

カ コーディネーターの委嘱期間等
・第１層のコーディネーター＝ 平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日
・第２層のコーディネーター＝ 委嘱した日～平成３０年３月３１日

＊ いずれも介護保険事業計画期間との整合を図ったもの。
また、いずれも再任を妨げないものとし、コーディネーターが委嘱期間の途中
で辞した場合の後任の者の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

キ コーディネーターの活動費用について
当面は、協議体の設置に向けた取り組み、地域包括支援センターと地域の社会資

源等の把握に係る情報共有を中心に活動することから、流山市が指定又は認めた会
議等への参加・出席をした場合に、１回につき、７，２００円を支給する。
平成２７年度後半以降、第２層のコーディネーターの委嘱に伴っては、コーディ

ネーターの地域におけるコーディネート活動を行った場合の費用の支払い方法につ
いては、単価、支給対象、確認方法等を定めた上で確立していくこととする。

６ 協議体の設置・運用について

（１）協議体の設置目的
生活支援等サービスの体制整備・強化に向けて、多様な主体の参画と活動の活発化が

求められる。
しかしながら、これまでは、高齢者に関する生活支援等を担う団体・機関等が、それ

ぞれ個々の活動が活発に行われてきた。今後は、こうした団体・機関等の連携を推進す
ることにより、それぞれの活動をより効果的に展開するよう図るとともに、連携した活
動の展開を推進することにより、高齢者の多様な生活支援ニーズに応えていくことを可
能としていく。
よって、「定期的な情報の共有、連携強化の場」として『協議体』を設置することに

より、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的
とするものである。

11
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【 平成２７年度～平成２８年度のコーディネーターの配置及び協議体の設置運営に係る 】

第１層（流山市域）の生活支援
コーディネーター（１名）を委嘱

２７年
４月１日

15

手
帳

・地域包括支援センターと協働で地域
の社会資源等の把握
・協議体の立ち上げに向けた作業

市⇔地域包括支援センター⇔コー
ディネーター
・参加要請する機関・団体等の選定

・協議体の役割、活動範囲 等

生活支援コーディネーター 協議体

２７年
７月頃

第１層（流山市域）の協議体の
立ち上げ

当面の主な活動

おおよそ月２
～３回の活動
を予定

・高齢者の生活支援に関する課
題、社会資源の状況等について情
報共有し、参加機関・団体の連携
づくりについて協議
【年度末まで４回程度】

当面の主な活動

２８年
４月

第２層（地域包括支援センター圏
域）の生活支援コーディネーター
の委嘱（圏域ごとに合計４名）

第２層（地域包括支援センター
圏域）ごとの協議体の立ち上げ

２８年
５～６月頃

・高齢者の生活支援医関する課題
の解決方法、不足する社会資源
の確保策、人材発掘と育成の方
向性を検討・実践
【第１層のコーディネーター】

＋
【第２層のコーディネーター】

この頃からの主な活動

・圏域ごとの課題、社
会資源の状況等につ
いて情報共有し、参加
機関・団体の連携づく
りについて協議
【年間５回程度】
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流山市現行の指定介護予防訪問介護相当サービス及び指定介  
護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営等  
に関する基準を定める要綱  
 

第１章  総則  
（趣旨）  

第１条  この要綱は、介護保険法（平成９年法律第２３号。以下「法」  
という。）第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業

（以下「訪問型サービス」という。）のうち訪問介護相当のサービスの

事業の人員及び運営に関する基準並びに訪問介護相当のサービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに第１１５

条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（以下「通所型サ

ービス」という。）のうち通所介護相当のサービスの事業の人員及び運

営に関する基準並びに通所介護相当サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。  
（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。  
（１）指定介護予防訪問介護相当サービス  訪問型サービスのうち地域  

における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の

整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」と

いう。）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力

を有するものとされた整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３

号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（以下「旧

法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該

当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護をいう。  
（２）介護予防通所介護相当サービス  整備法附則第１１条又は第１４  

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法  
第５条の規定（整備法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。） 
による旧法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該  
当する旧法第８条 の２第７項に規定する 介護予防訪問介護を いう。 

（３）地域包括支援センター等  地域包括支援センター及び地域包括  
  支援センターからの委託に基づいて予防ケアマネジメントを実施す  

る居宅介護支援事業者をいう。  
（４）要支援者等  要支援認定者及び基本チェックリストの実施により  

総合事業の対象者と認められた者をいう。  

（５）常勤換算方法  当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所  
において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当 

該事業所の従業者の員数に換算する方法をいう。  
 
第２章 指定に係る申請者の資格  

（指定に係る申請者の資格）  
第３条 法第１１５条の２第２項第１号に規定する条例で定める者は、

法人とする。  
 

第３章 事業の一般原則  
（事業の一般原則）  

第４条 法第１１５条の５第１項の規定により指定介護予防訪問介護相

当サービスの事業に係る指定事業者の指定を受けた者（以下「指定訪

問介護相当サービス事業者」という。）及び同項の規定により介護予防

通所介護相当サービスの事業に係る指定事業者の指定を受けた者（以

下「指定通所介護相当サービス事業者」という。）は、利用者の意思及

び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め

なければな らない。  
２ 指定訪問介護相当サービス事業者及び指定通所介護相当サービス  
 事業者は、訪問型サービス又は通所型サービスの事業を運営するに当  

たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の介護予防サービス事 

業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連  
携に努めなければならない。  
 

第４章 介護予防訪問介護  
（基本方針）  

第５条 指定訪問介護相当サービス事業者から当該指定に係る介護予  
防訪問介護相当サービスを行う事業所により行われる介護予防訪問  
介護相当サービス（以下「指定介護予防訪問介護相当サービス」とい  
う。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状  
態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、  
自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介  

参考資料編⑥ 現行の介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの人員等の基準に関する要綱
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護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機  
能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指  
すものでなければならない。  
（訪問介護員等の員数）  

第６条 指定訪問介護相当サービス事業者が当該事業を行う事業所（以 

下「指定訪問介護相当サービス事業所」という。）ごとに置くべき訪問  
介護員等の員数は、常勤換算方法で、２．５以上とする。  

２ 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事  
業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者（当該指定訪問介護

相当サービス事業者が指定訪問介護事業者（指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号

以下「指定居宅サービス等基準」という。）第５条第１項に規定する指

定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）又は指定介護予防訪問介護事業

者（介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年省令第

４号）第５条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の

人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

３５号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。）第５条第１

項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。）の指定

を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護相当サービスの事業と、

指定訪問介護（指定居宅サービス等基準第３条に規定する指定訪問介

護をいう。以下同じ。）の事業又は指定介護予防訪問介護（旧指定介護

予防サービス等基準第４条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。

以下同じ。）の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場

合にあっては、当該事業所における指定介護予防訪問介護相当サービ

ス及び指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条

において同じ。）の数が４０又はその端数を増すごとに一人以上の者を

サービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該

サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算

方法によることができる。  
３ 前項の利用者の数は、前３月の平均値とする。ただし、新規に指定  

を受ける場合は、推定数による。  

４ 第２項前段のサービス提供責任者は、介護福祉士その他規則で定め  
る者であって、専ら指定介護予防訪問介護相当サービスに従事するも  
のをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定介護  
護予防訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内  
にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対  
応型訪問介護事業所に従事することができる。  

５ 指定訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定  
介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪

問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪

問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定居宅サービス等基準第５条第１項から第４項まで又は

旧指定介護予防サービス等基準第５条第１項から第４項までに規定す

る人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。  
（管理者）  

第７条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービ  
ス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、指定訪問介護相当サービス事業所の管理上支障が

ない場合は、当該指定訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事

し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができる。  
（設備及び備品等）  

第８条 指定訪問介護相当サービス事業所には、事業の運営を行うため  
に必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問介  
護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければなら  
ない。  

２ 指定訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定  
介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問

介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介

護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定居宅サービス等基準第７条第１項又は旧指定介護予防サービス

等基準第７条第１項に規定する設備に関する基準を満たすこ  
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とをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。  
（内容及び手続の説明及び同意）  

第９条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相  
当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家  
族に対し、第２７条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介

護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の

開始について利用申込者の同意を得なければならない。  
２ 指定訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族から  

の申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、別

に定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、

当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であって別に定めるものにより提

供することができる。この場合において、当該指定訪問介護相当サー

ビス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。  
（提供拒否の禁止）  

第１０条 指定訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく指定介  
 護予防訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。  

（サービス提供困難時の対応）  
第１１条 指定介護予防訪問介護相当サービスは、当該指定訪問介護相  

当サービス事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に

対し自ら適切な指定介護予防訪問介護相当サービスを提供することが

困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業

者への連絡、適当な他の指定訪問介護相当サービス事業者等の紹介そ

の他の必要な措置を速やかに講じなければならない。  
（受給資格等の確認）  

第１２条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護  
相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者

証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効

期間を確かめるものとする。  
２ 指定訪問介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第  

１１５条の３第２項の規定により認定審査会意見が記載されていると  
きは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防訪問介護相当サ  
ービスを提供するように努めなければならない。  
（要支援認定の申請に係る援助）  

第１３条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護  
相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申  
込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確

認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえ

て速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならな

い。  
２ 指定訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援（これに相当す  

るサービスを含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であっ

て必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利

用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する３０日前にはなさ

れるよう、必要な援助を行わなければならない。  
（心身の状況等の把握）  

第１４条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護  
相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者

が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用

状況等の把握に努めなければならない。  
（介護予防支援事業者等との連携）  

第１５条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護  
相当サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保  
医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めな  
ければならない。  

２ 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サ  
ービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な

指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する

情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との

密接な連携に努めなければならない。  
（介護予防サービス費の支給を受けるための援助）  
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第１６条  指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護  
相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という。）第８３条

の９各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家

族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼

する旨を市に対して届け出ること等により、介護予防サービス費の支

給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関

する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受ける

ために必要な援助を行わなければならない。  
（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供）  

第１７条  指定訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス計画  
（施行規則第８３条の９第１号ハ及びニに規定する計画を含む。）又は

施行規則第１４０条の６２の５第１項第１号に規定する居宅要支援被

保険者等ごとに作成される計画（以下「事業サービス計画」という。）

が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問介護相

当サービスを提供しなければならない。  
（介護予防サービス計画等の変更の援助）  

第１８条  指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者が介護予防サー  
ビス計画又は事業サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者

に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなけれ

ばならない。  
（身分を証する書類の携行）  

第１９条  指定訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を  
証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求め  
られたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。  
（サービスの提供の記録）  

第２０条  指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護  
相当サービスを提供した際には、当該指定介護予防訪問介護相当サービ

スの提供日及び内容、当該指定介護予防訪問介護相当サービスについて

法第１１５条の４５の３第３項の規定により利用者に代わって支払を受

ける第１号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サー

ビス計画を記載した書面若しくはサービス利用計画を記載し  

た書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。  
２  指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サ  

ービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録

するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その

他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければなら

ない。  
（利用料等の受領）  

第２１条  指定訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービス  
に該当する指定介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、そ

の利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問介護相当サ

ービスに係る第１号事業費基準額（法第１１５条の４５の３第２項に

規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 市 が 算 定 し た 費 用 の 額

（その額が現に当該指定介護予防訪問介護相当サービスに要した費用

の額を超えるときは、当該現に指定介護予防訪問介護相当サービスに

要した費用の額とする。）をいう。以下同じ。）から当該指定訪問介護

相当サービス事業者に支払われる第１号事業費の額を控除して得た額

の支払を受けるものとする。  
２  指定訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当  

しない指定介護予防訪問介護相当サービスを提供した際にその利用者

から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防訪問介護相当サービス

に係る第１号事業費基準額との間に、不合理な差額が生じないように

しなければならない。  
３  指定訪問介護相当サービス事業者は、前各項の支払を受ける額のほ  

か、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅にお 

いて指定介護予防訪問介護相当サービスを行う場合は、それに要した 

交通費の額の支払を利用者から受けることができる。  
４  指定訪問介護相当サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービ  

スの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当  
該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得な  
ければならない。  
（保険給付の請求のための証明書の交付）  

第２２条  指定訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービス  
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に該当しない指定介護予防訪問介護相当サービスに係る利用料の支払

を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問介護相当サービスの内容、

費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書

を利用者に対して交付しなければならない。  
（同居家族に対するサービス提供の禁止）  

第２３条 指定訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その

同居の家族である利用者に対する指定介護予防訪問介護相当サービス

の提供をさせてはならない。  
（利用者に関する市への通知）  

第２４条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護  
相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場

合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。  
（１）正当な理由なしに指定介護予防訪問介護相当サービスの利用に関  

する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと  
認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。  

（２）偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようと  
したとき。  

（緊急時等の対応）  
第２５条 訪問介護員等は、現に指定介護予防訪問介護相当サービスの  

提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要  
な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じ  
なければならない。  
（管理者及びサービス提供責任者の責務）  

第２６条 指定訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該指定訪問  
介護相当サービス事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わな  
ければならない。  

２ 指定訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該指定訪問介護相  

当サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な  
指揮命令を行うものとする。  

３ サービス提供責任者（第６条第２項に規定するサービス提供責任者  
をいう。以下この節及び次節において同じ。）は、次の各号に掲げる業  
務を行うものとする。  
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第２９条 指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な介 

護予防訪問介護相当サービスを提供できるよう、指定訪問介護相当サ  
ービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなけれ  
ばならない。  

２ 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事  
業所ごとに、当該指定訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等に  
よって指定介護予防訪問介護相当サービスを提供しなければならな  
い。  

３ 指定訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上の 

ために、その研修の機会を確保しなければならない。  
（衛生管理等）  

第３０条 指定訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の  
保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。  

２ 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事 

業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならな  
い。  
（掲示）  

第３１条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サー  
ビス事業所の見やすい場所に、第２７条に規定する重要事項に関する  
規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービ  
スの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。  
（秘密保持等）  

第３２条 指定訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由が  
なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはな  
らない。  

２ 指定訪問介護相当サービス事業者は、当該指定訪問介護相当サービ  

ス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知  
り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措  
置を講じなければならない。  

３ 指定訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等におい 

て、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族  
の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により  

得ておかなければならない。  
（広告）  

第３３条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サー  
ビス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は  
誇大なものであってはならない。  
（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止）  

第３４条 指定訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援事業者又  
はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを  
利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与して  
はならない。  
（苦情処理）  

第３５条 指定訪問介護相当サービス事業者は、提供した指定介護予防  
訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速  
かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する  
等の必要な措置を講じなければならない。  

２ 指定訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合  
には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。  

３ 指定訪問介護相当サービス事業者は、提供した介護予防訪問介護相  
当サービスに関し、法第２３条の規定により市が行う文書その他  
の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若  
しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査  
に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合において  
は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。  

４ 指定訪問介護相当サービス事業者は、市からの求めがあった場  
合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。  

５ 指定訪問介護相当サービス事業者は、提供した介護予防訪問介護相 

当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会

が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに、国民健

康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。  
６ 指定訪問介護相当サービス事業者は、国民健康保険団体連合会から  

の求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合  
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会に報告しなければならない。  
（地域との連携）  

第３６条 指定訪問介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当た  
っては、提供した指定介護予防訪問介護相当サービスに関する利用者

からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他

の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。  
（事故発生時の対応）  

第３７条 指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定介  
護予防訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、  
市、当該利用者の家族、当該利用者に係る  介護予防支援事業者等に連  
絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。  

２  指定訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に  
際してとった処置について記録しなければならない。  

３  指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定  
指定介護予防訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発  
生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。  
（会計の区分）  

第３８条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サー  
ビス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問介護相  
当サービスの事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければ  
ならない。  

（記録の整備）  
第３９条 指定訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及  

び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。  
２  指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防  

訪問介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備  
し、その完結の日から２年間保存しなければならない。  

（１）第４１条第２号に規定する介護予防訪問介護相当サービス計画  
（２）第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の  

記録  
（３）第２４条に規定する市への通知に係る記録  
（４）第３５条第２項に規定する苦情の内容等の記録  

（５）第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処  
置についての記録  

（指定介護予防訪問介護相当サービスの基本取扱方針）  
第４０条 指定介護予防訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防に  

資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。  
２  指定訪問介護相当サービス事業者は、自らその提供する指定介護予  

防訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなけ  
ればならない。  

３  指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サ  
ービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで  
自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする  
ものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければなら  
ない。  

４  指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最  
大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めな  
ければならない。  

５  指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サ  
ービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図る

ことその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよ

う適切な働きかけに努めなければならない。  
（指定介護予防訪問介護相当サービスの具体的取扱方針）  

第４１条 訪問介護員等の行う指定介護予防訪問介護相当サービスの  
 方針は、第５条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針  
 に基づき、次の各号に掲げるところによる。  
（１）指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、主治の  

医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等

の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境

等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。  
（２）サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の  
状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問介護相当サービスの目標、

当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を

行う期間等を記載した計画（以下「介護予防訪問介護相当  

７7



サービス計画」という。）を作成すること。  
（３）介護予防訪問介護相当サービス計画は、既に介護予防サービス計  

画又は施行規則第１４０条の６２の５第１項第１号に規定する居  
宅要支援支援保険者等ごとに作成される計画（以下「介護予防サー  
ビス計画等」という。）が作成されている場合は、当該計画の内容に  
沿って作成しなければならないこと。  

（４）サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画の作  
成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明  
し、利用者の同意を得なければならないこと。  

（５）サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画を作  
成した際には、当該介護予防訪問介護相当サービス計画を利用者に  
交付しなければならないこと。  

（６）指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予  
防訪問介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むの  
に必要な支援を行うこと。  

（７）指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁  
寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提  
供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。  

（８）指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護技  
術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う  
こと。  

（９）サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画に基  
づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該

介護予防訪問介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用

者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に

係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者に

報告するとともに、当該介護予防訪問介護相当サービス計画に記載

したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回

は、当該介護予防訪問介護相当サービス計画の実施状況の把握（以

下この条において「モニタリング」という。）を行うこと。  
（１０）サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記  

録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成し  

た指定介護予防支援事業者に報告しなければならないこと。  
（１１）サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に  

応じて介護予防訪問介護相当サービス計画の変更を行うこと。  
この場合においては、前各号の規定を準用する。  

（指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点）  
第４２条  指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介  

護予防の効果を最大限高める観点から、次の各号に掲げる事項に留意  
しながら行わなければならない。  

（１）指定訪問介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、  
介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定  
介護予防訪問介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善  
状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

（２）指定訪問介護相当サービス事業者は、自立支援の観点から、利用  
者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮すると  
ともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支  
援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければな  
らないこと。  
 
第５章 介護予防通所介護   

（基本方針）  
第４８条  指定通所介護相当サービス事業者から当該指定に係る介護  

予防通所介護相当サービスを行う事業所により行われる介護予防通所

介護相当サービス（以下「指定介護予防通所介護相当サービス」とい

う。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した

日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能

訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって

利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。  
（従業者の員数）  

第４９条  指定介護予防通所介護相当サービスの事業を行う者（以下  
「指定通所介護相当サービス事業者」という。）が当該事業を行う事業  
所（以下「指定通所介護相当サービス事業所」という。）ごとに置くべ  
き従業者（以下この節から第５節までにおいて「介護予防通所介護相  
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当サービス従業者」という。）の員数は、次の各号に掲げるとおりとす  
る。  

（１）生活相談員 指定介護予防通所介護相当サービスの提供日ごとに、 
指定介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相

談員（専ら当該指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる

者に限る。）が勤務している時間数の合計を当該指定介護予防通所介

護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が１

以上確保されるために必要と認められる数  
（２）看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 

指定介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該指定介

護予防通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が１以上確保

されるために必要と認められる数  
（３）介護職員 指定介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、  
当該指定介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職

員（専ら当該指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定介護予防通所介護相当サ

ービスを提供している時間数（次項において「提供単位時間数」という。）

で除して得た数が利用者（当該指定通所介護相当サービス事業者が指定

通所介護事業者（指定居宅サービス等基準第９３条第１項に規定する指

定通所介護事業者をいう。以下同じ。）又は指定介護予防通所介護事業者

（旧指定介護予防サービス等基準第９７条第１項に規定する指定介護予

防通所介護事業者）をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指

定介護予防通所介護相当サービスの事業と、指定通所介護（指定通所介

護指定居宅サービス等基準第９２条に規定する指定通所介護をいう。以

下同じ。）の事業又は指定介護予防通所介護（旧指定介護予防サービス等

基準第９６条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。）の事

業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当

該事業所における指定介護予防通所介護相当サービス及び指定通所介護

又は指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。）の数が

１５人までの場合にあっては１以上、利用者の数が１５人を超える場合

にあっては１５人を超える部分の数を五で除して得た数  

に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数  
（４）機能訓練指導員 １以上  
２ 当該指定通所介護相当サービス事業所の利用定員が１０人以下で  

ある場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職

員の員数を、指定介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該

指定介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員

又は介護職員（いずれも専ら当該指定介護予防通所介護相当サービス

の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を提供単位

時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる数

とすることができる。  
３ 指定通所介護相当サービス事業者は、指定介護予防通所介護相当サ  

ービスの単位ごとに、第１項第３号の介護職員（前項の規定の適用を  
受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第７  
項において同じ。）を、常時１人以上当該指定介護予防通所介護相当サ  
ービスに従事させなければならない。  

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇  
に支障がない場合は、他の指定介護予防通所介護相当サービスの単位  
の介護職員として従事することができる。  

５ 前各項の指定介護予防通所介護相当サービスの単位は、指定介護予  
防通所介護相当サービスであって、その提供が同時に１又は複数の利  
用者に対して一体的に行われるものをいう。  

６ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能  
の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通  
所介護相当サービス事業所の他の職務に従事することができる。  

７ 第１項の生活相談員又は介護職員のうち、１人以上は、常勤でなけ  
ればならない。  

８ 指定通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定  
介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所

介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介

護が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定居宅サービス等基準第９３条第１項から第７項まで又は旧指定介護予

防サービス等基準第９７条第１項から第７項までに規定する  
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人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満

たしているものとみなす。  
（管理者）  

第５０条 指定通所介護相当サービス事業者は、指定通所介護相当サー  
ビス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、指定通所介護相当サービス事業所の管理上支障

がない場合は、当該指定通所介護相当サービス事業所の他の職務に従

事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事するこ

とができる。  
（設備及び備品等）  

第５１条 指定通所介護相当サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静  
養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に  
際して必要な設備並びに指定介護予防通所介護相当サービスの提供  
に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。  

２ 前項に掲げる設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。  
（１）食堂及び機能訓練室  それぞれ必要な広さを有するものとし、そ  

の合計した面積は３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上

とすること。ただし、食事の提供の際にはその提供に支障がない広

さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない

広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 
（２）相談室  遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配  

慮されていること。  
３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防通所介護相当サービ  

スの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対  
する指定介護予防通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、  
この限りでない。  

４ 前項ただし書の場合（指定通所介護相当サービス事業者が第１項の  
設備を利用し、夜間及び深夜に指定介護予防通所介護相当サービス以

外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当

該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。  
５ 指定通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定  
介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通  

所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通

所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定居宅サービス等基準第９５条第１項から第３項まで又

は旧指定介護予防サービス等基準第１項から第３項までに規定する設

備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満た

しているものとみなす。  
（利用料の受領）  

第５２条 指定通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービス  
に該当する指定介護予防通所介護相当サービスを提供した際には、そ

の利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防通所介護相当サ

ービスに係る第１号事業費基準額から当該指定通所介護相当サービス

事業者に支払われる第１号事業費の額を控除して得た額の支払を受け

るものとする。  
２ 指定通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当  

しない指定介護予防通所介護相当サービスを提供した際にその利用  
者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防通所介護相当サービ  
スに係る第１号事業費基準額との間に、不合理な差額が生じないよう  
にしなければならない。  

３ 指定通所介護相当サービス事業者は、前各項の支払を受ける額のほ 

か、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができ  
る。  

（１）利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する  
利用者に対して行う送迎に要する費用  

（２）食事の提供に要する費用  
（３）おむつ代  
（４）前各号に掲げるもののほか、指定介護予防通所介護相当サービス  

の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必

要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが

適当と認められるもの  
４ 前項第２号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食  

事の提供に係る利用料等に関する指針（平成１７年厚生労働省告示第  
４１９号）に定めるところによる。  
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５  指定通所介護相当サービス事業者は、第３項各号に掲げる費用の額  
に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家

族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者

の同意を得なければならない。  
（運営規程）  

第５３条 指定通所介護相当サービス事業者は、指定通所介護相当サー  
ビス事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項  
に関する規程を定めておかなければならない。  

（１）事業の目的及び運営の方針  
（２）従業者の職種、員数及び職務の内容  
（３）営業日及び営業時間  
（４）指定介護予防通所介護相当サービスの利用定員  
（５）指定介護予防通所介護相当サービスの内容及び利用料その他  

の費用の額  
（６）通常の事業の実施地域  
（７）サービス利用に当たっての留意事項  
（８）緊急時等における対応方法  
（９）非常災害対策  
（１０）その他運営に関する重要事項  

（勤務体制の確保等）  
第５４条 指定通所介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な指  

定介護予防通所介護相当サービスを提供できるよう、指定通所介護相  
当サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければ  
ならない。  

２  指定通所介護相当サービス事業者は、指定通所介護相当サービス事  
業所ごとに、当該指定通所介護相当サービス事業所の従業者によって  
指定介護予防通所介護相当サービスを提供しなければならない。ただ  
し、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限り  
でない。  

３  指定通所介護相当サービス事業者は、指定介護予防通所介護相当サ  
ービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ  
ばならない。  

（定員の遵守）  
第５５条 指定通所介護相当サービス事業者は、利用定員を超えて指定  

介護予防通所介護相当サービスの提供を行ってはならない。  
ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りで  

ない。  
（非常災害対策）  

第５６条 指定通所介護相当サービス事業者は、非常災害に関する具体  
的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備  
し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救  
出その他の必要な訓練を行わなければならない。  
（衛生管理等）  

第５７条 指定通所介護相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、 
食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、 

又は衛生上必要な措置を講じなければならない。  
２  指定通所介護相当サービス事業者は、当該指定通所介護相当サービ  

ス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措  
置を講ずるよう努めなければならない。  
（記録の整備）  

第５９条 指定通所介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及

び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。  
２  指定通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防   

通所介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備  
し、その完結の日から２年間保存しなければならない。  

（１）第６２条第２号に規定する介護予防通所介護相当サービス計画  
（２）次条において準用する第２０第２項に規定する提供した具体的な  

サービスの内容等の記録  
（３）次条において準用する第２４条に規定する市への通知に係る記録  
（４）次条において準用する第３５条第２項に規定する苦情の内容等の  

記録  
（５）次条において準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及び  

事故に際してとった処置についての記録  
（準用）  
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第６０条  第９条から第１８条まで、第２０条、第２２条、第２４条、  
第２５条、第３１条から第３８条までの規定は、指定通所介護相当サ

ービスの事業について準用する。この場合において、第９条第１項及

び第３１条中「第２７条」とあるのは「第５３条」と、第９条第１項、

第２５条及び第３１条中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所

介護相当サービス従業者」と読み替えるものとする。  
（指定介護予防通所介護相当サービスの基本取扱方針）  

第６１条  指定介護予防通所介護相当サービスは、利用者の介護予防に  
資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。  

２ 指定通所介護相当サービス事業者は、自らその提供する指定介護予  
防通所介護相当サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又  
は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならな  
い。  

３ 指定通所介護相当サービス事業者は、指定介護予防通所介護相当サ  
ービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態

の改善、口腔（くう）機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善

等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用

者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むこと

ができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識し

てサービスの提供に当たらなければならない。  
４ 指定通所介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最  

大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めな  
ければならない。  

５ 指定通所介護相当サービス事業者は、指定介護予防通所介護相当サ  
ービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図る

ことその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよ

う適切な働きかけに努めなければならない。  
（指定介護予防通所介護相当サービスの具体的取扱方針）  

第６２条  指定介護予防通所介護相当サービスの方針は、第４８条に規  
定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次の各号  
に掲げるところによる。  

（１）指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、主治の  

当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は事業サービス

計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該

介護予防通所介護相当サービス計画に記載したサービスの提供を行

う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当該介護予防通所介

護相当サービス計画の実施状況の把握（以下この条において「モニ

タリング」という。）を行うこと。  
（１０）指定通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの  

結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サー

ビス計画又は事業サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者

に報告しなければならないこと。  
（１１）指定通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの  

結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介護相当サービス計画の  
変更を行うこと。この場合においては、前各号の規定を準用する。 

（指定介護予防通所介護の提供に当たっての留意点）  
第６３条  指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、介  

護予防の効果を最大限高める観点から、次の各号に掲げる事項に留意  
しながら行わなければならない。  

（１）指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、 
介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定  
介護予防通所介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善  
状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めるこ  
と。  

（２）指定通所介護相当サービス事業者は、運動器機能向上サービス、 
栄養改善サービス又は口腔（くう）機能向上サービスを提供するに  
当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の  
適切なものとすること。  

（３）指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、 
利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が

伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次

条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者

の安全面に最大限配慮すること。  
（安全管理体制等の確保）  
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第６４条 指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供を行っ  
ているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニ

ュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、

速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあら

かじめ定めておかなければならない。  
２ 指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転  

倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。  
３ 指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事  

前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するととも  
に、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならな  
い。  

４ 指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供を行っている  
ときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等

が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならない。  
 

  第６章  委任  
 （委任）  
第６５条 この要綱に定めるもののほか、指定介護予防訪問介護相当サ  

ービス及び指定介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準については、市長が別に定める。  
   附則  
 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  
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千葉県松戸市 

健康福祉部 介護制度改革課 

専門監 中沢 豊 氏 

 

 

 

 

 



新しい総合事業のイメージと移行のプロセス
～地域包括ケアへの挑戦～

２０２５年に向けた仕組みづくり・地域づくり

～現行相当からの移行（先ず隗より始める）～

３Ｓ（Simple、Smooth、Standard）

松戸市 福祉長寿部 介護制度改革課 中沢豊

e-mail：ytknkzw@city.matsudo.chiba.jp



松戸市

2

東京都・埼玉県に隣接
(東京駅から30分程度)

※流山市の隣



人口推計（各年10月1日現在） （単位：人）

介護保険事業計画

年齢　　　　　　年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年

総人口 489,776 491,222 490,535 486,537 486,185 487,304 485,945 484,516 483,012 477,884 466,549

40歳未満 230,951 226,949 221,039 212,757 207,589 203,897 199,711 195,863 192,416 183,583 172,447

40～64歳 164,943 167,339 170,187 169,262 169,028 168,733 168,162 168,016 168,028 168,651 167,076

65歳～ 93,882 96,934 99,309 104,518 109,568 114,674 118,072 120,637 122,568 125,650 127,026

65～74歳 58,534 58,825 58,399 60,770 63,076 65,800 66,742 66,241 65,077 60,980 49,756

75歳以上 35,348 38,109 40,910 43,748 46,492 48,874 51,330 54,396 57,491 64,670 77,270

高齢化率 19.2% 19.7% 20.2% 21.5% 22.5% 23.5% 24.3% 24.9% 25.4% 26.3% 27.2%

国：高齢化率(H26高齢社会白書） 23.0% 25.1% 26.8% 29.1% 30.3%

第４期介護保険事業計画 第５期介護保険事業計画 第６期介護保険事業計画 将来推計

１．人口動態

• 総人口は減少傾向

• 75歳以上の後期高齢者のみ増加

• H32年に前期高齢者と後期高齢者の人数が逆転

• 国より高齢化率の進展は遅い

＜その他＞

• H22年の国勢調査で、高齢者のみ世帯（単身17,470人、夫婦17,234人）

• 生活圏域により、H32年に高齢化率が50％を越える圏域が出現
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２．認定状況

• 事業対象者の動向が鍵

• 後期高齢の認定者のみ増加

4

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度
伸び率

H37-H26

1,612 1,817 2,008 2,211 2,415 2,644 3,141 3,583 78.4%

(416) （909） (995) （1,183） (1,349)

2,238 2,484 2,615 2,795 2,990 3,211 3,774 4,504 72.2%

(517) （1,106） (1,187) (1,396) (1,666)

2,311 2,445 2,661 2,819 2,989 3,176 3,712 4,476 68.2%

3,736 4,004 4,154 4,319 4,493 4,699 5,329 6,399 54.0%

2,401 2,509 2,708 2,832 2,968 3,116 3,614 4,388 62.0%

1,950 2,170 2,226 2,339 2,462 2,596 3,038 3,789 70.2%

1,724 1,827 1,844 1,881 1,920 1,962 2,223 2,775 50.5%

15,972 17,256 18,216 19,196 20,237 21,404 24,831 29,914 64.2%

15.3% 15.7% 15.9% 16.3% 16.8% 17.5% 19.8% 23.5%

認定者数 703 681 668 650 633 617 613 607 △9.1%

総数 169,262 169,028 168,733 168,162 168,016 168,028 168,651 167,076

認定率 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

認定者数 15,269 16,575 17,548 18,546 19,604 20,787 24,218 29,307 67.0%

総数 104,518 109,568 114,674 118,072 120,637 122,568 125,650 127,026

認定率 14.6% 15.1% 15.3% 15.7% 16.3% 17.0% 19.3% 23.1%

認定者数 2,587 2,772 2,930 3,001 2,986 3,043 3,161 2,543 △13.2%

総数 60,770 63,076 65,800 66,742 66,241 65,077 60,980 49,756

認定率 4.26% 4.39% 4.45% 4.50% 4.51% 4.68% 5.18% 5.11%

認定者数 12,682 13,803 14,618 15,545 16,618 17,744 21,057 26,764 83.1%

総数 43,748 46,492 48,874 51,330 54,396 57,491 64,670 77,270

認定率 29.0% 29.7% 29.9% 30.3% 30.6% 30.9% 32.6% 34.6%

認定者総数

介護度

要支援1

（うち総合事業対象者）

要支援2

（うち総合事業対象者）

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

65歳以上に
対する認定者率

第2号被
保険者
（40～
64歳）

第1号被
保険者
（65歳
以上）

前期高齢
者

（65～
74歳）

後期高齢
者

（75歳
以上）



３．制度改正

（１）給付→報酬改定

（２）地域支援事業

①2017年4月まで（総合事業）

②2018年4月まで（在宅医療・介護連携、認知症、生活支援の体制整備）

（３）費用負担→公平化

5

求められているもの
→2025年に向けた市町村単位の仕組みづくり

→そのためには、支え合う地域づくり

自立期間を延伸
→サービス量を適正化し、保険料の抑制



（参考）制度改正を甘受して

制度・制約の中で選択（セカンドベスト：抗うのではなく、受入れ・いなす）

＜介護保険制度創設の意義＞

① 老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える仕組みを創設するという「介護の社
会化」の導入

→介護制度が社会全体で一定の水準に達したことから、よりきめ細かな対応を地域で行うよう
「社会全体から地域へ」

② 給付と負担の関係を明確にし、国民の理解を得られやすい仕組みである「社会保険方式」
の導入

→給付と負担の上昇に伴い、安定・継続的な制度運営のために見直さざるをない

③ 従来の老人福祉と老人医療に分かれている縦割りの制度を再編成し、利用者の選択により、
民間事業者も含め多様な主体から保健医療サービス・福祉サービスを総合的に受けられる「利
用者本位のサービス利用システム」の創設

→介護人材など担い手不足や住民主体のサービスなど多様性を持たせ、選択肢を拡大していく

④ 社会的入院解消の条件整備を図るとともに、医療保険から介護部分を切り離して疾病の治
療という本来の目的にふさわしいものとする前提をつくるなどの「社会保障構造改革の第１
歩」

→2018年は診療報酬と介護報酬の同時改定、医療計画、介護保険事業計画、医療費適正化計画
なども一斉に見直す時期に当たり、継続的に見直しが行われている
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４．目指すべき基本的な方向性

7出典：地域ケア研究会「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」（平成25年3月）の図を改

まず、それぞれの限界点を高め、できないことを補う（補完性の原理）
→（自助）自分でできることはまずやる
→（互助）それを地域で支え合う社会を実現する
→（共助）それでもできないことは保険で補完する
→（公助）最後は公で支える

在宅の限界点を高めるためには、何時でも医療や看護が受けられる体制
また、緊急時には施設に入所できるなどのセーフティーネットが必要です。
→本人・家族が安心して選択できるような５つの構成要素の整備が必要です。

既存の仕組みにとらわれることなく、地域で支え合う仕組み（地域づく
り）が重要です



５．地域包括ケアシステムの考え方
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地域支援事業を中心とした
ユニークな

「仕組みづくり」

支え合う体制を作るための
「地域づくり」

地域包括ケアシステムは既存制度にとらわれることなく、地域支援事業を中心とした
市町村の特性に応じた仕組みづくりをしていくことが重要です。
それに併せて、それを支える地域づくりが必要となります。地域づくりは、一朝一夕
で実現できるものではありません。
着実なものを作るためには、できるだけ早期に地域と話し合い、そして共に考えてい
かなければなりません。2025年は待ってくれません。
→将来の福祉の地域拠点として、高齢者を中心とした地域包括ケアシステムを成功さ
せることにより子どもや障害者に拡大（比例原則・政策統合）
→どんな精巧な仕組みでも制度上の歪みを補完できるような支え合う仕組みを目指す（social inclusion）



６．高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（骨子）

• 介護予防・日常生活総合事業

（H27/4）現行相当サービスのみ

(H29/4）多様なサービスを順次整備

• 一般介護予防事業（段階的に実施）

• 介護認定の有効期間の延長（H27/4）

• 協議体の設置（H27第１層）、生活支援コーディネーター（順次）

• 地域包括支援センターの充実

（H27増員、H29：4箇所増設、うち1箇所直営・基幹）

• 在宅医療・介護連携（H27/4）※一部医師会委託

• 認知症初期集中支援チーム（H27/4) ※医師会委託
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７．策定段階での最終判断

• H26/10/3 高齢者保健福祉推進会議（中間報告）

→総合事業はH29/4実施

• H26/11/10 全国介護保険担当課長会議

• H26/11/21 高齢者保健福祉推進会議

→総合事業のH27実施可能性について検討

• H26/12/12 高齢者保健福祉推進会議（最終報告）

→総合事業をH27/4実施（現行相当で移行し、H29までに多様なサービスを整備）

• H26/12/18 議会に説明

• H26/12/30 事業費、新年度予算の組替え

※推進するための体制の確立
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＜検討内容＞
① 将来の給付費と保険料
② 総合事業の基本的な考え方
③ 移行の条件
④ 移行した際の影響額
⑤ 移行に伴う事務量等



８．検討内容

① 将来の給付費と保険料

→対象者、認定率の増加に伴い給付費が上昇し、保険料が高額化（2025年には全国平均を上回る）

② 総合事業の基本的な考え方

→2025年に向けた方向性の確認（利用者のリテラシーの向上、費用の効率化、選択肢の拡大）

③ 移行の条件

→当初、多様なサービスありきで模索していたが、制度上は現行相当のみで可能

→逆にスムーズな移行を考えた場合、現行相当のみの方が混乱が少ない

→拙速に現行相当の単価や基準を変更することは、既存事業者に影響が多く、サービスの過不足を生む

→多様なサービスの創設は、利用者と事業者、住民主体のサービス提供者等の意見を踏まえ協議体の中

で検討

④ 移行した際の影響額

→億単位での間差が生じる（次頁）

→実施に伴う、保険料への影響

→拡大した事業費を地域づくり（初期投資）に活用し、将来への影響を軽減

⑤ 移行に伴う事務量等

→まだまだ不確定要素があるが、モデルの先行自治体の好事例が参考になる

→いつから実施しようとも、事務量は同じ

→やる前から諦めるのではなく、住民の利益のためにチャレンジする

※最大の懸念事項は、利用者、事業者と住民主体のサービス提供者の理解と協力（規範的統合）

11



（参考）保険料と事業費

12

１．対象者の増加により、保険料は右肩上がり（H32年：同等、H37年：上回る）
２．給付費の適正化を推進するためには、川上対策の予防で対応すべき
３．予防と併せ、生きがい対策を充実すべき
４．そのためには、地域支援事業費の拡充 （後期高齢者の伸び率は６％前後）
５．活用するタイミングは、前年度実績額がより大きい年度（時点判断）

① Ｈ２７年度実施
② Ｈ２８年度実施（介護報酬のマイナス改定の影響で下がる）
③ Ｈ２９年度実施（利用者の伸びで若干回復）

６．実施に伴う保険料への影響はある
→数十円単位で上昇。今後は、市町村によりサービス内容が異なるので
単純比較は困難になる

７．対象者が少ない時期に、サービス費用を抑制できるような仕組みと地域づくり
→サービス費用を抑制できれば、保険料へ好循環できる

H27 H28 H29
H26 100
H27 95 6.49% 110
H28 104 5.78% 116 104
H29 5.67% 122 109 114
H30 5.88% 129 115 120
注1：決見はH26年度を100とし、報酬マイナス改定分考慮
注2：特例10％を活用した開始年度に網掛け

決見
後期高齢
伸び率

開始年度



（参考）実施検討資料

13

メリット デメリット

短期 中・長期 短期

住民 ①手続きの簡素化ができる ①予防機会が強化され、自立期間が延
伸できる

①周知期間が短い

利用者 ①事業対象者は認定審査が不要と
なる
②認定期間の延長できる

①多様なサービスによる選択肢が増加
する

地域 ①互助機能の強化できる ①活躍の場が拡大される
②ネットワークが構築しやすくなる

事業者 ①新たなサービスの創出が可能と
なる

①機能分化による人材不足の解消でき
る

市 地域包括
支援セン
ター

①現行事業の見直し ①地域情報の集約ができる ①準備期間が短い

行政 ①市の裁量権の拡大できる
②財政効果が期待できる

①早期に体制整備の準備ができる
②国の継続的な支援が期待できる



９．実施工程

14

年 月 日 国 市 備考

10 7
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定のための
高齢者保健推進会議設置

庁内ワーキングの設置

12 20
社会保障審議会介護保険部会「介
護保険制度見直しに関する意見」

21 制度改正の研修会（高齢者保健福祉推進会議、職員等）
市民アンケート調査実施
（若年・高齢者・認定者・施設利用者）

↓
7 28 ガイドライン（案）
8 1 高齢者保健福祉推進会議

9
事業者等アンケート調査実施
（施設経営者・従事者、新たな供給主体）

10 3
高齢者保健福祉推進会議（中間報告）
→総合事業H29年度実施

11 21
高齢者保健福祉推進会議（中間報告）
→総合事業H27年度実施検討

1 介護保険制度改革担当4名発令
3 委託する地域包括支援センターから意見聴取

12
高齢者保健福祉推進会議（最終報告）
→総合事業H27年4月実施
介護保険事業費の見直し開始

18 議会説明
22 地域包括支援センター法人説明
24 地域包括支援センター巡回訪問
30 新年度予算組替え案策定

介護保険制度改革担当1名追加発令
14 地域包括支援センター巡回訪問
19 地域密着集団指導で説明
20 ケアマネジメント検討会の設置
30 市民説明会
1 パブリック・コメントの手続き
2 コールセンター設置
4 地域包括支援センター勉強会

事業者説明会
ＨＰ（資料・Ｑ＆Ａ）のアップ
３月補正予算
生活圏域毎地区説明会

20 事業者説明会
23 議会説明
27 広報特集号発行
1 実施 介護制度改革課の設置（常勤７名）
21 地域包括支援センター勉強会

4

2015

2014

3

2013

1

12

2

1



１０．地域支援事業に対する考え方

（全国）一律から脱却し、地域特性に応じた仕組み

将来負担を抑制できる仕組み

15

事業範囲の拡大、独自サービスの構築
→地方分権（裁量権の拡大）

H27/4から
条例化４事業全て実施
①総合事業
②在宅医療・介護
③認知症

④生活支援サービス体制



１１．新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」への対応

＜基本的な考え方＞

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

① 訪問型・通所型サービス

→ 円滑な移行（現行相当サービスのみ）

→ 利用者と事業者、住民主体のサービス提供者等を含め「需給」「受益と負担」等を協議体でサー

ビスを検討

→ 給付の適正化と介護人材不足を解消できるような多様なサービスの構築（H29を目途に）

② 生活支援サービス

→ 利用者と提供者を含め協議体でサービスを検討

→ 財政的な特例を活用した事業の構築

③ 介護予防支援事業

→ 法の趣旨に基づく自立支援のあり方を検討（自助努力の促進）

→ 松戸市版ケアマネジメントマニュアルの作成（アセスメントシート等）

(2) 一般介護予防事業

→ 特例財源を活用し、自立の延伸できる住民主体の事業の充実（場所の確保や指導者養成の支援）

※ その他

① 利用者・事業者の理解の促進

→説明会・広報・ＨＰ・コールセンター等

② 事務負担の軽減

→認定期間の延長、介護予防マネジメント費用の国保連等の活用 等

16



（参考）実施時期の選択

＜検討過程では３つの実施時期の検討が行われた＞

• ４月実施：報酬改定に併せ、契約書等の更新を行い負担軽減

• １０月実施：定期人事異動が行われた後で、事務処理能力の低下が懸念

上半期保険料の改定、負担割合の見直しなど繁忙

• ２月実施：次年度の予算に実績がない

17

仕組みづくりや地域づくりは一朝一夕ではできないので早期に



１２．総合事業実施に伴う、問題・課題の整理

＜基本チェックリスト＞

• 利用者の機会の公平性や適正な運用が必要

• これまで活用してきた基本チェックリストなので、該当項目が流布

→市及び委託の地域包括支援センターでの総合相談の標準化（介護予防ケアマネジメン

トマニュアルを作成中）

＜事業対象者＞

• 従来の二次予防対象者から要支援２相当までと対象者の範囲が広い

• 制度の理解がなければ、利用しにくい

• 適切なアセスメントがなければ、安易に対象者を増やす危険がある

• 安易なサービス利用につながる危険がある（自立を阻害）

→市民への介護保険制度の理解促進（給付と負担の関係）

→ケアプランのモラルハザードを抑制（松戸版アセスメントシートを作成中）

→事業対象者に有効期間を２年に設定

＜事業（サービス）＞

• 当初は選択肢を増やさない（現行相当のサービスにも問題・課題が内在していた）

• 多様なサービスは、利用者と事業者・提供者を含め協議体で検討し、創設

• 多様なサービスは、国が例示した類型にはとらわれない

18



１３．介護予防・生活支援サービス（訪問・通所）

円滑な移行を目指す

＜現行相当＞→今後のサービスのあり方が多様なサービスに影響を及ぼす

• 実施要綱の策定（次頁）

• 利用者・事業者に円滑な移行をしてもらうために「基準・単価は同一」

• ただし、要綱のみなし事業名称が異なる（名称設定可能※近隣と調整すべき）

19

• 現行相当だけでも、利用者・事業者に誤解があった

→介護報酬改定と同時であったため

• 実際上の問題（要支援１と事業対象者の限度額の逆転）

＜多様なサービス＞

• 本来の目的である給付の適正化と介護人材不足解消を実現するためには、利用
者・事業者の理解と協力が必要である（規範的統合）

• 既存の事業者や住民主体の活動が淘汰される懸念（既存の担い手が一層活躍し、
新規参入機会の促進）

• 利用者の選択基準の明確化（自立のためのサービスの選択）



（参考）介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

20

第１条 （趣旨）
第２条 （事業の目的）
第３条 （定義）
第４条 （事業の内容）
第５条 （総合事業の実施方法）
第６条 （指定事業の費用）
第７条 （第一号事業支給費の支給）
第８条 （支給限度額）
第９条 （高額介護予防サービス費等相当事業）
第１０条 （指定拒否）
第１１条 （指定の更新）
第１２条 （指定事業者の基準）
第１３条 （本市の区域の外の事業所に係る特例）
第１４条 （事業の委託）
第１５条 （補助）
第１６条 （総合事業の利用料）
第１７条 （事業対象特定有効期間）
第１８条 （委任）



（参考）多様なサービス等の構築イメージ

21

介護ｻｰﾋﾞｽ事業者等
ｲﾝﾌｫｰﾏﾙｻｰﾋﾞｽ
・町会、自治会

・ＮＰＯ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

新たな担い手
・非組織化専門職
・元気高齢者

生活支援介護予防・生活支援のための協議体
・資源開発・ネットワーク構築・ニーズと取組みのマッチング

意見交換、代表選出 意見交換、代表選出 意見交換、代表選出

訪問型サービス 現行相当

通所型サービス 現行相当

生活支援サービス

一般介護予防事業

任意事業 他を補完する事業を市単独で実施

訪問・通所を補完する事業の実施

多様なサービスの創出
・緩和したサービス

・住民主体のサービス 等

自立支援のための事業を充実

多様なｻｰﾋﾞｽ
・メニュー
・実施方法

・指定
・委託
・補助

・単価
・自己負担

生活支援ｻｰﾋﾞｽ
・メニュー
・実施方法

・支援
・自己負担

一般介護予防事業
・メニュー
・実施方法

・支援
・自己負担

任意事業
・メニュー
・実施方法
・自己負担

参入機会の平等 安心・安全の確保

多様なサービス等は選択
肢を増やすことが目的で
はなく、給付の適正化や
介護人材不足を解消する
ことを実現しなければ意
味がない。

だからこそ、利用者と事
業者・提供者が需要と供
給や受益と負担を踏まえ
て話し合い、住み分けを
推進する
→現在、意見交換を呼び
かけている
→非組織化団体との連携
が必要不可欠



１４．介護予防・生活支援サービス（生活支援）

地域が、そして高齢者が積極的に活躍できる場と機会の創出

• 既存事業を活用した地域特性に応じたサービスの検討

• 地域と意見交換しながら新規参入機会の促進（平等性・公平性の確保）

• 2025年を見据えたサービスの構築（巧遅拙速）

22

安定・継続的なサービスが提供できる仕組み作り

生きがい対策（介護予防）



１５．介護予防・生活支援サービス（介護予防支援）

介護保険法の趣旨の普及・啓発

（国民の努力及び義務）

第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って
生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状
態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医
療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向
上に努めるものとする。

２ 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に
負担するものとする。

23

・自助努力の重要性

・サービスの過不足による不利益

・直営包括（基幹を付加）を設置し、ケアプランの適正化を推進



１６．介護予防・生活支援サービス（一般介護予防）

自らできる保険料抑制策

・地区説明会の中では、自主的に行っている

・ ６５歳以上（第１号被保険者）になる前からの健康増進と担い手の確保

・二次予防悉皆調査の代替手段の検討

24

・特例財源を活用した安定・継続化していくための支援



１７．利用者・事業者の理解の促進

＜委託している地域包括支援センター＞

・今回の改正で総合相談など大きな役割を担うため、理解が必要

・意見交換、法人説明、勉強会など機会を捉えて実施

・特に、ケアマネジメントについては包括から代表者を出し、共に検討

→介護予防ケアマネジメントマニュアルを作成中（次頁）

＜利用者＞

• 介護保険制度導入に匹敵する改正なので丁寧な説明

→全体説明、生活圏域ごとの地区説明、コールセンター開設、広報特集号

＜事業者＞

• 総合事業の早期実施により特別な事態が起こっているとの誤解

→ＨＰなどの質疑応答（当分の間継続）

25



（参考）介護予防ケアマネジメントマニュアル(案）-目次

監修の言葉 （淑徳大学 結城康博 教授）

第1章 はじめに

１ 介護予防の基本的な考え方

２ マニュアル作成経過等

３ マニュアルの活用（使用）に当たって

４ 目指すべき姿

第2章 介護予防事業・日常生活支援総合事業

１ 総合事業とは（介護予防事業・日常生活支援総合事業のガイドライン(案)）

２ 松戸市の総合事業

３ 介護予防ケアマネジメントの考え方

４ 介護予防ケアマネジメントの類型

５ 総合事業利用の流れ

第3章 相談・受付

１ 聞き取りと説明

２ 基本チェックリストの活用・実施

３ 介護予防ケアマネジメントの実施

(1) 訪問日時の調整

(2) アセスメント(課題分析)

(3) プランの作成

(4) サービス担当者会議

(5) モニタリング・評価

(6) 請求・利用限度額管理

第4章 事例

第5章 参考資料・様式

26

現在、活用し、検証し、改定作業中



１８．事務負担の軽減

• 行政内部の軽減

① 既存事業・事務の見直し

② 情報システムの見直し

• 地域包括支援センターの軽減

① 業務見直し

② 新たなシステムの検討（給付管理から相談・予防を重視）

• 事業所負担の軽減

① 移行に伴う、契約書(案）等の作成

② コールセンターの設置

③ ＨＰによる質疑応答

• その他

① 事業対象者の特定（新規4/1、認定更新6/1）

27



１９．総合事業実施に伴う作業

• 予算の組替え（款・項の設定）

• 予算額の増減

（保険給付から介護予防・生活支援サービスへの移管）

（保険料の上昇）→基準額5,400円（全国平均5,514円）

（認定費用の減額）

• 実施方法の策定

（訪問・通所等サービスの明確化）→みなし指定拒否（市内2）

（事業対象者の対象、時期等）

（事務フロー、要綱等の整備）

• 利用者・事業者（契約書・重要事項説明書・運営規程の変更）への周知
等

※社会福祉法人等の場合、定款等の変更が生じる場合がある

28



２０．新年度からの問題・課題

• ケアマネジメントの適正化

→事業対象者へのアプローチ

→直営基幹包括支援センターの設置

• 報酬改定による影響（総合事業と実施との誤解）

→要支援切り（契約更新しない、入浴サービスのカット等）

• 総合相談からの情報システム

→（既存のシステムは給付から逆算されている）

29



２１．早期実施・推進体制

30

ＷＧ 専従

健康福祉政策課 5 2

地域福祉課 1

地域医療課 1

健康推進課 2

高齢者支援課 4 1

介護保険課 6 2

国民健康保険課

国民年金課

生活支援課

障害福祉課

介護制度改革課 7

19 5 7

計画策定
区分 実施

健康福祉部

福祉長寿部

計

計画策定段階
・ワーキングを設置
（H25年度は不定期、H26年度は週１）
Ｈ２６年１２月に専従を設置
・総合事業等の推進
Ｈ２７年４月に新課を設置
・高齢者支援課、介護保険課は窓口等の既存
事務が繁忙であることから、新規事業を推進
するために新課を２年限定で設置



（参考）新年度予算（総合事業関連）

• 制度改正用臨時職員 12,010千円

• 視察費用 218千円

• 多様なサービス公募費用 28千円

• 介護保険管理システム（みなし指定） 33千円

• 認定審査関係 △8,818千円

• 法改正コールセンター 3,360千円

• 訪問型サービス（現行相当等） 115,756千円

• 通所型サービス（現行相当等） 303,072千円

• 住民主体による支援サービス構築講演会費用 50千円×２

• 住民主体による支援サービス（補助）初期費用 4,200千円×２

• 移動支援サービス（補助）初期費用 900千円

• 通所短期集中予防サービス（6ヶ月分） 38,805千円

• 介護予防ケアプラン委託料等 70,250千円

• 介護予防手帳 1,048千円

• 介護予防把握（ポピュレーションアプローチ） 16,475千円

• 地域の介護予防活動支援 850千円

• 地域包括支援ネットワーク

• 家族介護支援 1,200千円

• 一般介護予防評価 1,848千円

• 総合相談 13,553千円

• 協議体関係 2,075千円

• 審査支払手数料 1,165千円
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① 前年度３月補正で、広報特集号、
コールセンター他を予算化

② 生きがい対策・介護予防等の事業
の充実を今年度補正予算で追加予定



２２．今後のスケジュール（案）
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№ 事業 概要 H27 H28 H29

医療・介護・予防・住まい・生活支援を
一体的に提供される仕組みをH37年を目
指し段階的に充実・強化

充実・強化

1 総合事業 H27年4月より移行
現行相当サービスの実施
多様なサービスの検討・実施

2
地域包括支援ネットワー
クの構築

多様な職種や機関との連携協働するため
のネットワークを構築する

基盤づくり 　　　　　　設置準備 設置

3
日常生活支援サービスの
充実

多様なサービスを実現するための協議体
を設置し、早期にコーディネターを配置

　　　　　　　協議体の設置
コーディネーターの育成 コーディネーターの配置

4 介護予防の強化
自立期間の延伸のために多様なサービス
を含め事業の充実・強化

　　　事業の創設（地域リハ等） 事業の強化・充実

5 地域包括支援センター 段階的に充実・強化 人員の増員
増設準備
基幹包括の準備

15包括体制へ移行
基幹包括の設置

6
在宅医療・介護連携の推
進

医師会と協議し、早期に完全実施 事業充実の協議 相談窓口の設置

7 認知症施策の推進
初期集中支援チームの設置・増設、地域
支援推進員の増員等

初期集中支援チームの設置
地域支援推進員の増員
認知症チェッカーの導入

初期集中支援チームの増設

8
特別養護老人ホームの入
所要件の見直し

法に基づき、指針の見直し

9 費用負担の公平化 法に基づき順次実施

10 施設の整備 引き続き、新規施設の誘導
小規模多機能（複合型）の新設

定期巡回・随時対応型訪問の新設

特養の新設
小規模多機能（複合型）の新設
認知症対応型共同生活介護の新設
定期巡回・随時対応型訪問の新設

特養・老健の新設
小規模多機能（複合型）の新設
認知症対応型共同生活介護の新設
定期巡回・随時対応型訪問の新設

11 保険料の見直し 基準額の見直し

12 その他 既存事業の見直し

基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄの実施方法見直し
お元気クラブの見直し
家族介護教室の実施
総合相談（あんしん１００番）

地域包括ケアシステム



□■□早期移行への「試案」□■□

今回の制度改正は、総合事業を始めとする地域支援事業にどのように対応し、2025年に向けて地域包
括ケアシステムを構築するかがポイントだと考えます。また、制度が不十分であるからこそ、市町村
の裁量で多くのことが実現できる可能性がある。

① 改正の目的である、給付の適正化や担い手の確保は一朝一夕では実現できない→早期着手

② 地域支援事業は、市町村単位で実施することから、地域特性に応じて創意工夫が可能

③ 短期的な目標も重要であるが、中長期的な視点で負担者・利用者・事業者・提供者と協議しなけ
れば、安定・継続な社会が実現できない

※ 単に多様なサービスを創出することは、既存事業者や地域の主体的な活動を阻害（淘汰する恐
れ）する。やはり、役割分担や住み分けが重要
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第６期介護保険事業計画
・事業費
・保険料

総合事業

今期、計画期間中に総合事業
実施のための事業費と保険料
が盛り込まれている。

そこで、「計画（事業費・保険料）」を変えずに

総合事業をH27年度中に実施決定（現行相当）

補正予算にて「総合事業」を設定

2025年を目指し、地域支援事業を早期に始める
→利用者・事業者・提供者と話し始める

本来であれば、住民のために計画を見直すべき



（参考）松戸市のＨＰ

（事業者向け）http://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/fukushi/kaigohoken_jigyousya.html

介護保険サービス事業所向け

• 更新日：2015年3月26日
• 1.全国介護保険担当課長会議資料
• 全国介護保険担当課長会議資料

• 2.社会保障審議会（介護給付費分科会）
• 介護給付費分科会（資料・議事録）

• 3.介護保険最新情報（厚生労働省通知）
• 介護保険最新情報（WAMNET参照）
• 4.いきいき安心プラン5まつど（案）（第7期高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画）に関する事業所説明会の資料
• 計画の概要について（平成27年2月4日）（PDF：7,922KB）
• 改正介護保険と総合事業のポイント（平成27年2月4日）（PDF：853KB）
• 介護予防・日常生活支援総合事業について（平成27年2月4日）（PDF：4,531KB）
• 5.介護保険制度改正にかかる事業所説明会の資料
• 事業所説明会資料（平成27年3月20日）（PDF：14,438KB）
• （事業所説明会）質問票に対する回答（PDF：174KB）
• 問い合わせ先（PDF：129KB）
• 【その他】

• 介護予防・日常生活支援総合事業関係

• 平成27年度介護報酬改定関係
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最後に

経歴 Ｓ63/4 保育（統廃合等、人事）

（兼務 選挙管理委員会）

（兼務 文化会館開設室）

H 8/4 情報システム室

H10/4 事務管理課（組織・定数）

H12/4 総務企画本部企画管理室（総合計画、行政評価）

H14/10 政策調整課

H15/4 財務本部企画管理室

H17/4 病院事業管理局企画管理室（人事・労務）

H22/4 新病院開設課

H23/4 財政課

H25/4 健康福祉政策課

（兼務 地域福祉課）

（兼務 健康推進課）

（兼務 高齢者支援課）

（兼務 介護保険課）

（兼務 国民健康保険課）

（兼務 障害福祉課）

H26/12 介護保険制度改革担当

H27/4 介護制度改革課
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１．組織改革

２．行財政改革

３．給与構造改革

４．介護制度改革
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奈良県生駒市 

福祉部 高齢施策課 

課長補佐 田中 明美 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



総合事業の導入に向けた歩み

生駒市 高齢施策課
課長補佐 田中 明美



１．生駒市の概況 ＜生駒市特徴＞
・奈良県北西部に位置し、京都・大阪に囲まれた近畿のほぼ中央にあり、南北
に細長い形状で、面積は53.18㎢。
・江戸時代に創建された生駒聖天・宝山寺の門前町と発展し、現在は大阪の
ベッドタウンとして、年々人口は増加傾向にある。
・大都市隣接の利便性を活かし、低層住宅を中心とした質の高い住宅都市とし
て、発展。
・市民の高い定住意向の割合：83.9％ （全国平均64.7％）

（平成20年度 生活総合調査）

生駒市の特徴 ～高齢者に視点を向けて～
○地理的特徴：南北に細長い地形を呈し、坂道が多い街並み
○いったん膝・腰を痛めると「閉じこもりがちな生活」を余儀なくされる
○前期高齢者17,783人 ＞ 後期高齢者 12,499人（H27.4.1）
○軽度認定者が多い。
○高齢化率25.91％（H26.4.1）で、全国、奈良県に比し、低い方である
（平成25年10月1日現在：生駒市の高齢化率23.2％、全国25.1％、

奈良県26.05％）
○75歳以上の人口伸び（2015～2025年）が高く、全国1.32倍に比し、
1.7倍の見込み

○今後、後期高齢者数の地域格差が大きくなる
○ひとり暮らし高齢者数も例年伸び続けている（H25年:3,122人民生調べ）
○高齢者虐待・認知症に関する相談が増えている。

写真：坂道の様子
高齢者にとっては
きつい！！

要介護認定者数
（第１号被保険者）

※日常生活圏域は10圏域
⇒ 地域包括支援センターは6箇所設置（委託）

↑

平
成
32
年
度
に
お
け
る

生
駒
市
の
高
齢
者
マ
ッ
プ
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２、新しい総合事業に向けた準備

⑴市町村介護予防強化推進事業（国のモデル事業）
（平成24年10月～26年3月末）に参加

①
北海道下川町
（しもかわちょう）

②
茨城県神栖市

（かみすし）

③
埼玉県和光市

（わこうし）

④
東京都世田谷区

（せたがやく）

⑤
東京都荒川区

（あらかわく）

⑥
三重県いなべ市

（いなべし）

⑦
奈良県生駒市

（いこまし）

⑧
岡山県岡山市

（おかやまし）

⑨
香川県坂出市

（さかいでし）

⑩
福岡県大牟田市

（おおむたし）

⑪
大分県竹田市

（たけたし）

⑫
長崎県佐々町

（さざちょう）

⑬
沖縄県北中城村

（きたなかぐすくそん）

全国１３ヶ
所の市町
村が参加

中地区をモデルエ
リアとし、３地域包
括の圏域を対象に
モデル事業を展開 2



事業の説明と同意（地域包括支援センター）

地域ケア会議（個別ケース検討）

一次アセスメント

初回（オリジナル帳票の工夫）
・情報収集（個人票・生活機能評価・国帳票

等の活用）
・課題整理（アセスメントの総括票の活用）

二次
アセスメント

２ 訪問型事業（直営）

１ 通所型事業（委託）

・ニーズ特定（関係機関・関係者で共有）
・目標設定（本人の目標及び支援者の目標）
・ケア方針（誰が？何を？いつまでに？の整理）

モニタリング
・目標到達確認

４ 通いの場（直営・委託）
・転倒予防教室
・ひまわりの集い
・体操教室（公民館・地域型）
・高齢者サロン
・わくわく教室等

・予防サービス終結の判断
中間評価とモニタリングを重視

固有領域の評価
・残存能力、環境（リハ職）
・口腔（歯科衛生士）
・栄養（管理栄養士）

①

②

③

④

⑤

⑥

４つの支援メニュー

３ 生活支援サービス

トータル

マネジメント
（地域包括）

集中介入期 生活期移行期

３．介護予防強化推進事業（モデル事業）における自立支援の流れ
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身の回りの動作（ＡＤＬ） 生活行為（ＩＡＤＬ）

• 要支援者は、ＡＤＬは自立し、わずかにＩＡＤＬの一部に援助を要する程度。このため、日常生活上の不自由さを援助し
、あるがままの状態を支えるサービス提供が行われてきた。

• 二次的に生じる生活上の問題を予測して、不自由さを最大限軽減する「自立支援型ケアマネジメント」の発想をもたな
ければ、重度化を食い止めることは困難。

４．要支援者のケアマネジメントの特徴

n=851,756

n=855,173

n=1,047,954

n=854,999

【出典】平成23年度要介護認定における認定調査結果 （認定支援ネットワーク（平成24年2月15日集計時点））

n=二次判定件数

岡山県長寿社会課作成 4



５．要支援者に向けた新しいサービスを創出できるかを検討

【現状】 【新しいサービスの検討】

（介護予防通所介護１）
利用者の大半が、人との交流を求めるな
ど、交流や社会参加のニーズが高い。

社会参加や交流の場があれば、デイサービス以
外でも送迎の問題をクリアできれば、介護予防
通所介護以外の通いの場があるのではないか？

（介護予防通所介護２）
自宅での入浴が不安、または困難とい
う理由から、サービス利用を希望する
家族が多い。

入浴できる動作改善や環境の整備が出来れば、
自宅での入浴が可能になるのではないか？

（介護予防訪問介護）
膝や腰を痛めて、外出が困難となり、
買物や掃除が不自由になったという理
由でサービス利用を希望する割合が高
い。身体介護を必要とする人は要支援
認定者では少なく、健康な家族が同居
していたら、サービス利用は不要。

訪問介護員というプロでなくても、家族に代わ
る人がいたら、家事等の生活支援サービスは届
けられるのではないか？

5



６．要支援者の実態把握（認定調査結果や包括からの情報収集）

ADLでは、起き上がり・立ち上がり・片足立ち・歩行に一部介助が
多く、一部の人に洗身・爪切りにも一部介助が必要な人がいる。

整形外科的疾患による痛みやしびれの影響、喪失体験等に
よる意欲の低下から閉じこもりがちになり、廃用性の進行
による下肢筋力や体幹機能の低下

IADLでは、世帯の状況や性別、家族の介護力による影響もあり、
身体能力的には可能な動作であっても、生活行為による習慣性
がなく、一部介助となっている人も一定数いる。

精神疾患（認知症やうつ病、統合失調症等）、難病や癌などの急
性憎悪疾患で、認定直後のADLは高くても、体調との兼ね合いで、
生活行為としては、「声掛けや見守り、一部の手助け」が必要に
なってくる人も要支援者に一定数、存在する。
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７．モデル事業の結果 （集中介入期の事業に参加した94名）
集中介入期
の事業が鍵
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８. 平成27年4月に「総合事業導入」に踏み切った理由

⑴ 地域包括支援センターの声

現行の介護保険サービスにない事業が要支援者には必要

・状態像の似通った人が通う「運動とレク」中心の短時間サービス

・自立を目指す専門性の高いプログラム中心の教室

・要支援者等を対象とすることで人員基準が緩和できる

・生活支援サービスなら、プロでなくてもできるのでは？という期待

地域の居場所に戻れる高齢者を増やしたいという切なる現場の声

・短期集中で廃用性を改善し、介護保険サービスから離脱

・短期集中型Cの事業を創出し、卒業を意識（利用者・事業者・包括・市）

・地域の居場所に帰ることを目標としたケアプランの作成

8



⑵ 住民主体の居場所づくりに関して、意欲的な市民団体の声

高齢化の進展を心配する住民が徐々に増加
・自分達でできることを検討しようという「自主的な集いの場」の現れ

団体から市との協働事業に関する継続の声
・一次予防事業で実施していた「会食サロン」が週に１回・

隔週1回の定期開催と地域展開の可能性！

・閉じこもり高齢者の外出場所の拡大が必要！

緩和型Bの事業を創出（ひまわりの集い・生活支援サービス）

・2025年問題を真摯に受け止める住民層が微増

・シルバー人材センターから事業拡大の意向！

補助金を活用し、【生活・介護支援サポーター養成講座】を開催し「人財」ストックを図る

9



⑶ 介護人材不足を懸念する事業者からの声

プロとアマの混在し合う事業の検討が必要

訪問介護Bや緩和型Aの通所型事業を検討

2025年問題を今から考え、徐々に「地ならし」することが大切

「訪問介護」の代替え案や「緩和型A」の事業を検討

⑷ 「市町村事業」という言葉に魅了された関係者の声

様々な事業所・NPO・住民等を巻き
込んで、必要な事業が作れる魅力

坂道が多い街並み、後期高齢者の伸びが、
今後急速に加速への対応

事業所から具体的な事業の提案

NPO等から介護予防事業の提案

住民からの居場所づくりの提案

本市オリジナルのサービスを、時間をかけ
て作りだすことが可能

市・民間・住民力による事業のすみわけ

元気高齢者も事業の担い手とする期待

10



⑸ 厚労省のバックアップ体制が本気モード

不安な事は、即時解決できる体制（電話・メール・ベストプラクティス等）

・市町村・担当職員として大きな安心

・組織・管理職等の安心感にもつながっている

共に走る市町村間の連携力が後押し（電話・メール・ベストプラクティス等）

・契約書や実施要網、説明会資料や帳票類など、互いに惜しみなく提供しあう関係

・仲間がいる安心感はモチベーション維持につながっている

⑹ ある事業を組み替えるだけでもスタートは可能

実施しながら、ベターな方法を関係機関・関係者・住民とともに議論
し、少しずつ形を整えていく方法を選択

・平成27年4月からは多様なサービスのみ開始、予防給付は上半期残したまま展開

・平成27年10月からは全面移行の予定

・やり方も市町村の実情に応じた方法が選択できる。
・まだまだ年度途中でも「総合事業」への移行は可能

11



９．生駒市における「総合事業」導入に向けた３つの視点

自立支援の視点
⇒新しくリハビリテーション職を事業に導入し、短期・集中的な介入

により「自立」や「QOLの向上」を目指す事業

人材育成の視点
⇒地域づくりや介護予防への関心を高め、2025年問題を真剣に考え、

わがまちに必要な「地域包括ケア」に向けた体制整備を共に作り上
げることを目指す

人財活用の視点
⇒一般市民や既存団体、介護事業所等の協力を得ながら、市との協働

で作り上げることができる事業の選定

１．

２．

３．
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１０．新しく創出した事業

【パワーアップ教室PLUS】
健康管理、痛みのコントロールや評価を行いながら、可動域や活動量を向上する事業（理
学療法士・作業療法士・保健師・看護師・運動実践指導者・介護職などの多職種と高齢者
のボランティアとのコラボレーション）

【転倒予防教室】
理学療法士が中心となり、運動実践指導者と共に、①で活動性を上げ卒業してきた人の
「地域移行の場」として、その体力を維持・向上するための事業

【生活支援サービス】
シルバー人材センターに研修を行った上で、家事支援を中心とした生活支援サービス
の提供を行う事業

【ひまわりの集い】
生駒市健康づくり推進員連絡協議会にて、閉じこもりがちな高齢者の居場所と外出機会の
確保のための手作りの食事を提供する「会食サロン」事業

「通所型」と「訪問型」のセット事業
＊自宅と自宅周辺の環境も精査した上で、行動範囲が

拡大できるメニューの考案がポイント！

①

②

③

④
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１１．新しく創出した事業の紹介

集中介入期：通所型事業（OT・PT・NS・運動指導員・介護職・ボランティア等 集中介入期：訪問型事業
（OT・PT・保健師・包括職員等）

移行期：転倒予防教室
（ＰＴ・介護予防運動指導員）

生活期：ひまわりの集い
（生駒市健康づくり推進員）

集中介入期～生活期
生活支援サービス
（シルバー人材）
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生駒市健康づくり推進員連絡協議会に委託して事業実施
地域支援事業の一次予防事業～介護予防・生活支援サービスに移行

藤尾氏

事業例の紹介 ひまわりの集い～会食サロン～

15



≪市 側≫ ≪市民団体≫

ハードルをあえて下げての事業依頼・・・・・・「いや、それでは・・・」

余裕で出来る内容をまずは提案・・・・・・・・「もっと、こんな風に・・・」

具体的にイメージできる方法で伝達・・・・・・「それなら、できる！」

DVD・リーフレット・広報・報道の活用・・・「会員のやる気を喚起！」

【一般市民団体に依頼や委託するときのポイント】
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１２．生駒市の事業体系図のイメージ図
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１３．生駒市の総合事業の体系（緑の囲い）

旧体系（H27.3まで） 新体系（H27.4～）
介護給付 （要介護1～５）

介護給付（要介護1～５）

介護予防給付
（要支援1～２）

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

介護予防事業
【 二次予防事業】

〇二次予防事業対象者把握事業
〇通所型介護予防事業
⇒パワーアップ教室５教室
⇒転倒予防教室

〇訪問介護予防事業
【 一次予防事業】

○介護予防普及啓発事業
⇒介護予防教室、介護予防講演会、体操教室（３６

教室）、介護予防出前講座、認知症サポーター
養成講座、脳の若返り教室（１１教室）、
物忘れ相談事業、ひまわりの集い（2教室）

○地域介護予防活動支援事業
⇒わくわく教室（９教室）、介護予防ボランティア養成

講座、徘徊高齢者模擬訓練等

介護予防給付（要支援1～２）

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

【 介護予防・生活支援サービス事業】
〇訪問型サービス
⇒パワーアップPLUS教室（訪問型）
⇒現行相当の介護予防訪問介護サービス
⇒シルバー人材センターの生活支援サービス

〇通所型サービス
⇒パワーアップPLUS教室（1教室）
⇒パワーアップ教室（4教室）
⇒転倒予防教室（1教室）
⇒現行相当の介護予防通所介護サービス
⇒ひまわりの集い（2教室）

〇介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○ 一般介護予防事業

★左記の一次予防教室に＋α介護予防把握事業、

コグニサイズ教室、ひまわりの集い地域型等追加

現行と同様

事業実施
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１４．生駒市における総合事業導入の行程

介護保険運営協議会予防部

会にて・・・

【総合事業内容の検討】

介護保険運営協議会にて・・・

【国のガイドライン・生駒市案
の提示等】

地域包括支援センター会議にて・・・

【二次アセスメントシート案
作成等】

アセスメントツール作成会議にて・・・

【二次アセスメントシート検討
・利用の流れの提示】

介護給付 (要介護１～５)

介護予防給付
（要支援１～２）

新しい介護予防・日常生活支援
総合事業 （要支援１～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス(第1号訪問事業）

『パワーアップPLUS教室（訪問型）』
『生活支援サービス』

・通所型サービス（第1号通所事業）
『パワーアップPLUS教室（通所型）』
『パワーアップ教室』
『転倒予防教室』
『ひまわりの集い』

・その他の生活支援サービス
（第1号生活支援事業）

・介護予防ケアマネジメント
（第1号介護予防支援事業）

○一般介護予防事業

訪問看護・福祉用具

訪問介護・通所介護

介護給付 (要介護１～５)

介護予防給付
（要支援１～２）

新しい介護予防・日常生活支援総
合事業 （要支援１～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス(第1号訪問事業）

『パワーアップPLUS教室（訪問型）』
『生活支援サービス』

・通所型サービス（第1号通所事業）
『パワーアップPLUS教室（通所型）』
『パワーアップ教室』
『転倒予防教室』
『ひまわりの集い』

⁞
・その他の生活支援サービス

（第1号生活支援事業）

・介護予防ケアマネジメント
（第1号介護予防支援事業）

○一般介護予防事業

≪平成26年度≫ ≪平成27年度(4～9月≫ ≪平成27年度（10月～全面移行）≫

※訪問介護・通所介護以外

総合事業に移行

現在、

事業実施
なし
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１５．生駒市の総合事業の体系２
事業名 直営・

委託・
指定

形 態 人員基準 利用者実
人数の見
込み

期間と時間数 事業費（円）

パワーアップPLUS
教室

委託 集中型Ｃ ＰＴｏｒＯＴ、看護師、介護予
防実践指導者、介護士、社
会福祉士等各1名、ボラン
ティア（4～5）名

９０名

1時～3時
週に2回利用
（送迎付き）

11,472,000

パワーアップ教室
（4教室）

委託 集中型Ｃ 運動実践指導者、介護士、
看護師、歯科衛生士、管理
栄養士、ボランティア等

２７９名 1時半～4時
週に1回利用
（送迎付き）

18,414,000

転倒予防教室 直営 集中型Ｃ 理学療法士、介護予防運動
実践指導者、ボランティア6
名等

４２名 10時～11時30分
週に1回利用

1,360,000

ひまわりの集い
（2教室）

委託 緩和型Ｂ 生駒市健康づくり推進員連
絡協議会会員COOP5名、た
けまるホール10名

COOOP30名、た
けまる50名

10時半～1時
手作りランチ付き
週に1回ｏr隔週利用

2,689,000

生活支援サービス 委託 緩和型Ｂ シルバー人材センターの会
員で市の研修受講者

１１０名 介護予防ケアマネジメ
ントによる必要数

5,492,000

パワーアップｐｌｕｓ
教室訪問型

直営 集中型Ｃ ＰＴｏｒＯＴ1名と、市の保健
師と担当包括職員

90名 1件あたり50分～60分 1,137,000
程度の訪問

介護予防通所介護
介護予防訪問介護

指定 現行相当 148名
198名

現行相当の予定
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１６．開始時期による上限額の差

平成27年度 305,876,330円 ×　1.1　　※※ 336,463,963円

平成28年度 336,463,963円 ×　1.047　※※ 352,277,769円

平成29年度 352,277,769円 ×　1.057　※※ 372,357,602円

※※　各年度の直近３カ年平均の75歳以上高齢者人口の伸び率

(10月1日時点）

≪①　予防給付（介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防支援）、介護予防事業の総額≫

介護予防訪問介護 介護予防通所介護 介護予防支援

平成26年度 66,858,626円 145,243,154円 41,111,550円 52,663,000円 305,876,330円

≪介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン≫　より

総合事業費の上限額 

予防給付費　※１ 介護予防事業
※２

合計

地域支援事業総額の上限設定については、

１． 総合事業

２． 包括的支援事業・任意事業

の２区分で管理を行う。

地域支援事業の上限設定について
【案① ： 平成27年度から総合事業開始】

総合事業の上限 ＝ 【①当該市町村の事業開始の前年度の（予防給付（介護予防訪問介護、

介護予防通所介護、介護予防支援）＋介護予防事業）の総額】

× 【②当該市町村の７５歳以上高齢者の伸び】※※

※※ 各年度の直近３カ年平均の75歳以上高齢者人口の伸び率

※１ 平成26年度7月分までの給付実績データによる推計値から算出した、平成26年度の見込み値を入力。

※２ 平成26年度の介護予防事業費見込み値を入力。

平成28年度 315,366,460円 ×　1.047　※※ 330,188,684円

平成29年度 330,188,684円 ×　1.057　※※ 349,009,439円

※※　各年度の直近３カ年平均の75歳以上高齢者人口の伸び率

(10月1日時点）

≪①　予防給付（介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防支援）、介護予防事業の総額≫

介護予防訪問介護 介護予防通所介護 介護予防支援

平成27年度 77,773,000円 182,749,000円 47,229,000円 57,671,510円 365,422,510円

平成27年度
（報酬改定）

73,884,350円 137,061,750円 47,229,000円 57,191,360円 315,366,460円

≪介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン≫　より

総合事業費の上限額 

予防給付費　※１ 介護予防事業
※２

合計

地域支援事業総額の上限設定については、

１． 総合事業

２． 包括的支援事業・任意事業

の２区分で管理を行う。

地域支援事業の上限設定について

【平成28年度から総合事業開始】

※平成27年度については、現行通り介護予防事業で実施

総合事業の上限 ＝ 【①当該市町村の事業開始の前年度の（予防給付（介護予防訪問介護、

介護予防通所介護、介護予防支援）＋介護予防事業）の総額】

× 【②当該市町村の７５歳以上高齢者の伸び】※※

※※ 各年度の直近３カ年平均の75歳以上高齢者人口の伸び率

平成29年度 341,614,109円 ×　1.057　※※ 361,086,113円

※※　各年度の直近３カ年平均の75歳以上高齢者人口の伸び率

(10月1日時点）

≪①　予防給付（介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防支援）、介護予防事業の総額≫

介護予防訪問介護 介護予防通所介護 介護予防支援

平成28年度 80,495,832円 212,128,442円 48,855,378円 57,191,360円 398,671,012円

平成28年度
（報酬改定）

76,471,040円 159,096,331円 48,855,378円 57,191,360円 341,614,109円

≪介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン≫　より

総合事業費の上限額 

予防給付費　※１ 介護予防事業
※２

合計

地域支援事業総額の上限設定については、

１． 総合事業

２． 包括的支援事業・任意事業

の２区分で管理を行う。

地域支援事業の上限設定について

【平成29年度から総合事業開始】

※平成27、28年度については、現行通り介護予防事業で実施

総合事業の上限 ＝ 【①当該市町村の事業開始の前年度の（予防給付（介護予防訪問介護、

介護予防通所介護、介護予防支援）＋介護予防事業）の総額】

× 【②当該市町村の７５歳以上高齢者の伸び】※※

※※ 各年度の直近３カ年平均の75歳以上高齢者人口の伸び率
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１７．上限額・事業量の算定（案）

⑴上限額・事業量の算出方法

【保険者】
高齢者人口の推計（前期・後期高齢者数の割合）
要支援１・２の認定者の推計
新規申請者の推計
現行サービスでの利用推計
市民意識調査から市民ニーズの把握

【地域包括支援センター】
新規申請者から「新しい介護予防・生活支援サービス事業」
への移行割合の推定（包括の実態調査）
現行サービス利用者から新しい「介護予防・生活支援サービ
ス事業」への移行割合の推定（包括の実態調査）
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⑵上限額・事業量の算定（平成27年度から実施の例）
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１８. 移行に向けての準備

⑴ 市の役割

基礎数字の把握

高齢者数・認定者数・一人暮らし高齢者数の推計、世帯構成、給付費の伸
び、人口推移、サービス量の推計、認知症高齢者の推計、新規申請者の推
計、現行サービスの利用状況、市民意識調査からのニーズ把握、要支援
１・２の認定者の推計等etc…

課内での議論

上限額設定に関しては、前年度の実績が大きく影響
現行の地域支援事業のように給付費の３％が上限という設定でないことに留意
総合事業の開始年度をいつにするかについて、年度も検討
組織改編に及ぶ議論を重ね、介護保険課予防推進係は高齢福祉課に統合され、
高齢施策課となり、包括ケア推進係と生まれ変わり総合事業を推進
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関係課との調整

理事者・議会等への説明

・事業の狙いを説明（決して要支援者切ではないこと、多様なサービスにより選択の幅が

広がるメリットを強調、強制的にサービス利用の誘導を行うわけではないことも説明）

・市民福祉委員会に向けては、地域包括ケアの勉強会を活用し、総合事業の説明実施

・上限額（事業費）のからくりを説明（早期に開始することの保険者・住民・事業者に関するメ

リットを説明）

財政当局との調整
・開始時期をいつにするかによって、予算編成も通念と変わるため、密に連携を図りながら、

予算の修正を図った

地域包括ケア推進会議を設置
・多様なサービスの創出、医療介護の連携、生活支援体制整備について、他部署と

部課横断的な連携を図る体制を整備
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・主治医の理解が必要なため、総合事業の趣旨説明

・総合事業をきっかけに「医療・介護の連携会議」の場を創設

・二次アセスメントシートの作成

・本市オリジナルの診療情報提供書等の微修正を図る

介護保険運営協議会での検討

医師会との調整

【開始時期】
平成２７年度から「総合事業」開始

平成２８年度から「総合事業」開始

平成２７年度 予防給付を残したまま「総合事業」開始

★平成２７年度 上半期は予防給付を残したまま「総合事業」を開始し、下半期から全面移行

⇒必要なサービスの種類と内容

⇒必要な事業量の算定と人材確保等
28



地域包括支援センターとの調整

総合事業の要は 「地域包括支援センター」 である
総合事業の趣旨や包括が担う役割、事業の整理や相談時の流れについて、整
理するために定例会議を新たに追加

奇数月の第３（木）に集まり、総合事業に向けた準備会議を開催

作業部会として「予防部会」を立ち上げる

予防部会での作業
開始時期とサービス種類と内容及びサービス
量の検討

要支援１・２の認定者のサービス利用傾向の
分析

現行サービスから新しいサービスへの移行割
合の算出

利用者の意向確認

必要なサービスの内容を検討

窓口での対応に関するフローチャートや包括
来所・相談時のフローチャートの作成

基本チェックリスト後のアセスメントツール案
の検討

必要な帳票類の整理

介護予防ケアマネジメントの流の作成

介護予防ケアプランの費用案の作成

総合事業に向けた多様な事業でのシミュレー
ションの実施

契約書のひな形・重要事項説明書等の作成

→ 現行サービス利用者にアセスメントツール案を試行
→ サービス利用体系図の作成等
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担当課としての役割

・システム改修の準備

・介護予防事業の実施要綱の廃止及び総合事業の実施要綱等の作成

・事業参加者数の推定及び予算の確保

・事業対象者の証 発行準備

・申請書類や窓口対応マニュアルの作成

・委託契約書の作成や請求方法の検討

・事業運営マニュアルの作成等

・包括法人理事者向け代表者会議で総合事業の説明会を実施
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４月

３月

１２月

１１月

１０月半ばから準備開始

１９．2014年 総合事業開始に向けての準備（タイムスケジュール）

上限額の設定

事業体系・事業内容及び事業量の算定し直し

介護保険運営協議会で、再度開始時期の検討

第６木介護保険事業計画の修正

H27年の地域支援事業にかかる予算の見直し

総合事業の実施に向け、奇数月の包括会議を新たに
追加

総合事業のケアマネジメントの考え方の統一と共有
化

総合事業の実施に向け、医師会との調整

総合事業の内容・事業数・サービス量の確定

第１回 システム会社との打ち合わせ

上限額の設定見直し

事業量の算定見直し

平成27年度予算案の確定

医療・介護の連携会議の場を設置
（第１回会議）

第２回 システム会社との打ち合わせ

２月

総合事業のリーフレット作成開始

第２回 医療・介護の連携会議
（アセスメントツール作成に向けて）

アセスメントツール（案）の検証

ケアプランの単価設定（案）作成

プラン請求方法の検討

窓口対応マニュアル（案）作成

総合事業に関するマネジメント特性の整理

第３回 システム会社との打ち合わせ

奈良県国保連豪快との打ち合わせ会議

ケアプランの帳票類（案）の作成

広報の打ち合わせ

包括理事者向け、総合事業の説明会実施

総合事業導入に向け市民啓発として
市民フォーラムの開催

生活・介護支援サポーター養成講座の実施
（基礎編→３回開催）

第３回 医療・介護の連携会議

広報での市民周知

計画作成依頼届出書の作成

介護保険の更新案内の挿入文書の変更

総合事業のコンセプトのまとめ

総合事業の必要書類の確定

一般介護予防事業向け、運動DVDの作成

基本チェックリストの帳票作成

介護予防ケアマネジメントの契約書（案）作成

介護予防ケアマネジメントの重要事項説明書（案）作成

第４回医療・介護の連携会議

介護予防事業に関する実施要綱の廃止に向けた準備

多様なサービスに関する契約書・仕様書の作成

総合事業の実施に向けた事業所説明会の実施

事業対象者の証発行準備

生活・介護支援サポーター養成研修
（基礎編3回、実用編6回、計9回の実施）

新規申請者の窓口対応マニュアルの確定

システム会社との打ち合わせ

「事業対象者の証」発行テスト

生活支援サービスで稼働できる人員の確認

総合事業のプラン再委託の金額調整

総合事業に関する介護予防ケアマネジメント研修の実施

多様なサービスに向け事業所等との委託契約

総合事業利用者の受付台帳の整備

直営事業の見直し（効率化と簡素化を図りつつ、質は向上）

新しい体制での担当者の見直しと総合事業の内容を共有化

5月のケアプランの支払い準備（包括との突合）

生活支援サービスの担い手に対する研修会の調整

生活・介護支援サポーター養成講座修了者のOB会実施
（自主開催への展開）

一般介護予防事業に関する介護予防把握事業の整理

介護予防拠点施設でのサービス内容の（案）作成

認知症初期集中支援チームの稼働に向けて準備会議

集中型Cの事業所との打ち合わせ

医師会向け、総合事業の研修会企画（８月28日開催予定）

事業対象者の証発行
奇数月の包括会議の下部組織として「予防部会」を
設置

１月

2015年

31



２０．医療と介護の連携の場を調整（アセスメントツール作成会議）

アセスメント
ツール作成

会議

医師会・

歯科医師会

地域包括支
援センター

居宅介護支
援事業所

介護予防通所介護
事業所

介護予防訪問介護
事業所

薬剤師会

訪問看護事
業所

32

医療チーム

介護チーム

●H26.11月末まで
・アセスメントツール案の作成
・ご協力いただける医師を医師会から推薦（2名）
・他に医療チーム、介護チームから推薦いただき

合計１１名の参加による会議を開催

●12月22日：第1回 作成会議
⇒アセスメントツール案を利用して、事業選定基準
が導き出されるか、要検討（宿題）

●H27.１月22日：第2回アセスメントツール作成会議
● 2月 ：第3回アセスメントツール作成会議
● ３月～ 試行的にツールを使用
● ６月 ：第4回アセスメントツールの検証

及び修正等
〇 8月 ：医師会向け「総合事業説明会」
● 9月 ：広報等において、再度周知

H27年10月 総合事業の本格的な開始

スケジュール
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２１．アセスメントツール（案）

医療介護の連携の場で作成

地域包括支援センターの全面的な協力の元、実施！

現行の予防給付作
成プランにも対応可
能。

能力と行為が明確
になるように工夫。
国のガイドラインの
要素も加味しながら
、作成中。
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２２．生駒市における新規申請者への窓口対応の流れ

【対応窓口】
介護保険課・高齢福祉課・地域包括支援センター

１．来所者の主訴を尋ね、おおまかな状態像を聞き取り、
あきらかに要介護認定が必要な人は、介護申請を案内。

２．介護保険サービスや総合事業のサービス等の説明を
行い、基本チェックリストの実施について同意いただい
た人に実施。

３．非該当者については、一般介護予防事業等のご案内
４．チェックリスト該当者については、介護予防ケアマネジ

メント依頼書を提出してもらい、被保険者証を発行。
後日、担当の地域包括支援センターから連絡が入る旨
伝え、情報提供に同意を得る。

５．担当課より地域包括支援センターに情報提供し、再度、
制度の説明を行った上、総合事業の利用希望者には、
介護予防ケアマネジメントを始める。

６．センターは、速やかにサービス事業所に連絡を入れ、
サービス利用を開始する。

窓口
対応
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２３．申請案内を勧める場合の例（案）を作成中

○自分一人で杖をつき歩行することや歩行器を使用しても一人で歩くことができない高齢者

（移動は車いす、もしくは寝たきりである。）

○認知症の悪化により日常生活に支障をきたしている高齢者

（買う品物を忘れてしまうため、必要な物を一人で購入することができない。料理をする段取

りを忘れてしまい、一人で調理ができなくなっている。金銭の管理ができない。）

○一人での入浴や体を洗う行為ができなくなっており、入浴を目的とするサービス意向が強い場合

○服薬や病気の管理のために「訪問看護サービス」の利用目的がある場合

○自宅内での移動や外出、浴槽が深いなどの理由から「住宅改修」や「手すり等の設置」が必要な場

合や「福祉用具のレンタルや購入」の希望が明確な場合

○家族の介護力の問題で、長時間の預かりの場を求めている場合

（不適切な介護や高齢者虐待の疑いなどで、家族との分離が必要なため、定期・不定期のショート

ステイ利用が必要な場合など。）

○その他
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ケアマネジメントプロセス ケアプラン 利用するサービス サービス提供開始月 2月目（翌月） 3月目（3ヶ月後）

サービス担当者会議 ○ × ○

モニタリング等 － ○ ○

報酬（案）
4,000円

＋3,000円
4,000円 4,000円

サービス担当者会議
△

（必要時実施）
× ×

モニタリング等 － ×
△

（必要時実施）

報酬（案）
4,000円

＋3,000円
－ 4,000円

サービス担当者会議 × × ×

モニタリング等 － × ×

報酬
（新規）7,000円
（継続）4,000円

－ －

作成なし
ケアマネジメント

結果の通知

訪問型C・通所型Cサービス

集中介入期
パワーアップPLUS教室

移行期
介護予防通所介護
介護予防訪問介護

その他
（委託・補助）のサービス

移行期
パワーアップ教室

転倒予防教室

その他
（委託・補助）のサービス

生活期
ひまわりのつどい
生活支援サービス

<　総合事業のみ利用の場合のケアマネジメント費　（案）　　>

原則的な
ケアマネジメント

（ケアマネジメントA)

簡略化した
ケアマネジメント

（ケアマネジメントB）

初回のみの
ケアマネジメント

（ケアマネジメントC）

作成あり

２４．総合事業利用時のマネジメント費（案）及び簡易プラン（案）
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２５．総合事業についての普及啓発

2月15日号に「総合事業」の特集掲載

2月22日（日）市民フォーラム開催
（地域力向上について啓発とした

キックオフ会議的なフォーラム）

地域包括支援センターのDVD作成

2月24・25・26日
「生活・介護支援サポーター養成講座」の実施

・生活支援サービスの担い手の確保
・介護予防普及推進員の確保

総合事業のリーフレット及びDVDの作成 11月15日の広報で
もＡ３ 3枚で介護予

防の啓発特集

3月24日 総合事業に関する事業者説明会

４月14日 総合事業に関するケアマネジメント研修会
37



生駒市の総合事業用 パンフレット！

パンフレットの裏面のメ
ッセージは、高齢施策
課長が考えました。

全体的な流れは、市・
包括・事業所で考えま
した。

総合事業は、ありとあ
らゆる人の輪でできる
ものだと思います。
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パンフレットの
中身を

一部抜粋
↓

集中型Ｃのサ
ービス

ページの
ご紹介！

パンフレットは
すべて自前で

作成

写真はすべて
生駒市民
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２６．「総合事業」開始直前の動き

要綱・契約書・帳票類の整備

予防部会での作業

事業者説明会の実施や多様な事業のシミュレーション作業

・対象者の選定からリストアップ→市に提出書類のまとめ
・診療情報提供書等の見直し（案）の作成
・介護予防ケアマネジメントの考え方について、意識の統一

・平成27年3月24日 事業者向け説明会
・平成27年4月14日 居宅介護支援事業者向け「介護予防ケアマネジメント研修」の開催
・総合事業に向けた多様な事業をシミュレーション
・緩和型デイの内容検討
・総合事業に関するサポーターの養成・育成→OB会への支援

・多様なサービス事業の実施要綱・委託契約書・使用する帳票等の作成
・第1号介護予防支援に関する委託契約書・重要事項説明書等の作成
・ケアプランの請求・支払方法等の確定

・H27．4.1より介護保険課・予防推進係が高齢福祉課に統合され、高齢施策課
・包括ケア推進係と生まれ変わり、地域包括ケアを含めた体制作りを本格化
・とにかく係内会議や打ち合わせの機会を推進
・できすぎる人が少数派より、出来る人が多数派の方が効率が良い
・役割分担の明確化と進行管理の徹底

組織の改編
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２７. 総合事業の利用者の声

緩和型Bに参加している人

杖歩行して車押している人がたくさんいることに安心。
多くのサポーターさんに暖かく迎えてもらうのは魅力、
食事もおいしくて会話しながら食べれる嬉しさ満喫。

集中型Cに参加している人

リハビリはあきらめていたけれど、やってみる価値がある。
体が軽くなり、気持ちが明るくなっている。次はサポーター
を目指したい。

緩和型の生活支援サービスを利用している人

元気なシルバーさんにとてもよくしてもらっている。
いつも同じ人が来てくれる安心感は強いものです。
同じ時代を生き抜いてきた者同士、気持ちが通います。

41



２８．今後の方向性

これからの後期高齢者の伸びに耐えられる
「地域・住民力の向上」に向けた様々な企画が要！

１．男性の社会参加・家事能力向上に向けて
〇寿大学等の卒業生からなる社会貢献事業を狙い目に、住民主体の憩いの場の担い手となるＮＰＯ等

の立ち上げ
〇「老い方講座」や「男性の料理教室」、「家事能力アップ事業」など、単身になっても困らない男

性を育てる事業の拡充

２．若い主婦等の短時間労働を意識して
〇幼稚園等に通いだした子を持つ親の短時間の家事支援サービスも視野に入れた対応

３．地域支援体制整備事業を通して
○地縁団体の活動を詳細に把握⇒計画的なサービスの創出と導入
○社会資源の発掘やマッピング⇒「勉強会」の立ち上げから、「協議体」への移行
○適切な生活支援コーディネーターの選定と確保

４．認知症施策の推進
○徘徊高齢者の模擬訓練等を通して、地域のネットワーク構築を推進
○認知症地域支援推進員の積極的な活用

４．医療介護の連携促進
５．多様なサービスの更なる創出 42



２９. 全面移行に向けた準備

緩和型Aの内容検討

多様なサービスが良循環をめぐる内容検討

３０． 協議体と生活支援コーディネーターについて

第1層：介護保険運営協議会のメンバー＋αで検討

市民活動推進課と社会福祉協議会と高齢施策課において
ニーズ調査の実施（案）、ボランティアの養成・育成等

第2層：市民自治協議会との連携、平成27年度は「勉強会」の
立ち上げ

ひまわりの集い等を全市拡大していく方法論の検討等

シルバー人材センターの会員向け、生活支援サービス提供に
関する研修会の実施（活動会員の増加と質の向上を目指す）
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３１．ま と め

〇総合事業のガイドラインは、複雑で読み取りにくいが、
実際始めてみると、「実はシンプル」

〇今ある事業を組み替えていくだけでも「総合事業」は開始
できる。

〇多様なサービスの4類型にとらわれず、わがまちに必要な
ものを焦らず、じっくりと実践しながら、考え、膨らませて
いくことが大事。

〇「ピンチ」を「チャンス」に切り替える発想も必要。

〇当時の担当者は誰だ？とのちのち、恨まれないようにだけ、
「できること」を「できる時」にしておきましょう。

ご清聴ありがとうございました。
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事例紹介（訪問型・サービスＣの集中ケア）

参加者： 要支援2 の70歳代女性

疾患： 肺炎（廃用症候群）

既往： 腰椎椎体偽関節、圧迫骨折、慢性心不全

目標： バスに乗って転倒予防教室に通うことができるようになる。

身体機能状況： 筋力・全身持久力・バランス能力低下、歩行能力低下

基本動作・ADL・IADL（買い物、趣味等）一部介助

コルセット使用、腰が痛いが屋内移動は何とか可能

（機能レベル）： 下肢筋力・全身持久力・歩行能力改善

（活動・参加レベル）： 腰痛回避動作の獲得、屋外歩行手段の獲得、

IADLの拡大（屋外歩行、趣味再開等）

介入内容

• 通所： 身体機能改善プログラム、歩行補助具の評価、坂道歩行練習

• 訪問： 腰痛回避動作指導、屋外歩行、バスの利用練習、家族支援等

• セルフケア：階段昇降、自宅周囲の散歩等

46



屋内外での活動性向上
活発な生活の確保

筋力、持久力、歩行能力
向上

目標設定の模式図

利用者：「元の生活に戻りたい」
「腰痛の悪化が不安」

包括担当者
による聴取

腰痛に配慮し
つつ、屋内外で
の活動性を改
善する

保健師、療法士など多職種

通所評価）
各種尺度により筋力、
持久力、歩行能力低下

筋力、持久力、歩行
能力の向上

屋内外での活動性を
向上し、活発で継続
可能な生活を確保

（訪問評価）
・腰痛を回避動作指導の必要性
・歩行補助具変更の必要性
・自宅周辺環境に坂道が多い
・習慣的活動に神社のお参り

や近所の方との交流あり

2分間ステップを30％UP

30秒起立を11回から15回に

関連

腰痛回避動作の獲得

IADL動作の再獲得

療法士と屋外歩行を実施

神社、近隣宅を訪問

バスを利用し教室参加

（地域ケア会議） （機能目標）

（活動・参加目標）

坂道歩行速度・距離を改善
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3か月後の結果

• 機能： 下肢筋力・全身持久力・歩行能力改善

• 活動・参加：

① 洗濯物の取り入れなどが可能となり、習慣化

② 近所の神社へお参り、友人宅へ訪問を再開

③ 家族とともにスーパーへ買い物

④ バスを使用し、転倒予防教室に参加

今後の支援方針：

転倒予防教室を利用して機能改善・維持を図るとともに

友人宅を訪ねるなど活発な日常生活を送る

本人の「元の生活を取り戻したい」という意欲を目
標に取り込み、関連のある小目標を段階的に設
定し、それを達成していくことにより、機能・活動・
参加での改善がみられた。
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そろそろ介護が必要？
実は、違う選択肢があるかもしれません。
しかも、もっと元気になれるかも。そん
な介護予防の可能性を探ります。

先輩といっしょに
元気をとりもどしました。

介護ではなく、介護予防

多くのボランティアが支える介護予防の
「パワーアップ教室（幸楽）」
両膝を手術し支援が必要（要支援２）と
認定された、K氏に受講の状況を再現し
てもらいました。

膝を手術して体力が
おちたんです。
息切れもするし…。

分かりました。
Ｋさんにオススメの介護予
防教室を紹介しますよ。
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Kさん（８０）
市内在住
消防の仕事を長年務めあげ、
体力には自信があった。２年
程前に、心臓にペースメー
カーを入れる手術を受けてい
る。

人の世話にはなり
たくないんです。
トレーニングしたら、
ようなるかな。Kさん。

「パワーアップ教室（幸楽）」に
参加してみましょう！

介護保険課課長補佐 田中明美

1１年ぐらい前から膝が痛くなり、両膝を手術し
たのが、去年と一昨年。手術後は杖が必要な状
態で、体力も低下していました。
介護保険制度を使わず、自分の力でなんとかし
たいと、昨年の3月に介護保険課を訪れました。
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通所型参加の様子

右側に卒業生の男性サポーターが声をかけ、
正しい姿勢で運動が出来るよう指導しています。

自宅でセルフケアが出来るように、PTより
通所型で指導を受けています。
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「パワーアップ教室（幸楽）」とは？
介護予防のモデル事業として、市が平成24年度に始めた事業の1つ。生活
機能が低下している高齢者を対象に、リハビリのためのトレーニング機器
を使用し、運動機能の回復、向上を目指す。卒業生の多くがボランティア
として参加する先進的な事業。市内全域が対象。

卒業後はボランティアとして支える側に

一人だと閉じこもっ
てしまうからね。
これが一番悪い。受
講者の人も親しくし
てくれるし、相談もし
てくれる。ここでは、
冗談も言えるし、面
白い話しながらやっ
てますねん。

不思議とようなりましてん。1人で
やっていても、どんな歩き方でどの
ぐらい歩いたらいいか、誰もおしえ
てくれません。ここでは、理学療法
士の先生が指導してくれますし、先
輩と取り組むことで、やっていたこ
とが、間違っていたと気づくことも
あるんです。

毎週火曜・金曜日に、柔軟体操、マシント
レーニング歩行練習などを3ヶ月。

毎回、運動量を記録。川合さんも
目に見えて体力を取り戻しました。
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事例
（生駒市）

78 歳 妻と長女の3人暮らし 要支援1
（

H26.2.1～
H28.1.31 ）

⇒ 更新せず

要支援認定を受けた経緯：
ペースメーカーや右膝の手術、脊椎すべり症から、徐々に動作に時

間がかかり、自信と気力が低下。リハビリ目的で申請。

【開始時点】 （2014.4.） 【3か月後】 （2014.6） 【6か月後】 （2014.9）

ADL
IADL

• 各生活動作、各動作はできているものの時
間がかかり、両膝関節痛があるため歩く機
会が減少、廃用性の筋力低下。

• 畑仕事が充分にできなくなっている。

• 中間時点で20分続けて歩けるように
なっており、日常生活動作でも効果
を実感。

• 散歩、畑仕事、週２回のボランティア活動
が継続できている。

• 新しい参加者にとって良きアドバイザーと
して活躍中である。

地域
ケア
会議

による
検討

• 「畑仕事を継続する体力の維持とともに、
１５分間続けて歩けるようになり、散歩が
楽しみとなる。」という目標達成のための
支援方針の検討

• 通所：筋力・体力・持久力アップ
• 訪問：自宅周辺の散歩コースの確認

• 通所終了。
• 人の役に立ちたいとボランティア活

動へ。
• セルフケアが定着しているが、過活

動にならないよう声かけや見守り必
要。

リハ職の
対応

• 筋力・バランス力を向上し、持久力をアッ
プ。

• 痛みの評価。
• セルフケアの指導、自宅周囲の環境確認。

• 動作、セルフケアの確認
• 駅前から事業所までの坂道を安全に、

歩行できるかの確認
• 通所事業での役割の確認

ボランティア活動の場で、参加者に
自身の経験談を伝えながら、安心を
利用者に届けている。新しい仲間が
増え、通所事業の場が大きな社会参
加の場となっている。

【現在】（2014.10）
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H27.4 以降 プラン作成届出先 及び プラン請求先

＜ プラン内容 ＞ ＜ 届出書提出課 ＞ ＜ プラン料請求先 ＞

要
支
援
1
・
2

予防給付のみ 介護保険課 国保連

予防給付＋総合事業 介護保険課 国保連

総合事業のみ 介護保険課 高齢施策課

対
象
者

事
業 総合事業のみ 高齢施策課 高齢施策課

※一度、総合事業を利用するとＨ27年10月までに予防訪問介護・予防通所介護の利用に 戻
る時には、みなし指定（現行担当サービス）の取り扱いとなることに留意しましょう。
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(新) 第一号の契約

契約書の考え方

平成27年4月

平成27年10月

予防給付を使っている人

予防給付の契約
（今までの契約書）

7・8・9月のモニタリング時に
10月に代わる契約を結ぶ

(新) 予防給付・第一号契約

平成27年4月

平成27年10月

総合事業を使っている人

(新) 第一号の契約
（今までの契約書）

7・8・9月のモニタリング時に
10月に代わる契約を結ぶ

(新) 予防給付・第一号契約

平成27年4月

平成27年10月

総合事業を使っている人が予防給付を途中で使う人

通所介護・介護予防は
みなしのため不要？

(新) 予防給付・第一号契約

予防給付の契約
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9月30日まで事業対象者が介護申請した場合

平成27年4月 平成27年10月

総合事業

申請

※申請時に包括は高齢施策課
に総合事業利用者が申請し
た旨を伝える

要支援
10月までに通所介護・訪問介護を
利用したら

包括

プラン料も総合事業の費用 市に請求

包括から事業所にみなし請求のアナウンス

通所介護事業所・訪問介護事業所

みなし通所介護
みなし訪問介護

市に請求

認定者に戻れない

の扱い

通所介護・訪問介護だけの利用（みなし）なら、契約書は
予防給付を使わなければ、不要

10月～
国保連に請求
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住所：生駒市 電話：　　　　　　　（　　　　　　）

氏名： （　　　　年　　　月　　　日生） 代理：

基本チェックリスト 実施日： 平成

被保険者NO.
　受付者　　　　介護　・　高齢　・　包括

（続柄　　　　）

年 月 日

No. 質問項目
回答：いずれかに○を

お付けください

1 バスや電車で１人で外出していますか 0：　　はい 1：　　いいえ

2 日用品の買い物をしていますか 0：　　はい 1：　　いいえ

3 預貯金の出し入れをしていますか 0：　　はい 1：　　いいえ

4 友人の家を訪ねていますか 0：　　はい 1：　　いいえ

5 家族や友人の相談にのっていますか 0：　　はい 1：　　いいえ /20

6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 0：　　はい 1：　　いいえ

7 椅子に座った状態から何もつかまらずにたち上がっていますか 0：　　はい 1：　　いいえ

8 １５分位続けて歩いていますか 0：　　はい 1：　　いいえ

9 この１年間に転んだことがありますか 1：　　はい 0：　　いいえ

10 転倒に対する不安はおおきいですか 1：　　はい 0：　　いいえ /5

11 ６ヶ月間で２～３ｋｇ以上の体重減少がありましたか 1：　　はい 0：　　いいえ

12 身長　　　　　ｃｍ　　　　体重　　　　ｋｇ　　（BMI=　　　　　）（注） /2

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 1：　　はい 0：　　いいえ

14 お茶や汁物等でむせることがありますか 1：　　はい 0：　　いいえ

15 口の渇きが気になりますか 1：　　はい 0：　　いいえ /3

16 週に１回以上は外出していますか 0：　　はい 1：　　いいえ

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 1：　　はい 0：　　いいえ /2

18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか 1：　　はい 0：　　いいえ

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 0：　　はい 1：　　いいえ

20 今日が何月何日かわからない時がありますか 1：　　はい 0：　　いいえ /3

21 （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない 1：　　はい 0：　　いいえ

22 （ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった 1：　　はい 0：　　いいえ

23 （ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうになった 1：　　はい 0：　　いいえ

24 （ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない 1：　　はい 0：　　いいえ

25 （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする 1：　　はい 0：　　いいえ /5

健康状態について 1．よい　　　２．　まあよい　　　３．　ふつう　　　４．　あまりよくない　　５．　よくない

（注）BMI=体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）が18.5未満の場合に該当とする

社会生活 運動 低栄養 口腔 閉じこもり 認知機能 うつ 主観的健康感

　総合事業に関する事業対象候補者選定にあたり、基本チェックリストに回答することに同意します。また、事業対象候補者となっ
た場合には、基本チェックリストの記入内容等について、介護保険課・高齢施策課及び地域包括支援センターに提供することに同
意します。

被保険者氏名

基本チェックリストの左（表面） 右（裏面）

介護保険
課・高齢施
策課・地域
包括支援
センター等
、どこでだ
れが受け
付けたか
がわかる

ように右上
にチェック
欄を設け
ている。

事業対象
者に該当し
、後日、地
域包括が

介護予防ケ
アマネジメ
ントに訪問
する際に、
誰にいつ連
絡していい
か、都合良
い訪問日

時を事前に
把握できる
ことにより、
予定が立て
やすいとう
の利便を図
っている。
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□居宅介護・介護予防指示書 平成　　　年　　　

□診療情報提供書　（どちらかにチェックして下さい。）

介護提供事業者・生駒市長 医療機関名

殿 担当医氏名

利用者氏名 生年月日　 M・T・S　　年　　月　　日　　性別　　男　・　女

利用者住所 電話番号

1　外来　（定期　・不定期） 2　訪問診察 （第　　曜日　・第　　曜日　・不定期）

3　入院　　　年　　　月　　　日より 4　その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

治療内容（投薬内容含む）

病態の安定性 □安定 □不安定 □不明 □悪化

発生の可能性が高い病態 □転倒・骨折　　□尿失禁　　□移動能力の低下　　□心肺機能の低下　　□閉じこもり

□痛み　　□低栄養　　□摂食・嚥下障害　　□脱水　　□徘徊　　□褥瘡

□嚥下性肺炎　　□腸閉塞　　□癌等による疼痛

障がい高齢者の日常生活自立度度（該当するものに○） 認知症高齢者の日常生活自立度（該当するものに○）

　　自立  ・  J1  ・  J2  ・  A1  ・  A2  ・  B1  ・  B2  ・  C 　　自立  ・  Ⅰ  ・  Ⅱa  ・  Ⅱb  ・  Ⅲa  ・  Ⅲb  ・  Ⅳ  ・  M

サービス利用における生活機能の維持・改善の見通し 1　期待できる 2　期待できない

医学的管理の必要性 □通所リハビリテーション　　　□訪問リハビリテーション　　□訪問看護　　□訪問診察

□訪問栄養食事指導　　□訪問薬剤管理指導　　□短期入所療養介護

サービス提供時における医学的観点からの留意事項

内服治療薬及び外用薬について □特になし　　□確認が必要　　□管理が必要

血圧について 入浴可能な身体状況　血圧：　　　　／　　　　mmHg以下、　　　　／　　　　mmHg以上

平常コントロール値　（　　　　／　　　　mmHg） 体温　（　　　　℃）

移動について □特になし　　□転倒に注意　　□移動時見守りが必要　　□移動時介助が必要

□移動時間に制限有り　（　　　　分以内）　　□施設の車両移送に耐えられる

食事の形態について □特になし　　□（流動食　・きざみ食　・軟食） □カロリー制限　無・有（　　　　　　　kcal／

水分摂取（嚥下）について □特になし　　□見守り　□介助　□トロミ等が必要 □水分制限　無・有（　　　　　　ｃｃ／日）

認知症に関して、理解及び記憶・問題行動についての留意事項

※運動器の機能向上やリハビリテーション施行について実施する上での留意事項

□安静時心電図

□運動可能な血圧の上限 （　　　　／mmHg） □運動可能な最大心拍数 　　　　　回／分

□運動への参加 1.　可・否　

□リハビリテーション施行について （時間的制限　　有・無　　　約　　　　分まで）

実施 □禁止 □リハビリテーションをすすめて良い

内容 □可動域制限

□疼痛

□他動運動は禁止 □自動運動　・　他動運動

□メンタルリハビリ　（音楽療法・作業療法）

その他留意事項：

その他、介護サービス・総合事業利用に関する意見（栄養機能改善や、口腔機能向上に関すること等も含む）

【 介 護サー ビス ・ 総合 事 業/ 利用 目 的 （ 該 当 す る もの に○ ） ： 在 宅 ・ 通 所 ・ 短 期 入所 ・ 入 所

（ -

診療形態

病名　1 病名　2

病名　3 病名　4

（

1.正常範囲　　　２．調律異常　　　３．心肥大　　　４．刺激伝導異常　　　５．虚血性変化　

６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（

無・有　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

無・有　（　箇所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

連絡先

介護度（要支援１・要支援２）

有効期限 Ｈ . . ～ Ｈ . .

□ ／　週 ※本人・家族の意向、希望サービス　等

□ ／　週 無 ・ 有

□ ／　週 （有の場合の具体的な内容）

□ ／　週

□ その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ） ／　週

□ □ ／　週

□

□ ／　週

□

□ ／　週

□ ／　週 ※医師への指示依頼内容

□ ／　週

□ ／　週

□ ／　週

□ ／　週

□ □ ／　月

□ ／　月

□

□ その他 （ ）

御中

作成日

担当地域包括支援センター

予定回数

○　事業対象者（基本チェックリスト実施日： H

又は、受託した居宅介護支援事業者： 電話：

ＦＡＸ：

転倒予防教室

介護保険被保険者番号；

被保険者氏名；

介護（予防デイサービス）

選択メニュー　（　運動　・　栄養　・　口腔　）

リハビリテーション（予防デイケア）

選択メニュー　（　運動　・　栄養　・　口腔　）

備考

介護予防通所サービス

パワーアップＰＬＵＳ

パワーアップ教室

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防訪問看護

介護予防短期入所

特定介護予防福祉用具販売

介護予防訪問入浴介護

（予防ショートステイ）

介護予防訪問介護

介護予防福祉用具貸与

低栄養 口腔

生活支援サービス

生活介護

療養介護

介護予防住宅改修

認知機能 うつ社会生活 運動

介護予防サービス（総合事業・予防給付）利用予定表

閉じこもり

予
　
防
　
給
　
付

総
合
事
業

介 護 予 防 サ ー ビ ス 内 容

. . 基本チェックリスト）

様式

集中型Ｃの事業等、運動を行うリスクアセスメントや主
治医との連携促進のために、オリジナルの診療情報
提供書を医師会と協議しながら作成し、プラン作成時
には、最新の情報をもってマネジメントを行うようにし
ている。

左が市オリジナルの情報提供書、右が主治医に依頼
するときの鏡として活用。
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No. 様

活動（運動・移動）について

健康状態について

□　主治医意見書、健診結果、観察結果等を踏まえた留意点 計画に関する同意

上記計画について、同意いたします。

平成　　年　　　月　　　　日　　　氏名

　

計画作成日　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

日常生活（家庭生活）について

社会参加・対人関係

(コミュニケーションについて）

健康管理について

アセスメント領域と現在の状況

／２５ ／５ ／２

本人のセルフケアや家族の支援

・インフォーマルサービス
総合事業のサービス 利用先

心の健康

利用者氏名 （年度末時点での年齢記載）

口腔

本人・家族の
意欲・意向

目　標
評　　価支　援　計　画

評価日（　　年　月　　日　）

／２０

生活全般 運動

介護予防支援計画表および評価シート　（案）

　　　　　歳

基本チェックリスト結果（評価時）

把握経路：①本人・家族からの相談　②基本チェックリスト　③医療機関からの情報提供　④民生委員からの情報提供　⑤地域住民からの情報提供
⑥要介護認定非該当　⑦訪問活動による実態把握　⑧要支援・要介護者からの移行　⑧その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

口腔健康感

地域包括

支援センター

　　　　　年　　　　月　　　　日

担当者

①プラン終了（改善→終了「わくわく・のびのび・サロン等に移行・趣味活動の再開・セルフケア等」）

②プラン継続（　　　　　　　　　）③プラン変更（悪化により終了⇒要支援・要介護認定申請→結果：要

支援　要介護に移行）　④死亡　⑤その他（入院・転居・本人の意思による中止・中断）

／３／２

全体

基本チェックリスト結果（生活機能評価時またはアセスメント時）

栄養 心の健康 健康感物忘れ栄養 閉じこもり閉じこもり 物忘れ全体

／２５ ／２０／３ ／２ ／３ ／５

今後の方針：　　①　②　③　④　⑤ ⑥

生活全般

／５ ／３／２ ／５

運動

評価まで1枚のプランで

行う形式で、今後の方針
までを明確にできるスタ

イルに作成！
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第 1 号介護予防支援事業契約書（平成２７．４～９） 
 
             様（以下「利用者」という。）と生駒市〇〇〇〇地域包括支援

センター（以下「事業者」という。）は、利用者に対して行う第１号介護予防支援事業につ

いて、次のとおり契約します。 
 
（契約の目的） 
第１条 事業者は、介護保険法等の関係法令に従い、当該担当地域内に居住する利用者に対

し、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必

要な介護予防・生活支援サービス等が適切に利用できるよう、利用者の選択に基づいて介

護予防サービス・支援計画表または介護予防支援計画表および評価シート（以下「介護予

防プラン」という。）を作成するとともに、当該計画に基づいて適切な介護予防・生活支

援サービス等の提供が確保されるよう、介護予防・生活支援サービス事業者および関係機

関との連絡調整その他の便宜を提供します。 
 
（契約期間） 
第２条 第１号介護予防支援事業に関するサービスの契約期間は、契約日から文書による

終了の申し出を受けた日までとします。 
 
（第 1 号介護予防支援事業の担当者） 
第３条 事業者は、第１号介護予防支援事業の担当者を選任し、適切な介護予防・生活支援

サービス等の提供に努めます。 
２ 事業者は、前項の担当者を選任し、または変更する場合には利用者の状況とその意向に

配慮して行い、事業者側の事情により担当者を変更する場合には、あらかじめ利用者及び

その家族に連絡します。 
３ 事業者は、担当者に対し、専門職として常に利用者の立場に立ち、誠意をもってその職

務を遂行するよう指導するとともに、必要な対応を行います。 
 
（介護予防プランの作成） 
第４条 事業者は、担当者に次の各号に定める事項を担当させ、介護予防プランの作成を支

援します。 
(1) 第１号介護予防支援事業の提供にあたっては懇切丁寧を旨とし、利用者及びその家

族にサービスの提供方法等、理解しやすいように説明します。 
(2) 介護予防プランの作成にあたっては、適切にサービスが選択できるよう、介護予防・

生活支援サービス等の内容、利用料の情報を利用者及びその家族にお知らせし、サービ

スの選択を求めます。 
(3) 介護予防プランの作成に当たり、利用者およびその家族の意向等を踏まえ、利用者が

自立した日常生活が出来るよう支援すべき課題を把握するため、利用者の居宅を訪 

問し、利用者及びその家族に面接します。 
(4) 利用者の意向及び把握した課題を踏まえ、利用者が目標とする生活に対して、事業

者が専門的観点から目標と具体策を提案した上で、利用者及びその家族の意向を踏ま

えた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点及び目標を達成するため

の支援内容並びにその期間等を記載した介護予防プランの原案を作成します。 
(5) 介護予防プランの原案にある介護予防・生活支援サービス等について、内容、利用

料等について利用者およびその家族に説明し、利用者から文書による同意を得ます。こ

の場合、介護予防プランの写しを利用者に交付します。 
 

（実施状況の把握・介護予防プランの変更等） 
第５条 事業者は、介護予防プランの作成後、実施状況の把握や評価について、担当者に確

認させます。 
(1) 介護予防プランの実施状況の把握を行い、必要に応じて介護予防プランの変更、介

護予防・生活支援サービス事業者との連絡調整その他の便宜を提供します。なお、利用

者が介護予防プランの変更を希望した場合、又は、事業者が介護予防プランの変更が必

要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって介護予防プランを変更しま

す。 
(2) 前号の実施状況の把握にあたっては、利用者及びその家族、介護予防・生活支援サ

ービス事業者との連絡を継続的に行います。 
 

（サービス提供の記録） 
第６条 事業者は、第１号介護予防支援事業の提供に関する記録を作成することとし、これ

をサービス提供後５年間保管します。 
２ 利用者は事業者の営業時間内にその事業者に対して、当該利用者に関する第１項のサ

ービス提供記録を閲覧し、または実費負担によりその写しの交付を受けることができま

す。 
３ 事業者は、利用者が要介護認定を受けた場合等、利用者から居宅介護支援事業所等に情

報提供する上で必要な資料の提供に関する申し出があった場合には、利用者に対し、直近

の介護予防プランおよびその実施状況に関する書類を交付します。 
 

（契約の終了） 
第７条 利用者は、第１号介護予防支援事業に対して、文書で通知することにより、いつで

もこの契約を解除することができます。 
２ 事業者は、次の事由に該当した場合は、この契約を解除することができます。 

(1) やむを得ない事情がある場合、利用者に対して１か月の予告期間をおいて、理由を

示した文書で本契約を終了する通知をしたとき。 
(2) 利用者またはその家族が事業者または担当者に対して、この契約を継続しがたいほ

どの背信行為を行い、その状況の改善が見込めないとき。 
３ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

第
一
号

介護
予防
支援
契約
書
例
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(1) 利用者が必要な介護予防・生活支援サービス事業等の利用を終了した場合 
(2) 利用者が要介護認定を申請し、要介護者と認定された場合 
(3) 利用者が生駒市外へ転出した場合又は死亡した場合 
 
（秘密保持） 

第８条 事業者は、業務上知り得た利用者およびその家族に関する秘密については、利用者

または第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除き、契約

期間中および契約終了後も第三者に漏らすことはありません。 
２ 事業者は、あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合には、利用者にサービスを提

供するサービス事業者との連絡調整その他必要な範囲内で、個人情報を用いることがで

きるものとします。 
３ 事業者は、第２項において同意を得た個人情報使用同意書に基づき、担当者及びその他

の従業者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必

要な措置を講じます。 
 

（事故発生時の対応と賠償責任） 
第９条 事業者は、第１号介護予防支援事業の実施に際して利用者のけがや体調の急変が

あった場合には、医師や家族への連絡その他適切な措置を迅速に行います。 
２ 事業者は、第１号介護予防支援事業の実施にあたって利用者の生命・身体・財産に損害

を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、事業者の故意または過失によらない

ときは、この限りではありません。 
 

（身分証携行義務） 
第１０条 事業者の職員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者及びその家族から

提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 
 

（相談・苦情対応） 
第１１条 事業者は、利用者からの相談、苦情に対する窓口を設置し、自ら提供した第１号

介護予防支援事業又は自らが介護予防プランに位置付けた介護予防・生活支援サービス

等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。 
 

（善管注意義務） 
第１２条 事業者は、利用者及びその家族から委託された業務を行うにあたっては、法令を

遵守し、善良なる管理者の注意をもってその業務を遂行します。 
 

（契約外の事項） 
第１３条 利用者及びその家族と事業者は、信義誠意を持って本契約を履行するものとし

ます。 
２ この契約及び介護保険法の関係法令で定められていない事項については、関係条例の 

趣旨を尊重して、利用者と事業者の協議により定めます。 
  
（裁判管轄） 
第１４条 利用者と事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所

地を管轄する裁判所と第１審の専属的管轄裁判所とすることを予め同意します。 
 
上記のとおり、第１号介護予防支援事業の契約を締結します。 
 
 
 
 
 

年   月   日 
 
 

利用者   住所                   

                    氏名                 印 

               
              上記代理人（代理人を選任した場合） 
                    住所                   

                    氏名                 印 

 
              立会人    
                    住所                   

                    氏名                 印 
 
（注）「立会人」欄には、本人と共に契約内容を確認し、緊急時などに利用者の立場に立っ

て事業者との連絡調整等を行える方がいる場合に記載してください。なお、立会人は、契

約上の法的な義務等を負うものではありません。 
 
              事業者   所在地                   
                   事業者名 生駒市○○○地域包括支援センター 
                   代表者名                印 
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生駒市通所型サービスＣ事業実施要綱 
 
（目的） 
第１条 この事業は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５第１項

第１号に規定する事業（以下「サービス事業」という。）で、介護予防ケアマネジメ

ント事業により個々の要支援者等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況

に応じて、要支援者等の選択に基づき、適切な事業を包括的かつ効率的に実施するこ

とを目的とする。 
（内容） 
第２条 日常生活に支障のある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じて保

健・医療の専門職により下記のプログラムを複合的に実施する。この際、訪問型サー

ビスＣによるアセスメント訪問を組み合わせ、日常生活に支障のある生活行為を明ら

かにした上で実施するものとする。 
   （１）運動器の機能向上プログラム 

 （２）栄養改善プログラム 
 （３）口腔機能の向上プログラム 
 （４）膝痛・腰痛対策プログラム 
 （５）閉じこもり予防・支援プログラム 

 （６）認知機能の低下予防・支援プログラム 

（７）うつ予防・支援プログラム 
（８）ＡＤＬ／ＩＡＤＬの改善プログラム 

（９）その他第１条の目的を達成する事業 
（サービスの種類） 
第３条 当該サービスの種類は次のとおりとする。 
 （１）パワーアップＰＬＵＳ教室 
 （２）パワーアップ教室 
 （３）転倒予防教室 
（利用対象者の範囲） 
第４条 当該事業を利用することができる者（以下、「利用対象者」という。） 
 は次のとおりとし、いずれの対象者も、担当地域包括支援センターによる支援計画に

基づいて利用するものとする。 
（１）６５歳以上の要支援認定者（介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーショ

ン利用者を除く。） 
（２）６５歳以上で、国の基準に従って決定されたサービス事業対象者 
（３）その他市長が適当と認めた者 
（利用の申請） 

第５条 利用の申請にあたっては、生駒市地域包括支援センター（指定居宅介護支援事

業者を含む。）が、介護予防ケアマネジメントを実施し、総合事業利用申請書（様式

１）、利用者基本情報（様式２）、二次アセスメントシート（様式３）、介護予防サー

ビス・支援計画書（様式４）又は、介護予防支援計画表および評価シート（様式５）、

診療情報提供書（様式６）又は生活機能検査記録票（様式７）を市長に提出するもの

とする。 
（委託） 
第６条 当該事業は、市長が適当と認める法人（以下「事業実施法人」という。）に委

託することもできる。 
（定員） 
第７条 １教室あたりの定員は、１５名程度とする。 
（実施場所および実施施設基準） 
第８条 実施場所および設備基準については、次のとおりとする。 

 （１）介護予防の目的から、徒歩で参加する利用対象者の存在を考慮し、生駒市内に

おいて実施するものとする。 

 （２）教室を実施する部屋の広さは３０㎡以上とし、個別相談にも対応できるスペー

スが確保できるものとする。 

（運営体制） 

第９条 教室の運営にあたっては、別表１の人員をもって運営するものとする。 

（利用期間） 

第１０条 当該サービスは３～６ヶ月の短期間の利用とする。 

（報告） 
第１１条 事業実施法人は、別表２に定める書類の写しを市に提出し、実績報告を行う

ものとする。 
（衛生管理） 
第１２条 事業実施法人は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めなければな

らない。 
（安全配慮義務） 
第１３条 事業実施法人は、善良な管理者の注意を持って、安全管理に配慮するものと

する。 
２ 事業実施法人は、事故が発生する恐れがある場合、または発生した場合、適切な措

置を講じるとともに、速やかに市に報告するものとする。 
（個人情報の保護） 
第１４条 事業実施法人は、従事者又は従事者であった者が個人情報を取り扱う場合は、

生駒市個人情報保護条例（平成 10 年 3 月生駒市条例第 1 号）第 13 条の規定及び特

記事項に掲げる事項を遵守させ、個人情報の保護に努めさせなければならない。 

（事業の廃止・休止） 
第１５条 事業実施法人は、事業の廃止・休止をする場合は廃止・休止届出書（様式１

４）市に提出するものとする。 
２ 事業実施法人は、廃止・休止時における利用者に対する継続的なサービス提供のた

めの便宜の提供を図るものとする。 
（その他） 
第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別途定めるものとする。

   附 則 
この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 
 
 

通所型Ｃサービス
の要綱（例）
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生駒市通所型サービスＢ（ひまわりの集い）実施要綱 
 
（目的） 
第１条 この事業は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５第１項

第１号に規定する事業（以下「サービス事業」という。）で、介護予防ケアマネジメ

ント事業により個々の要支援者等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況

に応じて、要支援者等の選択に基づき、適切な事業を包括的かつ効率的に実施するこ

とを目的とする。 
（内容） 
第２条 当該事業の内容は、次のとおりとする。 
 （１）在宅で暮らす６５歳以上の閉じこもりがちで、孤食の状態にある高齢者に、（ａ）

から（ｄ）の事業を実施することで、食生活の改善と生活意欲の向上を図る。 
   （ａ）レクリエーションを通して、脳の活性化を図る。 
   （ｂ）献立説明や調理実習等を通して、低栄養防止に関する知識の普及を図る。

   （ｃ）コミュニケーションを図り、仲間作りを促進する。 
   （ｄ）定期的な外出の機会の確保により、体力の向上を図る。 
 （２）その他第１条の目的を達成する事業 
（利用対象者の範囲） 
第３条 当該事業を利用することができる者（以下、「利用対象者」という。）は、次の

とおりとし、いずれの対象者も、担当地域包括支援センターによる支援計画に基づい

て利用するものとする。 
 （１）６５歳以上の要支援認定者 
 （２）６５歳以上で、国の基準に従って決定されたサービス事業対象者 
 （３）その他市長が適当と認めた者 
（利用の申請） 
第４条 利用の申請にあたっては、生駒市地域包括支援センター（指定居宅介護支援事

業者を含む。）が、介護予防ケアマネジメントを実施し、総合事業利用申請書（様式

１）、利用者基本情報（様式２）、二次アセスメントシート（様式３）、介護予防サー

ビス・支援計画書（様式４）又は、介護予防支援計画表および評価シート（様式５）

を市長に提出するものとする。 
（委託） 
第５条 当該事業は、市長が適当と認める団体（以下「事業実施団体」という。）に委

託して行うものとする。 
（食材料費等の実費） 
第６条 事業実施団体は、当該事業に係る料金（食材料費等実費相当）を利用対象者か

ら徴収し、その金額を市へ報告するものとする。 

（研修会の実施） 
第 7 条 事業実施団体は、有識者などを講師として迎え研修会を企画し、介護予防事業

に関する知識の自己研鑽に努めなければならない。 
 また、研修会を企画実施した際は、研修会実施報告書を作成し、市へ報告するものと

する。 
（報告） 
第８条 事業実施団体は、ひまわりの集い実績報告書（様式６）、ひまわりの集い活動

記録（様式７）、ひまわりの集い出欠表（様式８）を作成し、市に実績報告を行うも

のとする。 
（衛生管理） 
第９条 事業実施団体は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めなければなら

ない。 
（安全配慮義務） 
第１０条 事業実施団体は、善良な管理者の注意を持って、安全管理に配慮するものと

する。 
２ 事業実施団体は、事故が発生する恐れがある場合、または発生した場合、適切な措

置を講じるとともに、速やかに市に報告するものとする。 
（個人情報の保護） 
第１１条 事業実施団体は、従事者又は従事者であった者が個人情報を取り扱う場合は、

生駒市個人情報保護条例（平成 10 年 3 月生駒市条例第 1 号）第 13 条の規定及び特

記事項に掲げる事項を遵守させ、個人情報の保護に努めさせなければならない。 
（事業の廃止・休止） 
第１２条 事業実施団体は、事業の廃止・休止をする場合は廃止・休止届出書（様式９）

を市に提出するものとする。 
２ 事業実施団体は、廃止・休止時における利用者に対する継続的なサービス提供のた

めの便宜の提供を図るものとする。 
（その他） 
第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別途定めるものとする。

附 則 
この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 

通所型サービスＢの要綱（例）
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総合事業の導入に向けた市民フォーラムの開催

広報誌
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通所系・訪問系の事業者向け説明会の実施

【平成２７．３．２４ 説明会実施】

〇総合事業の概要
○総合事業の趣旨説明
〇早期移行のメリット
〇生駒市の現状
○生駒市における総合事業の流れ
〇窓口から利用までの流れ
〇要支援・要介護認定への申請

案内基準例
○第1号介護予防支援事業委託料
○総合事業の留意事項について
○総合事業に関するQ＆Ａの紹介
○リーフレットの配布
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【シルバー産業新聞が掲載】
〇2段階での全面移行
〇集中型サービスＣの紹介
〇要支援者ニーズ分析
〇事前質問表に対する回答

平成27年4月14日
介護予防ケアマネジメント研修の開催

（対象）
〇生駒市居宅介護支援事業者協会
〇市外の予防プラン再委託先の居宅

介護支援事業所
（内容）
〇総合事業の趣旨説明
〇生駒市における総合事業の内容
〇ケアマネジメントを行う上での留意

事項
〇再委託時の委託料
〇利用者家族で総合事業の利用が

望ましいと思える方への情報提供等
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地域包括支援センター紹介DVD
オリジナル体操DVD
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一般介護予防事業のパンフレット
これも手作り
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憩いの場所の立ち上げ用に
「サロン」立ち上げに向けたマニュアル作成
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私のいきいきライフ

予防プランの目標「●●を頑張って、次は私がいきいきライフに
掲載されること！」 ・・・・・手作りに冊子・・・・・・・
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新潟県上越市 

健康福祉部 高齢者支援課 

係長 細谷 早苗 氏 

 

 

 

 

 

 

 



上越市における
新しい総合事業の取組について

上越市健康福祉部 高齢者支援課

細谷 早苗



●札幌

仙台
●

東京●

●名古屋
●
大阪

●
福岡

山形県

福島県

群馬県
長野県

富山県

●新潟市

佐渡

上越市

新潟県

上越市の位置
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2

北陸新幹線開業

広域的な移動時間の短縮広域的な移動時間の短縮

から １時間４８分
（約 １４ 分短縮）

から １９分
（約 1時間４分短縮）

から ３０分
（約1時間15分短縮）

から ４９分
（約 1時間33分短縮）

東京

長野

富山

金沢

上越妙高駅

長野～金沢
平成27年3月
14日開業！
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人口：１９９,０７９人（平成2７年4月1日現在）

面積：973平方キロメートル

歴史：昭和46年４月、上越地方の経済の中心で

文教都市として発展した古くからの城下町

高田市と直江津港後背の臨海工業都市とし

て発展した直江津市が対等合併して誕生。

○平成17年1月1日に

近隣13町村と合併し

新生上越市がスタート

上越市の概要

安塚町

浦川原村

大島村

牧村

柿崎町
大潟町

頸城村

吉川町

中郷村

板倉町

清里村

三和村

名立町

上越市
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当市の介護保険の現状１
区 分 人数及び割合

人 口 １９９，９００人

６５歳以上人口 ５８，０９４人

高齢化率 ２９．０６％

区 分 人 数 割 合

認定者数

75歳以上 １１，６２４人 （３８．０％）

65歳以上74歳以下 １，３２０人 （４．９％）

40歳以上64歳以下 ２９６人

内訳

要支援１・２ ３，４６１人 ２６．２％

要介護１・２・３ ６，７５７人 ５１．０％

要介護４・５ ３，０２２人 ２２．８％

要介護認定を受けていない
元気な６５歳以上の人は・・・

４５，１１７人（７７．７％）

介護保険の
認定の状況

平成２７年２月末
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区 分 H2４.４月末 H2５.４月末 H27.3月末

要介護認定者数 １２，３９２ １２，７８８ １３，２７１

６５歳以上認定者数 １２，０４４ １２，４５２ １２，９７７

６５歳以上認定率 ２２．３％ ２２．５％ ２２．３％

６４歳以下認定者数 ３４８ ３３６ ２９４

要支援１・２ ３，０１１ ３，２０２ ３,４７０

要介護１・２・３ ６，１９９ ６，４９８ ６，７８４

要介護４・５ ３，１８２ ３，０８８ ３，０１７

１６５人減

５4人減

当市の介護保険の現状2
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本年４月からの当市における介護予防の取組

○生活習慣病の重症化予防に向けた、保健指導の実施
特定健康診査の結果から、生活習慣病の重症化により、脳血管疾患

発症のリスクが高い人を対象に、2年間で9回の家庭訪問による介護予
防事業を展開（1年度の対象者1,000人）累計6,000人

○介護の重度化を予防するためのケアプラン作成：500人
ケアマネージャーが作成するケアプランを、市の保健師・栄養士が

連携して作成し、再発等による介護の重症化を予防（要支援1・2、
要介護1・2の脳血管疾患の既往のある74歳以下の人）

○地域で高齢者を支えるシステムの構築
地域で取組んでいる高齢者サロン事業などの居場所づくりを拡充し、

地域における元気な高齢者の出番を創出し、支援が必要な高齢者を支
える体制をつくる

市の取組の方針：疾病の重症化を予防する

6



介護予防事業の成果
＜上越市における要介護状態の現状＞
１ 生活習慣病の悪化により脳血管疾患を発症する人が多い
２ 75歳以上になると要介護状態となる割合が急に増加する

75歳前の生活習慣病
のハイリスク者に対
しての取組を開始
（H22年度～）
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新しい総合事業
○生活支援・介護予防サービス

・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス

受け皿
これまでの介護保険事業所に加え
て、住民組織、ＮＰＯなどの多様
な地域資源を活用

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

③介護予防事業 

元気な人も含めた、65 歳以上の全ての人が対象の事業 

 ○事業参加に申請の必要なし 

②緩和した基準のサービス 

②通所型サービス 

①現行の通所介護相当のサービス 

②緩和した基準のサービス 

③住民主体による支援 

 

地域包括支援センターによる訪問 

通いの場：高齢者の居場所づくり、交流の場、生きがいづくり 

認知症カフェ：認知症の人や介護者、支援者の交流の場 

介護者支援：介護者や支援者の交流の場 

介護保険の事業所による訪問介護サービス 

生活支援サービス（多様な担い手） 

介護予防教室（脳トレ・筋力アップ） 

介護保険の事業所による通所介護サービス 

③住民主体による支援 

①現行の訪問介護相当のサービス 

①訪問型サービス 

要支援認定者、チェックリスト該当者向けの事業 

○サービス利用に当たっては、地域包括支援センター職員がケアプランを作成 

 

上越市における総合事業の類型
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地域自治区と住民組織の活動について

安塚区

浦川原区

大島区

牧区

柿崎区大潟区

頸城区
吉川区

中郷区
板倉区

清里区

三和区

名立区

合併前上越市
15地区

○平成17年の合併の際に旧町村単位で、第二役場の機能を持ち、地域住民が自ら地域自
治を行う目的で住民組織の立ち上げが行われた。
○合併した13町村では、住民組織があるが、合併前上越市の15地区においては、住民
組織と同等の組織が全ての地域で立ち上がっていない。
○地域自治区：下の地図の市内２８地区
◎新総合事業は、この２８地区の地域自治区単位で実施する
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＜地域で行う通いの場イメージ図＞
○介護予防を目的とした通いの場の開設

（地域自治区ごとに２８地区で実施）
・対象：６５歳以上の高齢者
・週３日、9時から３時、送迎あり

事務局：生活支援コーディネーターを１名配置
サポート：社会福祉協議会、地域包括支援センター、食生活改善

推進員・運動普及推進員、スポーツ推進委員、健康づ
くりリーダー、ボランティア、行政など

活動拠点：各区コミュニティプラザ、公民館など

介護予防教室：通所Ｂ
（運動、脳トレ、口腔ケア

生活習慣病重症化予防）
認知症カフェ

介護者家族の集い

●血圧測定等の健康チェック、日常生活の聞き取り
保健指導、各種相談

認知症サポーター養成
講座

介護予防等の講座
ロコモティブ運動

●住民組織に委託
・常勤職員の雇用
・プログラムの作成
・講師の選定
・参加へのＰＲ
（参加者増加）
・協議体会議の開催
・地域のボランティア

の参加

●期待する効果
・高齢者福祉をきっか

けとした地域づくり
・住民組織の新たな自

主事業の創出（資金
の確保）

・生きがいづくりの創出
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1 生活支援コーディネーター（第２層）28地区の地域自治区単位に配置）
※第１層：生活支援コーディネーターはH26年度に４名養成済み

○H27年度新規に養成（市独自研修と県研修受講が必須条件）市の研修は毎月１回程度実施予定
＜市の研修内容＞
・市の高齢者の実態、地区把握の方法を学ぶ（地区担当保健師・地域包括支援センター職員）
・生活支援コーディネーター同士の情報交換
・地域支え合い事業の内容、工夫点、参加者の状況などの報告

○常勤職員の要件：地域事情に精通し、高齢者福祉・地域づくりに意欲のある人
公民館協力員、会社員、退職後の保健師など経歴は様々

○業務内容：委託事業の企画・調整・周知、講師の依頼、支援員の手配、当日の運営など

２ 協議体（第２層）：地域自治区ごと（28地区）に設置
○協議体メンバー

事業受託住民組織役員、町内会長、民生委員、学校、ボランティア組織、商工会、消防署
警察署、介護保険事業所、健康づくりリーダー、食生活改善推進員、運動普及推進員
社会福祉協議会、行政等

３ 協議体会議（第２層）（協議体ごとに開催）：年3回会議を実施する
・内容：地域ごとに、生活支援コーディネーターと生活支援・介護予防の提供主体や協議体

メンバーが参画し、定期的な情報共有及び連携を行う

<地域支え合い事業１＞
・合併した１３区⇒住民組織に委託
・合併前上越市の１５区⇒社会福祉協議会に委託（住民組織の立ち上げも含む）
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３ 実施事業
①すこやかサロン：自己負担1回100円
目的：高齢者が気軽に集い、交流を行うことにより閉じこもりを予防し心身の機能低下を予防

する
内容：週３回の開催。希望者には送迎あり。

血圧測定などの健康チェックを行い、専門的な相談は専門機関へつなげる。
その他：昼食は実費とし１日を通じて参加できるものとする。

その他、実費にかかる部分については、本人負担とする。

②介護予防教室：通所型B：自己負担1回200円
目的：生活習慣病の重症化、運動機能低下、認知機能低下等のリスクが高い人の介護予防を

行う
内容：①健康チェック、年1回健診を受診する

②脳トレ（パズルやクロスワード、計算、漢字、言葉遊びなど）
③運動指導（講師：理学療法士、作業療法士、接骨師による指導）
④参加者の健診データの分析や機能評価を実施

③家族の集い・認知症カフェ（月2回）自己負担1回100円
目的：認知症の心配のある人や家族同士が交流し、認知症状への対応や在宅生活を送る上での

アドバイスを受け、在宅での生活が継続できるよう支援する。認知症初期集中支援
チーム員が参加し、早期からの認知症の適切な支援を図る。

<地域支え合い事業２＞

12



<住民組織への委託への道のり ＞
①H26年6月開催のさわやか福祉財団のフォーラムにて、市長がパネリストとして参加したことが
きっかけとなり、Ｈ27年4月からの総合事業開始が決まる

「早くから取組を行い、他市の真似をするのではなく、上越市バージョンの事業を作れば良い」

②H26年9月～：予算立案と介護保険事業計画策定、総合事業の組み立てを同時に実施
政策協議や財政との協議を重ね、最終決定！

③1０月～：１３か所の総合事務所への説明→1回目の説明では、不可能との意見が大多数！
「介護保険の取組ではあるが、中山間地域の課題となっている地域づくりに資する事業となるよう
元気な高齢者の活躍の場としても展開していきたい」旨を説明

④住民組織代表者、役員等に説明（１３区ごとに4回以上、説明に出向く）
～住民組織の反応は様々～
・住民組織が取り組まなければいけない。地域の活性化に何とかつなげたい！
・自分たちは福祉なんて知らない。介護のプロにやってもらった方が良い。
・委託料では足りずに、採算が合わなくなるのではないか。
・送迎ができないと高齢者は来たくても、参加することができないから無理。

⑤第６期介護保険事業計画の市民説明会（全市で１６会場で開催）

⑥受託するかどうかは住民組織側が判断…１３区全ての住民組織が受託を決定！！（H27.2月末）

⑦仕様書、要綱、契約等の事務手続きを開始→平成27年4月1日契約へ

この間、
地域に出向
いて説明し
た回数は、

８０回
以上！
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<住民組織への委託、地域づくりへの展開＞
◎地域づくりの事業へと展開させるための仕掛けづくり

①住民組織→ＮＰＯが６か所、その他が７か所
ＮＰＯ取得の説明会をこの機会に実施

②地域・自治振興課と連携し、住民組織に対し、送迎車購入費
を補助

☆地域支え合い事業を受託することが、絶対条件
・地域支え合い事業以外にも活用できるように、購入補助とする
・住民組織は、車両を取得していなかったのでちょうど良いタイ

ミング！

＜独自事業の実施へ＞
・買い物ツアー ・観光ツアー
・医療機関、銀行、役所などへの送迎
・住民組織主催のイベント時の送迎 など
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上越市における総合事業予算
①生活支援体制整備事業費 45,452千円

・生活支援コーディネーター業務委託料 45,309千円

・研修旅費 143千円

②一般介護予防事業費 30,972千円

・すこやかサロン、認知症カフェ、介護者家族の集い 30,472千円

・ボランティア育成事業 500千円

③介護予防・生活支援サービス事業費 237,981千円

・介護予防教室委託料（通所Ｂ） 4,742千円

・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 233,239千円

④介護予防ケアマネジメント業務委託料 27,473千円

合 計 341,878千円
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専門職と連携した通いの場の運営

参加者の介護予防の支援を行うため・・・
◎地域包括支援センター

生活支援コーディネーター

地区担当保健師・栄養士

・地域に実態に合ったアプローチ
方法や参加者の選定などを検討
・地域で気になるハイリスク者に
参加してもらい、見守りを強化

例えば・・・
・薬の飲み忘れの多い人⇒内服の確認を行う
・日中独居で、栄養が偏っている人⇒昼食の提供と体調管理
・健診会場で血圧が高い⇒日々の血圧のチェック⇒必要時、受診勧奨
・生活習慣病が重症化している⇒参加することで間食
（お菓子や漬物）の量が減る
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上越市における地域包括ケアシステムのイメージ

＜日常生活圏域における
地域ケア会議の推進＞

・包括単位での地域ケア会議、
個別地域ケア会議を通じ、地
域課題の抽出、支援策の検討

＜介護予防・重症化予防＞
・生活習慣病の重症化予防の
取組
・個々の実態に合った個別保
健指導の実施
・介護の重度化予防のための
ケアプランの作成
・認知症初期集中支援チーム
による早期からの支援の実施

＜医療＞
・上越医師会、上越歯科医師
会、上越薬剤師会との連携の
強化、在宅医療の推進

＜地域住民の支え合い＞
・新総合事業の実施による地域
支え合い体制の構築
・地域との交流を図り、孤立の
防止、見守り支援の実施
・担い手側の生きがいづくり、
介護予防につなげる取組の実施
・認知症サポーター養成

①高齢者が住み慣れた地
域でサービスや支援を受
けるなど地域支え合いの
体制が構築されている

②一人ひとりが介護予防の
重要性を認識し、生活習慣
病等の重症化を始めとして
介護予防に取り組んでいる
状態

③家族や地域の人が認知症
を正しく理解し、全ての認
知症の人が安全・安心な生
活を営んでいる状態

④重度な介護状態になっても、
24時間365日安心して快適な
生活を送ることができるよう、
医療・介護・住まいなどの環境
が充実している状態

＜介護サービスの提供＞
・介護が必要な人に、適切なサー
ビスの提供
・本人の状態に合った、自立支援
に資するケアプランの作成
・多職種連携による、チームケア

高齢になっても
住み慣れた上越市で暮

らすために・・・
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介護予防・日常生活支援総合事業
早期移行に向けた取組み

秋田県小坂町町民課 三政 貴秀



小坂町の位置・人口等

人 口：５，５９２人（男２，６０５人 女２，９８７人）
世帯数：２，５０３世帯
高齢者人口：２，２８３人 高齢化率：４０．８％ （いずれも平成２７年４月１日現在）

介護保険料基準月額：５，３００円（基準額は第５段階・標準９階層で設定）

★秋田県の北東部に位置し、青森県との県境に接している。
町内の７割が森林であり、町を南北に縦断する東北自動車道や国道２８２号線
沿い、十和田湖周辺が主な居住地となっている。

★小坂鉱山の発見により明治初期から「鉱山の町」として発展してきた。
鉱山閉山後はこれまで培った鉱山技術を活用した最先端の環境リサイクル産
業への転換を図り、都市鉱山として発展を遂げている。

★近隣市と連携してリサイクル産業を柱にするだけでなく、町の近代化遺産を活
かした観光分野も大きな柱になっている。

★大正９年には１７，１００人（県内２位）の人口を有していたが、鉱山の業態変化
や都市部への流出により人口減少が続いている。
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面積：２０１．７０K㎡
東西：２１．１㎞
南北：２４．６㎞

北隣：青森県平川市
南隣：鹿角市
西隣：大館市
東隣：鹿角市・青森県十和田市

主な地域指定：広域市町村圏
(ふるさと)
過疎
辺地
振興山村
地方拠点

十和田湖に代表される美しい自
然、そして鉱山の歴史に彩られ
た近代化産業遺産の建物群が
ヨーロッパの町にも似た独特の
風景を形づくっています。
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十和田湖

小坂鉱山事務所 康楽館
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平成２６年６月に小坂鉄道レールパークがオープンしました。
機関車の運転やレールバイクなど鉄道に関係する多彩な体験ができる施設です。
ぜひ一度足を運んでみてください！
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小坂町の人口の状況等について

1,779 1,731 1,671 1,571 1,507

2,077 2,060 2,000 1,956 1,892

2,268 2,262 2,281 2,290 2,310

6,124 6,053 5,952 5,817 5,709

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

0～39歳 40～64歳 65歳以上

(人)

★高齢化が年々進んでいることは、総人口の減少に反比例して伸びる高齢者数から推測される。
総人口にあっては年１００人前後のペースで減少している。
特に若年層・生産年齢層は、都市への流出などの流れに歯止めがかからず減少を続けていて、
近年は少子高齢化の流れが一段と加速している。
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高齢者数の推移

1,037 993 991 981 1,008 
1,231 1,269 1,290 1,309 1,302 

37.0% 37.4% 38.3% 39.4% 40.5%
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45.0%
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1,200

1,400
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1,800

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

前期高齢者 後期高齢者 高齢者率

（人）

2,268
2,262 2,281 2,290 2,310

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

高齢化率
37.0 37.4 38.3 39.4 40.5

前期高齢者

割合 16.9 16.4 16.6 16.9 17.7

後期高齢者

割合 20.1 21.0 21.7 22.5 22.8

★近年は、７５歳以上の高齢者数が一定の増加を続けている。
高齢化率は年１％程度上昇しており、地域の高齢者が自立した生活を送るために
持続的かつ効果的な支援体制の整備が求められている。
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要介護認定者数の状況

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計

平 成
21年度末

25 52 60 43 35 44 41 300
13.2% 

平 成
22年度末

28 37 69 43 39 52 32 300
13.4%

平 成
23年度末

25 26 87 48 35 56 30 307
13.7% 

平 成
24年度末

17 34 95 51 40 64 35 336
15.0%

平 成
25年度末

26 35 88 54 36 64 32 335
15.1%

平 成
26年度末

23 34 92 57 43 68 35 352
15.4%

★要支援認定者の数が近年減少傾向なのに対し、要介護認定者は増加を続けている。
特に要介護１～２、４の伸びが顕著であるが、年齢別でみると８０代半ば以降の認定者が増加
している。この点については、加齢に伴う部分が大きいと推測される。
一方、前期高齢者であっても要介護認定を受けるケースも増加傾向であるが、主に男性の数
が増加している。この点は、介護予防事業への男性の参加率が低いことや生活習慣が影響し
ているものと考えられている。
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小坂町の介護保険の状況

人口（平成２７年４月１日） ５，５９２人

高齢者人口 ２，２８３人

高齢化率 ４０．８％

前期高齢者人口 ９８８人

後期高齢者人口 １，２９５人

要介護認定者（平成27年4月1日時点） ３５２人

要介護認定率 １５．４％

介護サービス利用者数（平成27年3月末時点） ３３１人

居宅サービス １７３人

地域密着型サービス ５７人

施設サービス １０１人

保険給付費（平成26年度速報値） ６億９，２６４万２，３５５円

居宅サービス １億９，６３２万９，４３７円

地域密着型サービス １億１，３５８万４，１４０円

施設サービス ３億２，６０５万５，２０１円

特定入所者サービス ３，９６５万８，３００円

その他 １，７０１万５，２７７円
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介護予防・日常生活支援総合事業等
開始に至るまでの経緯・取組方針

平成２６年度半ばに小坂町の高齢化率は初めて４０％を超えた。時期を同じく
して、地域における高齢者の孤独死への対応が発生したり、現場から認知症高
齢者や虚弱高齢者が急激に増加している状況が報告されており、早急な対策
が急務であった。

小坂町の行政組織体制は、介護保険全般（総合事業含む）の担当が専任１人、
地域支援事業の事務担当が兼任で１人となっているが、直営型地域包括支援
センターを併設している状況が円滑な介護保険行政の運営に大きな効果をもた
らしている。内部はもちろんのこと、町内外の医療機関や事業者と常に連絡調
整を図りながら業務に当たっている。

①今回の介護保険法の改正は、介護保険料の引き上げを始めとした費用負担
の増加など被保険者に相当の負担をお願いする項目も多いことから、長期的
な影響を最小限に抑えるためには総合事業の早期実施が必要。
②介護予防事業が創設される以前から取り組んできた様々な事業が、総合事
業にスムーズに落とし込むことが可能。

①と②の判断から、本年４月からの実施をすることが決定した。 9



第６期介護保険事業計画期間内の早期に総合事業を実施することで、第７期以降の
計画がより充実した内容となると判断したことに加え、早期の実施が長期的視点に立つ
と効率的かつ戦略的に有利であると考える。

現行において実施している事業を見直し、関係機関と十分な連携を図りながら拡充し
ていくことで、「小坂版地域包括ケアシステム」が構築されていく。将来、高齢になっても
元気に暮らせる町づくりを目指す。
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総合事業の実施に向けた組み立て（小坂町の場合）

①現行の予防給付の訪問通所介護の移行 予算が措置され、執行できる（されている）
状況であれば総合事業を行っていると
みなすこととされている

②既存で多様なサービスを落とし込んでいく

ここまでを事業開始までに行うこと

③生活支援サービス協議体の設置 この点は早期に行う必要がある

④多様な地域のサービスを巻き込む
または新たに創出していく取り組み

初期費用の発生！

たとえ簡素な内容であっても、最低限予防給付の訪問・通所介護が移行されていればよい
事業者との協議を通じて、基本方針を確立させ、総合事業を早期に実施した方が有利な点が多い。
ただし、サービスの低下を招かないために基準等の設定には配慮が必要。
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平成２７年度からの総合事業実施までの作業の流れ

平成２６年８月 ７月に行われた全国課長会議を受けて移行に向けた検討を内部で開始
９月 総合事業の影響を受ける主な２法人・１民間事業者を対象に総合事業

への早期移行について打診・協議を開始
１０月 総合事業において総合事業へ移行が可能なサービスを洗い出し、類型・基
～１２月 準等の検討や調整、課題の洗い出し作業

仙台市で行われた総合事業関係のセミナーへの参加
平成２７年１月 事業者に対して総合事業で行うサービスの詳細に関する説明、必要な調

整
平成２７年度当初予算の編成作業（介護報酬改定も影響し一部を２月上旬
まで延長）
介護保険業務システムの改修業務についてシステムベンダーと契約締結

３月 町議会に対して総合事業の実施について説明
住民説明会を開催（第６期介護保険計画と並行して実施）
要綱・委託契約書等の整備
介護保険業務システムの改修作業
国保連合会との業務の委託範囲について調整（審査支払事務等）

４月 国保連合会と事業対象者の台帳情報の試験登録を実施
５月 国保連合会に正規の台帳情報を登録

事業者（事業委託分）から前月の利用実績で委託料の支払い

★この他に、事業者から個別に相談が出た際には適宜対応している。
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総合事業の開始の遅れに伴う影響
総合事業を早期に開始する場合、四例の計算式から選択が可能となっている。

☆小坂町の場合、原則的な計算方法で上限額を算出すると約４３０万円超過する。
〈平成２６年度の介護予防給付（訪問・通所）＋介護予防事業の合計額〉×

（７５歳以上の高齢者数の伸び）－〈平成２７年度の介護予防給付（訪問・通所）予算額〉

２７，７２９，０８１円×１．００９－１１，２３９，８１７円＝１６，７３８，８２５円･･･②（原則上限額）

②－①＝－４，３１５，１７５円 ←上限額を超過する

☆有利な１０％特例を利用して上限額を算出した場合には約１８０万円の超過に圧縮される。

→上限額を超過しても早期実施自治体は個別協議により上限額を超過することが可能

〈平成２６年度の介護予防給付（訪問・通所）＋介護予防事業の合計額〉×１．１
－〈平成２７年度の介護予防給付（訪問・通所）予算額〉

２７，７２９，０８１円×１．１－１１，２３９，８１７円＝１９，２６２，１７２円･･･③（１０％特例上限額）

③－①＝－１，７９１，８２８円 ←上限額を超過するが個別協議で超過可能

平成２７年度 介護予防・日常生活支援総合事業費支出予定額 ２１，０５４，０００円･･･①
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平成２７年度から２９年度の移行期においては、１０％の特例措置を活用することがで
きるものの、平成３０年度以降は特例措置は無くなる見込みである。
移行期には、体制整備に向けた初期投資（体制構築に係る費用）が発生したり、移行

初年度は給付と事業が混在するため、通常よりも所要事業費が増大することが想定さ
れる。

他の早期実施自治体で行った試算においても、総合事業への移行が遅くなる程費用
面での影響が増大することが報告されている。

早期の総合事業の実施と体制の確立により、長期的に給付費（事業費）の抑制を図る
→地域住民の保険料負担を抑えることにも繋がる

★前年度の予防給付費の実績も加味して上限額を設定するため、来年度以降に総合
事業を実施する場合には、今年の介護報酬の影響を多大に受けることとなる。
今年度中に総合事業を実施した方が、事業費上限額が高く設定されるために事業
を組み立てやすい。
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総合事業の各サービス種別に相当するサービスや単価等の現状
①訪問型サービス

基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス

サービス種別 ①訪問介護（第１号訪問事業） ②訪問型サービスＢ

サービス内容 訪問介護員による身体介護、生活
援助

住民を主体として行う生活援助

対象者とサービス
内容の考え方

○既にサービスを利用している又
は新たに利用の必要がある方で、
今後も継続してサービス提供の必
要がある方が対象

○現行の基準に沿い、訪問介護員
によるサービス提供を必要とする
場合

○利用者の状態等も踏まえながら、利用
を促す

○現在町社会福祉協議会において実施
しているサービスを当てはめ、総合事業
において実施することができないか協議
を継続中

実施方法 事業者指定（みなし指定） 補助（助成）

基準 予防給付の基準を基本 必要最小限の基準内容とする予定

サービス提供者 訪問介護員（訪問介護事業者） ボランティア主体

提供開始年月 平成27年4月 平成27年7月

★その他、基準緩和型の訪問サービス（訪問型サービスＡ相当）の
実施が可能かについて検討・協議中である。
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②通所型サービス

基準 現行の通所介護相当 多様なサービス

サービス種別 ①通所介護（第１号通所事業） ②通所型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

サービス内容 通所介護と同様のサービス
生活機能向上のための機能訓練

ミニデイサービス

対象者とサービス
内容の考え方

○既にサービスを利用している又
は新たに利用の必要がある方で、
今後も継続してサービス提供の必
要がある方が対象

○現行の基準に沿ったサービス提
供を必要とする場合

○既に通所系サービスを利用している又
は新たに利用の必要がある方で、状態や
利用希望等も踏まえて緩和した基準によ
るサービス提供が可能な方が対象

○既存の事業所に併設する形での運用
を想定

実施方法 事業者指定（みなし指定） 委 託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準

サービス提供者 通所介護事業者の従事者 通所介護事業者の従事者＋ボランティア

提供開始年月 平成27年4月 平成27年4月
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町の保健福祉の拠点施設・小坂町福祉保健総合センター 「ゆーとりあ」

★町中心部に位置し、通所介護の他、総合事業における第１号通所事業やミニデイサービス、
保健センターによる検診事業等を一体的に行っている。
また、町社会福祉協議会が施設の指定管理者となることで、福祉に関する活動拠点の役割
を担っている。
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多様なサービスの例 －ミニデイサービス「くるみ」

既存の通所介護で提供しているサービス全てを必要としない方を対象に、時間や内容をある程度
限定し、基準等を緩和したミニデイサービスを平成２７年４月から開始した。町が事業主体となり、管
理運営を町社会福祉協議会へ委託している。
福祉保健総合センター内に設置し、設備等で通所介護と共有できる部分は共有している。
利用者からの評判は良く、今後さらに内容の充実を図りながら安定した運営を行っていく。

利用者の方が塗り絵を
している様子です

～「くるみ」の利用者の様子①～
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～「くるみ」の利用者の様子②～

利用者が得意としている
裁縫をしている様子です
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一般介護予防事業の実施状況

①こさかはっぴいカード
町が実施している各種介護予防事業の参加者（特に男性）の掘り起こしを目的に、埼玉県
志木市・神奈川県横浜市の取り組みを参考にして介護予防ポイントカード事業を開始した。

町内の６５歳以上の高齢者に対しポイントカードを交付し、事業参加者と運営ボランティア
にポイントを付与している。年間の累計ポイント数に応じて、商品券と交換することとしてい
る。

交付状況は、事業開始からわずか１カ月で第１号被保険者数の約２０％に達した状況で
あり、カードを交付した被保険者からの反応も上々である。

今後は町社会福祉協議会が実施する事業も交付対象とする予定であり、より意欲を持っ
て様々な事業に参加していただけるように努めていく。

このイメージは、現在表示できません。
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②生きがいづくり事業（仮称）
高齢者と小中学校児童との交流の機会を通じ、生きがいを創出する事業である。
教育委員会とのタイアップ企画とし、小中学生との交流だけでなく、認知症予防を目的とした
脳のトレーニング、運動機能維持を目的とした各種トレーニング、栄養改善を目的に学校給食
の提供などを事業の柱とし、全てを学校校舎を利用して実施する予定である。
平成２８年度から（状況により２７年度中に前倒し）の実施を目指し、準備を進めている。

★平成２５年４月に小中一貫教育を開始。
また、公民館・体育施設も隣接（渡り廊
下で接続）しており、大規模にハード面を
整備することなく実施が可能である。

小坂小学校・中学校の外観
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③お元気くらぶ
町内の第１号被保険者を対象に、介護予防事業が創設される以前から取り組んできた。
閉じこもり予防と認知症予防・運動機能の維持の普及啓発の場として、交流を主体とした事
業である。地域包括支援センターの保健師等が町内各自治会館などへ出向き、地域に密着し
た形での事業を展開している。
この機会を利用して血圧測定や健康相談も実施しており、町内の高齢者の健康状況などを
把握する手段の一つにもなっている。

～お元気くらぶの活動風景①～
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～お元気くらぶの活動風景②～
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④いきいき交流
虚弱高齢者を対象として、楽しく集える場を提供し、交流活動を通じて生きがいづくりを進め、要
介護状態への進行を防止します。
本事業は、社会福祉法人 小坂ふくし会へ委託し、「はいから倶楽部」を拠点に実施しています。

※はいから倶楽部･･･特別養護老人ホーム「あかしあの郷」に併設された地域交流スペース。
近隣には銀行、スーパーマーケット、診療所などがあり、地域住民が気軽
に立ち寄れるための拠点として整備されました。

はいから倶楽部外観
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～はいから倶楽部の内部の状況～
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その他包括的支援事業の実施状況

①地域包括支援センター運営事業
町内１ヵ所の町直営地域包括支援センターは、正職員４名（保健師３名・社会福祉士１名）､臨
時職員（看護師、介護支援専門員）の体制で運営している。障害者相談支援事業所を併設してい
るだけでなく、福祉担当や保健センターとも隣接していることから、きめ細やかな総合相談支援体
制が構築されている。
その他、事業所からの各種相談や助言等にも積極的に対応している。

②地域ケア会議の開催
医療関係者やサービス事業者を始めとする多職種の実務者が集まり、個別ケースの検討や通
常サービスを提供する中で出た課題の共有、地域課題の洗い出しなどを行っている。月１回の頻
度で開催しており、小坂版地域包括ケアシステムの基礎的役割を担っている。

★小坂町地域ケア会議の委員の構成
医療関係者････町内の診療所の医師１名
居宅介護支援事業所････町内外の居宅介護支援事業所計５ヵ所から各１名
サービス事業所････町内の介護老人福祉施設２ヵ所から各１名

訪問介護事業所１ヵ所から１名
通所介護事業所４ヵ所から各１名

福祉関係者････町社会福祉協議会から１名
行政関係者････福祉担当職員・保健センター職員
地域包括支援センター職員
合計１８名で構成され、多職種連携を図るための基盤となっている。
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～小坂町地域包括支援センター～

小坂町に１ヵ所の地域包括支援センターは町直営方式で、役場内に設置されている。

保健センターとフロアを共にしているだけでなく、福祉担当課も隣接していることから、住民からの
様々な相談にも連携してワンストップでの対応が可能となっています。
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小坂町における認知症施策の取組状況

①認知症地域支援推進員の配置
町内の認知症高齢者が可能な限り良い環境で暮らすことができるよう支援を行う目的に立ち、
認知症施策の企画調整や専門的相談業務を行うことができるよう、認知症地域支援推進員を
配置した。

現在、町直営の地域包括支援センターが幅広い相談業務に対応しており、その他相談業務
と一貫性を保つために地域包括支援センター内に配置している。認知症初期集中支援チーム
と連携を図る点においても、非常に有効である。

②認知症初期集中支援チームの設置
複数の専門職が参加し、認知症が疑われる人や認知症の人、その家族等を包括的かつ集
中的に支援していく体制の構築を進めることとしている。

現在、体制の構築に向けて関係機関と協議を進めるとともに、認知症に関する専門的知識
を習得してもらうため、県社会福祉協議会等が実施している研修の受講を促している。

その他関連する情報と共有を図れる点や迅速な対応が可能である点などを考慮し、地域包
括支援センターに設置する方向としている。

③認知症サポーターの育成
認知症に対する理解の普及、地域住民全体で支えていくための取り組みとして認知症サ
ポーターの育成を推進している。

また、町社会福祉協議会が主体となり、町内の小中学校で養成講座を開催している。幅広い
年齢層に認知症への理解を図ることで、増加する認知症高齢者を支えていく環境の構築を目
指している。
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生活支援サービス協議体の設置、生活支援コーディネーター
の配置等の状況について

多様なサービスの構築に向けた協議体の設置は、関係機関との調整の影響もあって今年度中の
設置を目指している。内容（方針）については、以下の方向としている。

☆地域包括支援センター主体による協議体の設置

○町では地域包括支援センターが中心となって、高齢者に関する情報の把握、様々な介護予防
事業を展開している。また、地域支援体制をコーディネートしていくとともに、多様な関係機関の
先頭に立って、その中核となっているのは地域包括支援センターである。
この認識は既に全町に定着していることから、第１層のコーディネーターは地域包括支援セン
ターの保健師とした取組を予定している。

○既に地域ケア会議の実施を通じて、サービス提供側の多職種連携の構築を図ることができてい
る。このネットワークを基盤として、他の関係団体を可能な限り巻き込んだ枠組みを形成すること
を目標に、早期の協議体の設置を図っていく。

○総合事業の実施に当たり、多様なサービスを構築する（巻き込む）ためには、行政単独では不可
能である。協議体を設置し、その中で生み出される様々な地域資源の発掘や関係機関との連携
を通じた取り組みが重要になってくる。総合事業の早期実施に関わらず、この点を早期に行う
必要性を感じている。
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☆設置の意義
生活支援サービスの体制整備・拡充に向けて、多様な主体の参画が必要不可欠である。
関係機関の情報共有や連携を図るとともに、地域資源の発掘や構築を目的とした場として
「生活支援サービス協議体」の設置を行う。
地域ケア会議で出された地域課題の共有等を図るために、町（地域包括支援センター）に協議体
を設置する。

☆協議体に求める役割
○体制の構築に向け、企画立案や必要な協議・調整を行うこと
○コーディネーターを組織的に支えること
○各団体で把握している地域ニーズを共有すること

☆現在想定している協議体の構成
・町社会福祉協議会
・社会福祉法人１団体
・町内外の主要な訪問型・通所型サービス提供事業者
・医療関係者（町内診療所）
・老人クラブ
・自治会長（各自治会の総連絡組織の参加を想定）
・民生委員
・学識経験者
・行政関係者（福祉担当職員・地域包括支援センター職員）

☆設置時期
平成２７年の夏ころを予定
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☆勉強会の開催等
より早期に趣旨を理解してもらい、スムーズな体制構築・整備を行う観点から、第６期介護保
険事業計画策定時に協議体の構成員として任命する予定である方々を策定委員に任命した。
事業計画策定までの流れの中で、生活支援コーディネーターの配置や協議体の設置による多
様なサービスの創出等について、住民の代表として理解を深めていただいた。
また、本年２月に住民主体による多様なサービスの構築をテーマにしたセミナーを開催し、自
治会や民生委員などの地域住民の方々や、各種団体の関係者に多数参加していただき、周知
を図った。

☆今後のスケジュール
上記のセミナーを開催後、自治会側から自主的に通いのサービス（多様なサービスＢ相当）の
実施について提案を受け、１自治会を先行モデルで試行を予定としている。
並行しながら協議体の設置を早期に行い、多様なサービスの整備・構築を支援していく。

２月に開催した勉強会の様子
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総合事業の実施における課題

①事業者側に対して、制度の周知・広報が不足していた
→現場において、理解不足から一部に混乱を招いた。特にこの４月は制度の改正対
応が多く、事業者には相当の負担をかけることとなった。

②多様なサービスを構築することの難しさ
→一度に多様なサービスを全て構築することは不可能であると判断したため、開始
時期をずらすなどして対応することとした。多様なサービスを構築するための協議
体を早期に設置することで、より内容を充実させて実施することが可能である。
住民による新しいサービス等受け皿の拡大を図ることも計画しているが、地域の
理解を得るためにはある程度の時間を要する。

③地域包括支援センターの負担増加
→小規模な町であるが故に職員体制の確保が困難な状況にある。
仕事量の増加が職員に負担をかけている。

④マスコミ報道などの影響
→新聞報道などで要支援者に対するサービスの質の低下に関する報道が相次ぎ、
一部住民から総合事業実施に関して不安視する意見が出された。
実際には要支援者に対しては、現行の基準相当のサービスを提供したり、多様な
サービスを構築したりすることなどで、サービスに幅と選択肢が広がることから、
質の低下にはつながらないと考えている。
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総合事業に移行してよかった点

①地域包括ケアシステムの構築に早急に取り組む必要性
→地域が加速度的に高齢化する中で、行政側の都合で総合事業への移行を先延
ばしすることに疑問を感じた。移行を先延ばしにしている時間的余裕は無いので
ないか。

②第７期介護保険事業計画の策定が容易になる
→データが蓄積されることで、事業計画策定における推計がより正確になる。
総合事業の実施により表面化した課題への対処を図ることが可能となり、事業
の充実を図ることができる。

③事業費の上限引き上げ
→早期の総合事業への移行によって事業費の上限が引き上げられたことにより、
新しい事業に取り組むことができた。原則的な計算法で算出すると、上限額を
超過する可能性もあるため、早期移行が有利である。

④住民意識の転換
→地域住民も、現在住んでいる地域の現状や将来に問題意識を持っている。
連携してこの課題に早期に取り組む必要がある。

★データを分析し、必要な改善を行うこととする。
多様なサービスを構築することで、いつまでも安心して暮らすことが
できる地域を目指していきたい。 33


